


「Web版 感染対策チェックテスト」の使い方

　本書に掲載している○×問題のチェックテストを、パソコンや
スマートフォンから行うことができます。

弊社サイトの以下の URLにアクセスしてください。

　　

　10 の問題カテゴリーのうち、［廃棄物］と［血液媒体感染対策］
は自由にアクセスできます。
　それ以外のカテゴリーのテストを行うには、以下の「 ID」と「パ
スワード」が必要です。

ID：　　　
パスワード：　

［注意事項］
　ご使用のパソコンやスマートフォンの環境によっては、正常に動作、表示
されない場合があります。
　当社では、動作保証および「Web 版 感染対策チェックテスト」の使用によ
る機器の不具合発生等の一切の責任を負いません。あらかじめご了承の上、
ご使用ください。

◆◇WEB版はご利用いただく事ができません◇◆
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◦初版刊行にあたって

2007 年 4 月より改正医療法が施行され、医療法施行規則に基
づき、各医療機関において「院内感染対策のための指針策定、院
内感染対策のための委員会開催、研修の実施、感染症の発生状況
の報告、その他対策の推進を目的とした改善のための方策実施」
が義務づけられました。また、「感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律」では、「医師その他の医療関係者は、
感染症の予防に寄与するように努め、良質かつ適切な医療を行う
ように努めなければならない」と明確に規定されています。院内
感染対策は、これまで以上に医療における最優先課題であると理
解し、限られた資源で最大限努力をすることが医療者には求めら
れています。
　またこれまで、「院内感染」という用語は、病院や医療機関内で、
新たに細菌やウイルスなどの病原体に感染することを示していま
した。特に、薬剤耐性菌による感染や、易感染患者が日和見感染
による感染症を発生する場合、侵襲的器具や処置を受けた患者に
発生する場合が問題となってきました。しかし近年、医療を受け
る場が、入院中や医療施設の中だけではなく、外来治療や長期療
養施設、あるいは在宅においてなどと拡大しており、入院患者に
は限定されない状況となっています。現在は、「医療関連感染」
という用語が一般的に用いられるようになってきました。医療関
連感染の対象者は、医療を受ける患者だけでなく、家族を含めた
患者の周囲の人、そして医療者も当然含まれます。医療に関わる
私たちは、自らの身を守ることを含め、医療関連感染の発生を予
防することと、発生した感染症が拡大しないように、最大限の努
力をしなければなりません。
　本テキストは、CD-ROMのテストを組み合わせて、到達レベ
ルを確認しながら理解を進めることができます。すべての医療者

はじめに
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が、基本的な知識と技術を理解するための反復学習ツールとして、
ご活用いただければ幸いです。

2008 年 1 月

◦ポケット版刊行にあたって

2008 年に刊行した書籍『感染対策チェックテスト 100―病院
感染対策キホンのき』は、病院全体で感染対策に取り組むために
看護職に最低限知っておいてほしい感染対策の基本を、○×式の
テストで楽しみながら学ぶことができる構成で、多くの方に利用
していただきました。刊行から約 6 年が経過し、この間に高齢
者施設や福祉施設などでのノロウイルスやインフルエンザの集団
感染、医療従事者の結核感染、多剤耐性菌の院内感染など、感染
に関するニュースが頻繁に報じられ、社会の関心も高まっていま
す。本書はもともと病院勤務の看護職を対象としたものでしたが、
感染対策の基本は病院でも高齢者施設でも変わりはなく、実際に
病院以外の方にもご活用いただいているようです。
　診療報酬での感染対策加算などにより、感染管理認定看護師や
感染対策チームが活躍するようになってきましたが、まだ感染管
理の専門家が常駐していない施設も多くあります。そこで、より
多くの施設や関係者の方に本書をご活用いただきたいと考え、本
のサイズやデザインを新装し、内容をアップデートして、「ポケッ
ト版」として刊行することになりました。さらに、パソコンやス
マホで簡単にアクセスできるWeb 版チェックテストを新設しま
した。本は持ち運びしやすい新書サイズですので、Web 版チェッ
クテストとともに、勤務の休憩時間や通勤の電車の中などで、気
軽に読んで、遊んで、学んでいただければうれしく思います。

2014 年 1 月

公益社団法人 日本看護協会常任理事

洪　愛子
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感染って、なに？
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感染の成立過程
　感染は、以下に示す要因が連鎖となった場合に成立します（図
1）。すなわち、感染は微生物が生存し、特定の経路を経て、感
染リスクの高い人に侵入して、組織内で増殖することによって発
生するのです。
病原体（病因）

　微生物が病原体として十分な病原性を有すること。そして、病
原体が十分な量存在すること。
病原巣
　病原体が生存・増殖する場所、保有する宿主（例：患者、医療者、
環境）。
病原体の排出門戸

　病原巣から病原体が出て行くときに通る経路（例：肺結核の場
合は気道）。
感染経路

　病原巣から出た微生物が、感受性宿主に侵入するためのメカニ
ズム（経路）。接触感染、空気感染、飛沫感染などがある。
病原体の侵入門戸

　微生物が感受性宿主に侵入するときに通る入り口となる経路
（例：肺結核の場合は気道）。
感受性宿主

　病原体に感受性のある宿主。感受性は、宿主の基礎疾患や免疫
機能低下の重症度、侵襲的な処置などによる防御機能の破綻され

感染は、微生物に
接触するだけで発生する

0 0 1

正しい　　誤りである

Q
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た状態に影響を受ける。

感染は、さまざまな要因が連鎖したときに成立する
誤りであるA

感受性宿主

病原体（病因）
（十分なビルレンス＊と量）

病原巣

病原体の排出門戸

感染経路

病原体の侵入門戸

＊ビルレンス：感染を起こす能力の程度

1：感染の連鎖：感染の成立過程要素図
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　従来、「院内感染（hospital-acquired infection, nosocomial 

infection）」とは、病院や医療機関内で、新たに細菌やウイルス
などの病原体に感染することを示す用語として、病院外での感染
を指す「市中感染」という用語と対照的に使われてきました。特
に、薬剤耐性菌による感染や、易

い

感
かん

染
せん

患者が日
ひ

和
より

見
み

感染による感
染症を発生する場合、そして侵襲的な器具を使用する処置を受け
た患者に発生する場合などに、大きな問題になることが多くなっ
ています。
　しかし近年、医療を受ける場や機会は、入院中や医療施設の中
だけではなく、外来治療や長期療養施設、あるいは在宅において、
などと拡大してきているため、従来のように「入院患者に限定し
て発生する感染」だけに問題が限定されるわけではなくなってい
ます。このような状況に鑑み、最近は医療に関連した感染という
意味で、「医療関連感染」という用語が一般的に用いられるよう
になってきました。この場合の対象者は、医療を受ける患者だけ
ではなく、家族を含めた患者の周囲の人や、医療者も含まれます。

医療関連感染とは、
病院に入院している患者に発生する
院内感染のみを示す用語である

0 0 2

正しい　　誤りである

Q

医療関連感染とは、入院中の患者に限定するもの
でなく、在宅なども含めた医療を受ける場すべてで
発生する“医療に関連した感染”という意味で
用いられる

誤りであるA
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　2007（平成 19）年 4月施行の改正医療法により、医療機関の
管理者には、院内感染対策として、以下の 4項目を実施するこ
とが求められるようになりました 1, 2）。
① 院内感染対策のための指針を策定する。
② 入院、入所の施設を有する医療機関では、院内感染対策委員会
を開催する（院内感染対策委員会は病院長など各部門責任者か
ら構成）。
③ 職員に対する院内感染対策のための研修を実施する。
④ 医療機関内における院内感染の発生動向監視（サーベイラン
ス）と改善のための方策を実施する。
　また、2006（平成 18）年の診療報酬改定において、院内感染
防止対策については、「対策の整備がされない場合は入院基本料
の算定が認められない」というように改定されました 3）。
　さらに 2012（平成 24）年には、医療安全対策加算とは別の評
価体系として感染防止対策加算が新設されました。感染防止対策
加算は 1（400点［入院初日］）と 2（100点［同］）に分けられ、
それぞれ表 1に示す施設基準となっています 4）。また、感染防
止対策加算 1を算定する医療機関同士が年 1回以上、互いの医
療機関に赴いて相互に感染防止に関する評価を行った場合に算定
できる感染防止対策地域連携加算（100点［同］）も新設されまし
た 4）。

医療機関の管理者は、
医療関連感染の予防のために、
感染管理体制の整備に
努めなければならない

0 0 3

正しい　　誤りである

Q
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医療機関の管理者には、
医療関連感染の予防のために、
感染管理体制の整備に努めることが求められる

正しいA

感染防
止対策
加算1

① 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止対策部
門を設置していること
② 以下からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係
る日常業務を行うこと
ア　感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師
イ　 5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に

係る適切な研修を修了した専任の看護師
ウ　 3年以上の病院勤務経験をもつ感染防止対策に関わる

専任の薬剤師
エ　3年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師
　　（ア又はイのうち1名は専従であること）

③ 年4回以上、感染防止対策加算1を算定する医療機関は、
感染防止対策加算2を算定する医療機関と共同カンファ
レンスを開催すること

感染防
止対策
加算2
（1と異な
る部分）

① 一般病床の病床数が300床未満の医療機関であることを
標準とする
② 感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を
行うこと。感染防止対策チームの構成員については、感染
防止対策加算1の要件から、イに定める看護師の研修要件
を不要とする。また、ア又はイのいずれも専任でも可能と
する
③ 年4回以上、感染防止対策加算1を算定する医療機関の主
催する共同カンファレンスに参加すること
（厚生労働省：平成 24年度診療報酬改定について．http://www.mhlw. go.jp/

bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi3-1-3.pdf）

1：感染防止対策加算の主な施設基準表
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感染症の届出は、「感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律（感染症法）5）」に則って行う
　感染症を取り巻く状況の変化により、感染症対策は 1999年度
以降、法整備のうえからも「事後対応型」から「事前対応型」へ転
換が進められてきました。1999年 4月の改正で、感染症の発生
動向を把握する体制が整えられ、医師は法に示す感染症患者を診
断したときは、保健所に届け出なければならなくなりました 5）。
　2011年 12月に改正された感染症法による届出対象の感染症
は以下のとおりです。
すべての医師が届出を行う感染症
① 一類感染症：エボラ出血熱など（疑似症患者、無症状病原体保
有者を含む）

　➜直ちに届ける。
② 二類感染症：結核や重症急性呼吸器症候群など（無症状病原体
保有者を含む）
　➜直ちに届ける。
③ 三類感染症：腸管出血性大腸菌感染症など（無症状病原体保有
者を含む）
　➜直ちに届ける。
④ 四類感染症：Ａ型肝炎など（無症状病原体保有者を含む）
　➜直ちに届ける。

医療機関は、すべての
感染症患者の診断時に、
管轄の保健所に
届け出なければならない

0 0 4

正しい　　誤りである

Q
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⑤ 五類感染症の一部：後天性免疫不全症候群（AIDS）、メチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌感染症など（後天性免疫不全症候群、梅
毒は無症状病原体保有者を含む）
　➜7日以内（麻しん・風しんはできるだけ早く）に届ける。
⑥ 新感染症：人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知
られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異
なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、
かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響
を与えるおそれがあると認められるもの
指定した医療機関が届出を行う感染症

① 小児科定点医療機関：RSウイルス感染症など
　➜週単位（月～日）で届ける。
② インフルエンザ定点医療機関、基幹定点医療機関：インフルエ
ンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く）
　➜週単位（月～日）で届ける。
③ 眼科定点医療機関：急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
　➜週単位（月～日）で届ける。
④ 性感染症定点医療機関：性器クラミジア感染症など
　➜月単位で届ける。
⑤ 基幹定点医療機関：
　感染性胃腸炎（病原体がロタウイルスのもの）など
　　➜週単位（月～日）で届ける。
　ペニシリン耐性肺炎球菌感染症など
　　➜月単位で届ける。
⑥ 疑似症定点医療機関：発熱および発しんまたは水疱
　➜直ちに届ける。

医師・医療機関は、感染症法の対象疾患患者の
診断をしたら、保健所に届け出なければならない

誤りであるA
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感染症を疑わせる症状がみられても、すぐに治療を開始せ
ず、診断の基本プロセスを経てから治療を始める
　発熱など感染症を疑わせる所見がみられた場合でも、発熱や検
査所見のみですぐに抗菌薬投与の開始を決定してはいけません。
病原体の侵入に伴う全身性反応や局所的反応、いくつかの検査所
見、そして患者の全身状態などから総合的に診断し、感染臓器の
特定および病原体の特定を行ってから、治療を開始します。ただ
し、必ずしも確定診断でなく、強く疑った時点から治療開始とな
る場合も多いようです。
　検査では、血液検査で白血球数の増加をみることに加えて、培
養検査や抗原検査、遺伝子検査、病理検査、あるいは血清学的検
査などを行うと、原因となる病原体の特定に有用です。

発熱など感染症を疑わせる
所見がみられても、
いくつかの診断の
基本プロセスを経てから、
治療開始を決定する

0 0 5

正しい　　誤りである

Q

いくつかの診断の基本プロセスを経て、
感染臓器の特定と病原体の特定を行ってから、
治療開始を決定する

正しいA
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引用文献

1 ） 医療法 第六条の十．
2 ） 医療法施行規則 第一条の十一 第二項第一号．
3 ） 基本診療料の施設基準等，厚生労働省告示第 93号，平成 18年 3月 6日．
4 ） 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について，保医発 0305第 1号，平

成 24年 3月 5日．
5 ） 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律．

参考文献

1 ） 洪 愛子編：ベストプラクティス NEW感染管理ナーシング，p.53‒64，学習研究社，2006．
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標準予防策
（スタンダード・プリコーション）



12

標準予防策とは
　従来のスクリーニング（検査での選別）を前提とする感染症対
策は、未知の感染症に対して無防備であり、潜伏期間などのため、
検査をしてもキャリアかどうかわからない場合もあります。検査
結果だけで感染症の有無を判断することには限界があり、問題が
あります。
　標準予防策（スタンダード・プリコーション）は、感染源の有無に
かかわらず、血液、体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘
膜を介する微生物の伝播リスクを減らすために、すべての患者に
対して手指衛生を行ったり、医療用個人防護用具（PPE:Personal 

Protective Equipment）を適切に使用するなどの具体的な予防策
を標準的に行うものです。これが提唱された背景には、1980年
代のＢ型肝炎の蔓延や、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の発見など
により、医療者の血液由来病原体に対する感染の危険性を最小限
に留めるための対策を厳守することが必要になったことがありま
した。
　さらに臨床側から、湿性生体物質への接触と空気媒介感染症に
対する隔離予防策を規定する生体物質隔離（BSI：Body Sub-

stance Isolation）が提唱されました。
　1996年に、ユニバーサル・プリコーションと BSIを統合し、
さらに洗練された感染対策として、標準予防策と感染経路別予防

標準予防策は、
感染源の有無にかかわらず、
すべての患者に対して標準的に行う
感染予防策である

0 0 6

正しい　　誤りである

Q
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対策を基本とした「CDCガイドライン：病院における隔離予防
策」1）が米国で発表され、日本国内でも急速に浸透しつつありま
す。
　標準予防策は、適切な手指衛生や、個人防護用具の使用と鋭利
器具の適切な取り扱いなどの具体策を、すべての患者に対して標
準的に講じる、疾患非特異的な感染対策です。血液やその他の体
液への接触を最低限にすることを目的に、すべての患者の汗を除
く①血液、②体液、③粘膜、④損傷した皮膚、を感染の可能性が
ある対象として対応することで、患者および医療者双方における
院内感染の危険性を減少させるための予防策です 2）。

引用文献

1 ） Garner, J.S. et al. : Recommendations for isolation precautions in hospitals, Am J Infect 
Control, 24（ I ） : 24–52, 1996.

2 ） 洪 愛子編：ベストプラクティス NEW感染管理ナーシング，p.120–123，学習研究社，2006.

標準予防策は、すべての患者に対して標準的に 
行う疾患非特異的な感染予防策である

正しいA
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〔 手指衛生 〕

汚染された医療者の手は、医療関連感染の原因となる　
可能性がある
　医療者の手を介して一人の患者から別の患者へと微生物が伝播
するには、図 1のようなサイクルがあるといわれます 1）。この
ように、医療者の汚染された手は、医療関連感染の原因となる可
能性があります。このサイクルを遮断するためには、適切なタイ
ミングで、かつ適切な方法で、手指衛生を実施することが重要で
す。

手指衛生の適切なタイミング
　医療関連感染を減少させるためには、適切なタイミングで手指
衛生を実施することが重要です。WHOの手指衛生に関するガイ
ドラインでは、手指衛生の適切なタイミングを具体的に五つ示し
ています（表 1）2）。患者に触れる前の手指衛生は、手指を介し
て伝播する病原微生物から患者を守るため、清潔 /無菌操作の前
は患者の体内に微生物が侵入することを防ぐため、そして体液に
曝露した可能性の後・患者に触れた後・患者周辺の物品に触れた
後に、患者の病原微生物から自分自身と医療環境を守るために必
要です。

手指衛生の方法には3種類ある
　手指衛生は適切なタイミングで実施するだけでなく、適切な方   

手指衛生を適切なタイミングで、
かつ適切な方法で実施すると、
医療関連感染を減少できる

0 0 7

正しい　　誤りである

Q
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1：医療者の手を介して患者間へ微生物が伝播するサイクル図

① 医療者の手が患者や患者の身近
にあるものに触れ、患者の皮膚
上の微生物や、患者の身辺に存
在するものに落ちた微生物が、
医療者の手に伝播する

③ 医療者の行う手指衛生が不十分
であるか、手指衛生の方法が不
適切である、もしくは、まった
く欠落している

② 医療者の手に付着した微生
物が、医療者の手の上で少
なくとも数分間生存する

④ 医療者の手が、別の患者と直
接接触することにより、医療
者の手に付着している微生物
が別の患者に伝播する

（Pittet, D. et al. : Evidence-based model for hand transmission during patient care and 
the role of improved practices, Lancet Infect Dis, 6（10） : 641–652, 2006）

法で実施することが必要です。
　手指衛生の方法には、①非抗菌性石鹸（以下、石鹸）と流水に
よる方法、②手指洗浄消毒薬（ポビドンヨード製剤など）と流水

（World Health Organization : WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009）

1：手指衛生の適切なタイミング表

①患者に触れる前
②清潔/無菌操作の前
③体液に曝露した可能性の後

④患者に触れた後
⑤患者周辺の物品に触れた後
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手指衛生を必要な場面で、かつ適切な方法で 
実施すれば、医療関連感染は減少できる

正しいA

2：手指衛生の種類および適応表

手洗い
（日常的手洗い）

手指消毒
（衛生学的手洗い）

方法 非抗菌性石鹸と流水 手指洗浄消毒薬
と流水

速乾性手指
アルコール製剤

目的 一過性細菌の除去 一過性細菌の除去、あるいは表層常
在細菌叢の除去、殺菌

による方法、③速乾性手指アルコール製剤を使用する方法、の 3

種類があります（表 2）。
　石鹸と流水を使用した手洗いは「日常的手洗い」ともいわれ、
患者との接触の際などに、皮膚に一時的に付着した細菌（一過性
細菌）を除去します。手指洗浄消毒薬と流水を使用する、あるい
は速乾性手指アルコール製剤を使用する手指消毒は「衛生学的手
洗い」ともいわれ、一過性細菌のほかに、皮膚固有の表層常在細
菌叢を除去または殺減します 3）。
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〔 手指衛生 〕

手が血液などのタンパク成分で目にみえて汚染されている
場合は、石鹸と流水による物理的な汚染の除去が必要で
ある
　アルコールは、血液などのタンパク質が多量に存在すると、そ
のタンパク質の表面を凝固させるため、アルコール成分がタンパ
ク質の内部まで浸透しないことがあります。タンパク質の内部ま
でアルコール成分が浸透できないと、アルコールの消毒効果は期
待できません。そのため、手が血液などで目にみえて汚染されて
いる場合には、石鹸と流水による物理的な汚染の除去が必要です 3）。

手に血液などによる目にみえる汚染がない場合は、速乾性
手指アルコール製剤を使用する
　手指衛生は、医療関連感染を減少させるために、最も重要な方
法です 4‒6）。従来は、石鹸と流水による手洗いが推奨されていま
したが、2002年に発表された「医療現場における手指衛生のた
めのガイドライン」では、手に血液などによる目にみえる汚染が
ない場合は、速乾性手指アルコール製剤を使用することを推奨し
ています 3）。
　速乾性手指アルコール製剤が推奨されている理由は、石鹸と流
水による手洗いに比べて、速乾性手指アルコール製剤を使用した
手指消毒のほうが時間が短縮できること、手に付着している細菌
を減少させる効果が高いこと、などがあげられています 3）。

血液が手に多量に付着してしまったら、
速乾性手指アルコール製剤で 
手指消毒をする

0 0 8

正しい　　誤りである

Q
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Pittetらは、手指衛生教育および携帯用の速乾性手指アルコール
製剤の配布などを実施したところ、手指衛生の遵守率が改善する
とともに、速乾性手指アルコール製剤の使用量が増加し、MRSA

（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）の交差感染率も減少した、と
報告しています 4）。

血液が手に多量に付着してしまったら、石鹸と 
流水、または手指洗浄消毒薬と流水による物理的
な汚染の除去が必要である 

誤りであるA
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〔 手指衛生 〕

侵襲的な処置を実施する前に手指消毒を実施しないと、 
医療関連感染の原因となることがある
　末梢静脈カテーテルや尿道留置カテーテル、中心静脈カテーテ
ル挿入部のドレッシング交換など、侵襲的な処置を実施する際は、
手袋着用前に手指消毒を実施することが重要です 3）。
　Hirschmannらは、末梢静脈カテーテル挿入時の手指衛生の状
況と、末梢静脈カテーテル留置による合併症（挿入部の発赤、腫
脹、痛み、排膿の有無と原因不明の発熱）との関係を調査しまし
た 7）。その結果、感染徴候などの副作用の発生率は、末梢静脈カ
テーテル挿入前に手指衛生を実施せず、手袋も装着しなかった場
合が 30.3％、石鹸と流水で手洗い（日常的手洗い）した場合が
32.7％、手袋を装着した場合が 18.0％、手指消毒（衛生学的手洗
いまたは速乾性アルコール製剤を使用）を実施した場合が 21.0％
であった、と報告しています（表 3）。この結果から、末梢静脈
カテーテル挿入前の手指衛生の方法により、末梢静脈カテーテル
による感染徴候の出現頻度が違うことがわかります。
　この研究では、手袋を装着して末梢静脈カテーテルを挿入した
場合と、手指消毒を実施した場合では、合併症の出現頻度はほと
んど変わらないため、手袋を装着すれば手指消毒は不要なように
感じてしまいます。けれども、手袋は着用中に破損するおそれが
ある 8）ことを考慮すると、手袋を装着する場合でも、手袋装着前
に手指消毒を実施することが重要です。

末梢静脈カテーテル挿入など
侵襲的な処置を実施する前は、
手指消毒を実施する

0 0 9

正しい　　誤りである

Q
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侵襲的な処置を実施する前は、感染予防のため、
手指消毒を実施する

正しいA

＊p＜ 0.01
（Hirschmann, H. et al. : The influence of hand hygiene prior to insertion of

 peripheral venous catheters on the frequency of complications, 
J Hosp Infect, 49（3）: 199‒203, 2001）

3： 末梢静脈カテーテル挿入時の手指衛生の状況と合併症発生率 
（n＝1,132）

表

手指衛生の状況 対象数
（人）

合併症発生率
（％）

手指衛生および手袋装着なし 310 30.3

石鹸と流水での手洗い 101 32.7

手袋装着 183 18.0＊

手指消毒 538 21.0＊
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〔 手指衛生 〕

血圧測定や脈拍測定などの動作でも、医療者の手は汚染
される
　手が汚染されないと思われる血圧測定や脈拍測定など、患者に
触れるだけの行為でも、医療者の手は汚染される可能性がありま
す。
　Casewellらは、血圧測定、脈拍測定、患者の身体を持ち上げ
るなどの行為を実施しただけで、医療者の手が細菌（クレブシエ
ラ菌）に汚染され、手に付着した細菌は手の上で 150分間生き残
ることができた、と報告しています 9）。また、Pittetらも、入院
中の患者の体幹や上肢などからも高頻度に細菌が検出され、医療
者が脈拍測定などの行為を実施しただけでも、医療者の手に細菌
が容易に伝播する、と報告しています 1）。

医療者の手は、処置の時間に比例して汚染される
　医療者の手は、処置の時間に比例して細菌で汚染されていきま
す 10）（図 2）。血圧測定や脈拍測定など、手が汚染されないと思
われる処置でも、手指に細菌が付着するため、手指衛生を実施し
ないでほかの処置を実施していると、手指の上で微生物が増加し
ていきます。
　以上のことから、血圧測定や脈拍測定などの処置の後にも、手
指衛生を実施することが重要です。

血圧測定や脈拍測定などの処置後は、
手は汚染されないので、手指衛生は
不要である

0 1 0

正しい　　誤りである

Q
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血圧測定や脈拍測定などの処置後も、手指衛生は
必要である

誤りであるA

（Pittet, D. et al. : Bacterial contamination of the hands of hospital sta�
during routine patient care, Arch Intern Med, 159（8） : 823, 1999）

2：処置の時間と手指汚染の関係図

手袋なし
手袋着用

0 4 8

処置の時間（分）

細
菌
数

12 16

100

200

300
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〔 手指衛生 〕

手指衛生は正しい手順で実施しないと洗い残し部位が出る
　手指衛生を実施する場合、正しい手順で実施しないと、洗い残
しの部位が出てしまいます。Taylorは、手指衛生時に洗い残し
しやすい部位を調べたところ、親指、指先、指の間などが洗い残
ししやすい部位であった、と報告しています 11）（図 3）。また
Olsenらは、手袋の破損が発生しやすい部位として、親指と指先、
指の間をあげています 8）（図 4）。
　以上のように、親指、指先、指の間は、手袋が破損しやすい部
位であること、無意識に手指衛生を実施していると洗い残ししや
すい部位であることなどから、洗い残しがないように、意識的に
正しい手順で手指衛生を実施することが必要です。無意識に手指

手指衛生時に洗い残ししやすい部位は、
親指、指先、指の間である

0 1 1

正しい　　誤りである

Q

■：最も洗い残ししやすい部分
■■：やや洗い残ししやすい部分

■：1～ 2か所　　：3～ 5か所
■：6～ 8か所　■：8か所以上

3： 手洗いで洗い残ししやすい
部位

図 4： 手袋装着中に、手袋の破損
が確認された部位

図

（Taylor, L.J. : An evaluation of 
handwashing techniques-1, 

Nurse Times, 74（2） : 54, 1978）

（Olsen, R.J. et al. : Examination gloves as 
barriers to hand contamination in clinical 

practice, JAMA, 270（3） : 352, 1993）
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衛生を実施していると洗い残しが起こりやすい部位も、正しい手
順で手指衛生を実施すれば洗い残しを防ぐことができます。その
ため、手指衛生教育の重要性が報告されています 12, 13）。

手指衛生の正しい手順
　石鹸と流水を使用した手洗いの方法を図 5に、速乾性手指ア
ルコール製剤を使用した手指衛生の方法を図 6に示します。

5：石鹸と流水を使用した手洗いの方法図

① 流水で濡らした手に
石鹸液をとり、手の
ひらで泡立てる

④ 指を組んで、両手の
指の間をこする

⑦ 両手首まで、ていね
いにこする

② 手のひらと手のひら
をこすり、よく泡立
てる

⑤ 親指をもう片方の手
で包み、こする（両
手）

⑧ 流水でよくすすぐ

③ 手の甲をもう片方の
手のひらでこする
（両手）

⑥ 指先と爪をもう片方
の手のひらでこする
（両手）

⑨ ペーパータオルで水
気をよく拭き取り、
完全に乾燥させる
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6：速乾性手指アルコール製剤を使用した手指衛生の方法（ラビング法）図

親指、指先、指の間は、手指衛生時に洗い残し
しやすい

正しいA

④ 手の甲にもこすり込
む（両手）

⑦ 手首にもよくこすり
込む（両手）

⑤ 指の間にもこすり込
む（両手）

⑥ 親指にもこすり込む
（両手）

① 速乾性手指アルコー
ル製剤を、手のひら
に 500円玉くらい
の大きさに出す

② 手の指先（爪）に速
乾性手指アルコール
製剤をこすり込む
（両手）

③ 手のひらによくこす
り込む（両手）
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〔 手指衛生 〕

爪の下には、細菌が繁殖しやすい
　指先や爪の間は、手洗いの際に洗い残ししやすい部位として知
られています 11）。特に爪が長く伸びていると、爪の下まできれ
いに洗浄することは困難です。そのため、爪の下からは微生物が
多く検出され、特にコアグラーゼ陰性ブドウ球菌やグラム陰性菌
（シュードモナス菌を含む）、コリネバクテリウム菌属、酵母様真
菌が頻繁に潜んでいることが報告されています 14）。

看護師の長い爪や付け爪は医療関連感染の原因となる
　Moolenaarらは、NICU（新生児特定集中治療室）で発生した緑
膿菌による感染の多発事例の調査を行いました 15）。その結果、
NICUに入院していた新生児 439人中 46人から緑膿菌による血
流感染と気管内チューブへの緑膿菌の定着が確認され、NICUに

勤務する看護師 3人の手からも緑膿菌が検出されました。検査
が実施できた新生児 20人のうち、15人の新生児からは看護師
Ａの手から検出されたのと同じ緑膿菌が、新生児 3人からは看
護師Ｂの手から検出されたのと同じ緑膿菌が検出されました。手
から緑膿菌が検出された看護師Ａの爪は長く、看護師Ｂは付け爪
をしていました。Moorlenaarらは、この結果から、看護師の長
い爪および付け爪は、新生児の緑膿菌感染の原因となることが示
唆された、と結論づけています 15）。
　Moolenaarらの報告 15）以外にも、付け爪が医療関連感染の原
因であったという報告がいくつかされています 16‒18）。医療者が

長い爪の下には細菌が繁殖しやすい
ので、爪は短く切る

0 1 2

正しい　　誤りである

Q
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仕事中に付け爪をしていることは日本ではあまりないと思います
が、仕事中は付け爪をしない、爪は短く切っておく、といった基
本的な事項を遵守することが重要です。

細菌が繁殖しないように、爪は短く切る 

正しいA
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〔 手指衛生 〕

速乾性手指アルコール製剤は、1回の使用量が少なすぎる
と殺菌力が劣る
　速乾性手指アルコール製剤による手指消毒は、石鹸と流水によ
る手洗いや手指洗浄消毒薬と流水による手指消毒よりも、手の上
の細菌数を多く減らすことができると報告されています 19‒21）。
けれども、速乾性手指アルコール製剤の効果は、速乾性手指アル
コール製剤との接触時間（使用する量）や、手に血液などの目に
みえる汚れがついていたかなど、いくつかの要因の影響を受けま
す 3）。
　速乾性手指アルコール製剤の使用量については、少なすぎると
手指と速乾性手指アルコール製剤の接触時間が必然的に少なくな
るため、殺菌力が劣るといわれています。いくつかの研究では、
少量（0.2～ 0.5mL）の速乾性手指アルコール製剤を使用して手
指消毒を実施した場合と、石鹸と流水による手洗いを実施した場
合を比較したところ、手指の細菌数を減少させる効果はほとんど
変わらなかった、と報告しています 22, 23）。また Larsonらは、速
乾性手指アルコール製剤を 1mL使用して手指消毒を実施した群
と、3mL使用して手指消毒を実施した群とを比較した結果、速
乾性手指アルコール製剤を 3mL使用して手指消毒を実施した群
のほうが、手指の細菌数を減少させる効果が高かった、と報告し
ています 24）。

速乾性手指アルコール製剤の
1回使用量は、手指消毒の効力には
影響しない

0 1 3

正しい　　誤りである

Q
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速乾性手指アルコール製剤の 1回使用量が
少なすぎると、殺菌力が劣る

誤りであるA

速乾性手指アルコール製剤の適切な使用量
　速乾性手指アルコール製剤の理想的な使用量はまだ明らかに
なっていませんが、「医療現場における手指衛生のためのガイド
ライン」には、“速乾性手指アルコール製剤を使用して手指衛生
を実施し、10～ 15秒間手をこすりあわせた後に手が乾いた感
じであれば、塗布量が不十分であったといえるであろう”と記載
されています 3）。そのため、速乾性手指アルコール製剤を使用し
た場合は、手をこすりあわせて乾燥するまでに 20～ 30秒程度
かかるくらいの量が必要です。実際に必要な速乾性手指アルコー
ル製剤の量は、メーカーの指定する量を参考にするとよいでしょ
う。
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〔 手指衛生 〕

クロストリジウム・ディフィシルのように芽胞を形成する菌に
は、アルコールは効果がない
　クロストリジウム・ディフィシルは、発育に不適当な乾燥や栄
養分不足などの環境になると、芽胞と呼ばれる厚い皮膜を産生す
る細菌で、偽膜性大腸炎の原因となる細菌です。アルコールは、
細菌の芽胞にはほとんど効果がありません 25）。そのため、クロ
ストリジウム・ディフィシルが検出されている患者との接触の後
には、石鹸と流水、または手指洗浄消毒薬と流水を使用して、汚
染された手から物理的に芽胞を取り除くことが必要です。
　また、クロストリジウム・ディフィシルにより下痢の症状がみ
られる患者のケアを行う際には、手袋を着用すること、手袋をは
ずした後には、石鹸と流水、または手指洗浄消毒薬と流水による
手指衛生を徹底することにより、クロストリジウム・ディフィシ
ルの伝播を防ぐことができます 26）。

アルコールは、ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス
などエンベローブのないウイルスにも効果がない
　クロストリジウム・ディフィシルのような芽胞を形成する細菌
だけでなく、ノロウイルスやロタウイルス、アデノウイルスなど
エンベローブというウイルスを覆う膜のような物質がないウイル
スにも、アルコールは効果がありません 3）。そのため、患者から

クロストリジウム・ディフィシルの流行
時には、クロストリジウム・ディフィシル
陽性患者のケア後は、石鹸と流水で
手洗いを行う

0 1 4

正しい　　誤りである

Q
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クロストリジウム・ディフィシルにはアルコールの 
効果がないため、患者のケア後は、速乾性手指 
アルコール製剤ではなく、石鹸と流水で手洗いを 
行う

ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが検出されて
いるか、これらのウイルスに感染している疑いがある患者に接触
した後には、石鹸と流水、または手指洗浄消毒薬と流水で手指衛
生を行うことが重要です。
　また、アルコールの消毒効果が及びにくいクロストリジウム・
ディフィシルやノロウイルス、ロタウイルスなどの微生物の多く
は、下痢を主症状とすることが多いので、原因不明の下痢がある
患者のケアを実施した後には、速乾性手指アルコール製剤ではな
く、石鹸と流水または手指洗浄消毒薬と流水による手指衛生を実
施するようにしましょう。

正しいA
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〔 手指衛生 〕

速乾性手指アルコール製剤には保湿剤が含まれている
　「速乾性手指アルコール製剤を使用すると手荒れするので、速
乾性手指アルコール製剤はあまり使用したくない」という声を聞
くことがあります。しかし実際には、速乾性手指アルコール製剤
には、アルコール成分のほかに保湿剤が含まれているため、手荒
れしにくいという報告があります。
　Boysは、石鹸と流水で手洗いを実施した群と、速乾性手指ア
ルコール製剤で手指消毒を実施した群との手荒れに関する比較を
行っています 27）。その結果、石鹸と流水で手洗いを実施した群は、
実験前に比べて皮膚が乾燥し、皮膚の炎症症状が出現したと自己
申告し、実際に皮膚の水分量も減少していました。一方、速乾性
手指アルコール製剤で手指消毒を実施した群は、皮膚の乾燥と皮
膚の炎症症状はほとんど変わりないか、少し改善したと自己申告
し、実際に皮膚の水分量もやや増加していました。
　この結果からも、速乾性手指アルコール製剤には保湿剤が含ま
れているため、石鹸と流水による手洗いに比べて手荒れしにくい
ということがわかると思います。ただし、速乾性手指アルコール
製剤を使用後、すぐに石鹸と流水で手洗いすることを繰り返して
いると、皮膚炎を起こしやすい、といわれています 3）。

速乾性手指アルコール製剤による
手指消毒よりも、石鹸と流水による
手洗いのほうが手荒れしない

0 1 5

正しい　　誤りである

Q
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速乾性手指アルコール製剤には保湿剤が含まれて
いるので、手荒れしにくい

速乾性手指アルコール製剤を繰り返し使用し、 
手がべたついたときは、石鹸と流水による手洗いを 
追加するとよい
　速乾性手指アルコール製剤での手指消毒は、石鹸と流水による
手洗いよりも、手指に付着している細菌を減少させる効果がある
ため 19‒21）、速乾性手指アルコール製剤での手指消毒実施後、シ
ンクがある場所に行ったからといって、石鹸と流水での手洗いを
追加する必要はありません。しかし、速乾性手指アルコール製剤
を繰り返して何度か使用すると、手がべたつくことがあります。
その場合には、石鹸と流水による手洗いを追加するとよいでしょ
う。

誤りであるA
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〔 手指衛生 〕

水道の蛇口は、多くの微生物で汚染されている
　不特定多数の人が頻回に触れるドアノブ、電灯のスイッチ、洗
面所とその周囲の表面などは、高頻度接触部位といわれ、多くの
微生物で汚染されています 28）。
　特に水道の蛇口は、手洗いを実施する前の汚染された手が直接
触れることや、不特定多数の人が触れる場所であることなどから、
多くの微生物で汚染されやすい場所であるといえるでしょう。水
道の蛇口の汚染の程度を調査した結果、ブドウ球菌が多く検出さ
れたという報告 29）や、水まわりに繁殖しやすい緑膿菌が多く検
出されたという報告 30）があります。
　このように、不特定多数の人が手洗い前の汚染された手で触れ
る水道の蛇口には、多くの微生物が付着しています。せっかく石
鹸と流水で手洗いを実施し、手をきれいにしても、手洗いをした
後に微生物で汚染されている蛇口に触れてしまうと、手が再度汚
染されてしまいます。蛇口のある水道で手洗いを実施する場合は、
石鹸と流水で手洗いをした後にペーパータオルで手を拭き、手を
拭いた後のぺーパータオルを使用して蛇口を閉め、最後にペー
パータオルを捨てるようにするとよいでしょう。

石鹸と流水での手洗い後は、
水道の蛇口は手で閉めない

0 1 6

正しい　　誤りである

Q

石鹸と流水で手洗い後は、水道の蛇口は素手で 
閉めず、ぺーパータオルなどを使用して閉めるよう 
にする

正しいA
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〔 手指衛生 〕

液体石鹸を継ぎ足しして使用すると、液体石鹸内に細菌が
繁殖する可能性がある
　Grohskopfらは、ある透析センターにおける血流感染の多発事
例を調査した結果、血流感染の原因となったセラチア菌とまった
く同じセラチア菌が液体石鹸から検出された、と報告していま 

す 31）。セラチア菌が検出された液体石鹸は、容器内の液体石鹸
が空になったときに、容器の中を洗わずに液体石鹸を継ぎ足しし
て使用していましたが、液体石鹸の継ぎ足しを行うのを中止した
ところ、液体石鹸のセラチア菌による汚染はなくなりました。
　液体石鹸を継ぎ足しして使用することで、液体石鹸内にセラチ
ア菌や緑膿菌が繁殖する可能性が高くなります。そのため、液体
石鹸内にセラチア菌などの細菌が混入しないようにするために
は、液体石鹸は継ぎ足しせず、1回ごとの使い捨て容器を使用す
るか、同じ容器を繰り返し使用する場合は、液体石鹸を使いきっ
た後に容器を洗浄し、容器を完全に乾燥させた後に、新たに液体
石鹸を注ぎ入れるなどの衛生管理が必要です。

液体石鹸の容器は、水の跳ね返りが少ない場所に設置し
ないと、液体石鹸内に細菌が繁殖する可能性がある
　液体石鹸は、継ぎ足しして使用する場合だけでなく、水の跳ね
返りがある場所に液体石鹸の容器を設置するなどの不衛生な管理
によっても、細菌が混入することが報告されています 32, 33）。そ

液体石鹸がなくなったら、空になった
容器に液体石鹸を継ぎ足しして 
使用してよい

0 1 7

正しい　　誤りである

Q
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液体石鹸は継ぎ足しせず、使い捨てにするか、
使いきったら容器を洗浄し、乾燥後に新たに
注ぎ入れるなどの衛生管理が必要である

のため、液体石鹸の継ぎ足しの有無にかかわらず、液体石鹸の容
器は、なるべく水の跳ね返りが少ない場所に設置するなどの配慮
が必要でしょう。

誤りであるA
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〔 手指衛生 〕

手荒れをすると、皮膚上の細菌叢が変化し、手に細菌が
定着しやすくなる
　通常、皮膚には、表層常在細菌叢と呼ばれるグラム陽性球菌（表
皮ブドウ球菌、ミクロコッカス）、グラム陽性桿

かん

菌
きん

（ジフテロイ
ド）、グラム陰性桿菌（クレブシエラ）などが存在しています。手
荒れを起こした損傷のある皮膚は、上皮組織が剥離し、皮膚上の
細菌叢も変化して、ブドウ球菌やグラム陰性桿菌の定着がより頻
繁に起こるようになります 34, 35）。そのため、手の清潔が保ちに
くくなります。
　皮膚の表面は、皮脂膜によって覆われ、守られています。皮脂
膜がないと、表皮から水分が奪われ、乾燥してしまいます。皮脂
膜の構成成分である皮脂は、頻繁に手洗いを実施しすぎると、過
度に除去されやすくなります。
　また、温水で繰り返し手洗いを実施すると、皮脂の除去が促進
されて、皮膚炎のリスクが高くなることが知られています 36）。
このほか、冬期の空気の乾燥（湿度の低下）や、ハンドローショ
ンを使用していないことなども、手荒れを起こしやすい原因とい
われています 6）。温水を繰り返し使用しない、ハンドローション
などを使用して保湿を図る、などの手荒れ防止対策を積極的に実
施し、皮脂が除去されないようにすることが重要です。

手荒れをすると、手に
細菌が定着しやすくなる

0 1 8

正しい　　誤りである

Q

皮膚が損傷されると細菌が定着しやすくなる
正しいA
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〔 手指衛生 〕

ビンタイプのハンドローションは、ローション内に細菌が 
混入し、医療関連感染の原因となることがある
　ハンドローションが細菌で汚染されると、細菌で汚染されたハ
ンドローションを使用したことが原因で、医療関連感染が発生す
ることがあります 16, 37）。ハンドローションの汚染は、ポンプタ
イプのものでは発生しにくいですが、容器の中に指を直接入れる
ビンタイプのものでは、細菌などで汚染されている指を容器の中
に入れることにより、指に付着していた細菌がローション内で繁
殖することがあります。
　Passaroらは、ある看護師が自宅で使用していたビンタイプの
ハンドローションがセラチア菌で汚染され、そのローションを使
用していた看護師が原因と考えられるセラチア菌の感染が多発し
た、と報告しています 16）。この看護師は付け爪をしていたため、
付け爪の中にセラチア菌に汚染されたローションが残り、この看
護師の手指を介してセラチア菌のアウトブレイクを起こしていま
した。このように、容器の中に指を直接入れなければならないビ
ンタイプのハンドローションは、ローション内に細菌が混入しや
すいため、使用するべきではありません。
　この事例の場合は、一人の看護師が自宅で使用していたハンド
ローションが医療関連感染の原因となりました。しかし、細菌汚
染しやすいビンタイプのハンドローションを病院のシンクなどに
置き、共用で使用すると、不特定多数の人が使用するため、細菌
混入の危険性が高くなるばかりか、感染が多発する原因となりか

手荒れ防止のため、ビンタイプの 
ハンドローションを使用するとよい

0 1 9

正しい　　誤りである

Q
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医療関連感染の原因となることがあるため、
ビンタイプのハンドローションは使用しない

ねません。

ポンプタイプのハンドローションは、医療関連感染の原因と
なることはない
　一方、ポンプタイプのハンドローションは、容器内のローショ
ンに直接指が触れることはないので、職場で共用して使用しても、
医療関連感染の原因となることはありません。ただし、液体石鹸
などを水の跳ね返る場所に設置していたら細菌が混入した、とい
う事例が報告されている 32, 33）ことからも、ポンプタイプのロー
ションであっても、水の跳ね返りがないような場所に設置するな
どの注意が必要でしょう。

誤りであるA
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〔 手指衛生 〕

手袋を使用していても、使用中に手袋が破損して手が汚染
されたり、手袋をはずすときに手が汚染される可能性がある
　手袋を装着することにより、手の汚染を防ぐことができます。
しかし手袋は、使用中に破損したことにより手が汚染されたり、
手袋をはずすときに手袋の表面に付着した細菌で手が汚染される
可能性があることなどから、手袋をはずした後には手指衛生を実
施する必要があります。
　Olsenらは、医療者 135人を対象に、処置後の手袋表面の細
菌汚染の有無を調べたところ、63.7％（86人）の手袋表面がグ
ラム陰性桿菌や腸球菌などで汚染されていた、と報告していま 

す 8）。また、細菌汚染された手袋を装着していた医療者のうち、
13％（11人）の医療者の手が、手袋を装着していたにもかかわ
らず細菌で汚染されていた、ということです 8）。
　手の細菌汚染の有無は、処置時に使用していた手袋の素材によ
り異なり、ラテックス手袋を装着していた場合は 2.27％（1/44

人）だったのに対し、ビニール手袋を装着していた場合は 43％
（10/42人）の人の手が、手袋を装着していたにもかかわらず細
菌で汚染されていました 8）。
　手袋の破損の有無についても、ラテックス手袋を装着していた
場合は 9％（6/70人）の人の手袋が破損していたのに対し、ビニー
ル手袋を装着していた場合では 43％（26/61人）の人の手袋が
破損していました。また、興味深いことに、破損した手袋を装着
していた医療者のうち、自分が装着していた手袋が破損していた

手袋をはずした後は、手指衛生は 
不要である

0 2 0

正しい　　誤りである
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手袋を使用していても手が汚染される可能性が 
あるので、手袋をはずした後は手指衛生を行う

ことに気づいていた人は、わずかに 22％（7/32人）であった、
と報告されています 8）。
　このように、手袋の素材により汚染の程度は異なりますが、処
置に使用した手袋は破損している可能性が高く、破損した手袋を
装着していた医療者のうちの 22％しか手袋の破損に気づいてい
なかったことなどからも、手袋をはずした後にも手指衛生が必要
であることがわかります。

手袋をはずすときは、汚染された手袋の外側には触れない
ように注意する
　使用した手袋の表面には、グラム陰性桿菌や腸球菌などが付着
しているため、手袋をはずすときに手袋の表面に触れると、手が
汚染されてしまいます。そのため、手袋をはずすときには、汚染
された手袋の外側には触れないようにはずすことも重要で 

す 38）（Q23 表 4①［p.53］参照）。

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

手袋は、医療者の手によって伝播される感染性物質への
曝露から、患者・医療者双方の感染リスクを防止するため
に着用する
　手袋は、医療者が血液や体液に接触する可能性がある場合に着
用することが勧奨されており、医療者の手の汚染を防ぐために、
次のような場合に手袋が用いられます。
① 血液や体液、粘膜、傷のある皮膚やその他の潜在的な感染性物
質に直接触れることが予想されるとき
② 接触感染により伝播する病原体を保菌または発症している患者
に直接接触するとき
③ 目にみえて汚染されているか、または汚染の可能性がある患者
のケア器具および環境に接触するとき
　手袋は、医療者の手によって伝播される感染性物質への曝露
（交差感染）から、患者および医療者双方の感染を防止するため
に着用します。
　医療者の手指の汚染を防止するための手袋の効果について、い
くつかの研究で確認されています。手袋を着用して患者に接触し
た医療者は、患者ケア 1分間あたり 3cfu/mLしか手を汚染させ
ませんでしたが、手袋を着用していなかった場合は、1分間あた
り 16cfu/mLと汚染が増加しました1）。また、病原体の伝播防止
については、手袋を着用するよう 6か月間介入を行ったところ、
クロストリジウム・ディフィシルによる下痢の発生が、手袋着用

同一患者であれば、
別の処置を行う場合に、
手袋を交換する必要はない

0 2 1

正しい　　誤りである

Q
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介入前は患者 1,000人あたり 7.7人であったのが、手袋を着用す
るように介入した後は患者 1,000人あたり 1.5人に減少したとい
う報告があります2）。ただし、手袋をしても手の汚染を完全に防
止できるわけではありません。
　手袋を脱着するときや、手袋のピンホール（肉眼で確認できな
い破損）を介して細菌の一部は手に付着するといわれており、手
袋をはずす操作によっても汚染の可能性があるため、手袋をはず
した後には、必ず手洗いが必要です。手袋をしていたからという
理由で、手指衛生を省略してはいけません。

着脱時の留意点
　手袋着脱時の注意点を以下に示します。
① 手袋を着用する前に手指衛生を実施する。
② 患者ごとに手袋は交換する。同一患者であっても、別の部位の
処置を行う場合は交換する。
③ 汚染した手袋で、自分の身体の一部や周囲の環境を触らない。
特に、無意識に行いやすい頭髪や眼鏡、顔に触れるといった行
動に注意する。

④ 使用後の手袋をはずすときは、汚染表面に触れないようにする。
⑤ 清潔なものや他の患者に触れるときは、必ず手袋をはずしてか
ら接する。
⑥ 手袋をはずした後にも、手指衛生を実施する。

手袋は患者ごと、処置ごとの交換が原則である
　手袋は患者ごと、処置ごとの交換が原則となります。同様に、
同一患者の連続したケアや処置を行う場合にも、身体部位の交差
汚染を防止するために手袋を交換する必要があります。「清潔」
から「不潔」に向けてケアを行うという基本原則を遵守し、汚染
した手袋で連続した処置を行わないようにしましょう。
　使用した手袋は、処置後直ちにはずし、感染性廃棄物容器に廃
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同一患者であっても、汚染した手袋で
連続した処置を行ってはいけない

誤りであるA

棄後、手指衛生を行います。次の患者の処置前には、新しい手袋
を着用します。また、病室から病室へ持ち運ぶパソコンのキーボー
ドや、ベッドサイドで使用される医療用機器に接触する場合も、
手袋の交換が必要です。
　手袋の防御機能を過信せず、汚染した手袋は速やかに廃棄し、
着用前後に確実な手指衛生を行うことは、手指を介した感染の伝
播を防止するためにとても重要な感染対策の一つです。
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〔 個人防護用具 〕

個人防護用具の使いやすさ・効果的な運用方法を考えよう
　手袋は、使用直前に箱から取り出し、一度取り出した手袋は箱
に戻さないようにします。手袋の箱は横向きにし、ほこりや水が
かからない場所で、すぐに着用できるところに設置するなど、手
袋を着用しやすい環境を整えましょう（図 1）。
　施設の状況に応じて、アクセスのよい場所に個人防護用具を設
置することで、防護用具着用の遵守率が上がり、感染防止対策が
推進されると思われます。また、ナースステーションまで戻るこ
となく、必要なときに、必要な場面で着用できることで、業務の
効率化にもつながります。

手袋の不適切な保管は劣化を促進し、保存期間を短くする
　手袋の保管方法については、①乾燥を保つ、②湿度上昇を避け、
湿度の高い場所で長期間保管しない、③日光や強い人工光を避け
る、④Ｘ線装置、オゾンを発生させる機器から離れた場所で保管
する、⑤高温を避ける、⑥在庫の回転をよくする、などの点を考
慮して、保管・管理することが大切です。劣化指標のサインとし
ては、①亀裂、②脆化、③硬化、④軟化、⑤べたつき、などがみ
られ、弾力性や強度、耐久性のなどの性能低下を認めます。
　手袋の選択の際は材質、防御能力、機能性などを考慮し（表 1）、
各サイズの手袋を 2種類以上配備することが必要です。日本工
業規格（JIS 規格）が実施している実験結果では、1,250枚に 21

手袋は必要時すぐに
使用できるよう、常に白衣の
ポケットに入れて持ち歩く

0 2 2

正しい　　誤りである

Q
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枚のピンホール（1.68％以下）までが合格基準とされています。
実際に、手袋のピンホールは、ビニール手袋で 4～ 63％、ラテッ
クス手袋で 3～ 52％に達するといわれています3）。手袋を着用
していても、手の汚染を完全に防御できるとは限りません。
　医療用手袋の品質に関して、JIS規格では手袋の寸法や水密性
（ピンホール試験）、性能値や検査水準、AQL（合格品質水準）＊1

を定めています（表 2）。

1：手袋を着脱しやすい環境の工夫図

処置用ワゴンを利用
した設置方法

病室の前に個人防護用具用ホルダーを設置

1：医療施設での処置用手袋の選択基準表

素材

　●　医療用具として認可されたもの
　●　 タンパク質レベルが低いもの
（50μg/g 以下）

　●　添加物の少ないもの

　●　パウダーが使用されていないもの
　●　ピンホールの発生頻度が低いもの
　●　品質を示す検査資料があるもの

性能

　●　防御能力があるもの
　●　耐久性があるもの
　●　操作性があるもの
　●　伸縮性があるもの

　●　柔軟性があるもの
　●　機能性があるもの
　●　フィット性があるもの
　●　デザイン性がよいもの

（大友陽子：第 2章　防護具の取り扱い．廣瀬千也子監：標準予防策と感染経路別予防策・
職業感染対策，感染管理 Question Box 2，第 2版，p.34，中山書店，2009）

＊1 AQL（合格品質水準）：Acceptable Quality Levelの略称で、受け入れられる不良率
の上限を数値で示している。世界の多くの規格では、ピンホール不良に対する
AQLは、手術用ゴム手袋の場合は 1.5、歯科用手袋や検査・検診用手袋の場合は 2.5
と規定されている。
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白衣のポケットは、汚染されている可能性が高い
　あなたのポケットには、ボールペン、ハサミ、サインペン、定
規、メモ帳、紙くずなど、ケア場面で使用した物品などが入って
いませんか？ 必要な場面ですぐに使用できるように手袋をポ
ケットに入れて持ち歩くことは、一見、便利そうにみえます。し
かし白衣のポケットの中にはケア場面で使用したさまざまな物品
が混在しており、中が汚染されている可能性が高いため、手袋を
ポケットに入れて持ち歩くことは、適切な方法とはいえません。
　手袋は、患者と医療者双方の感染リスクを減少させるための防
護用具です。破損や汚染の可能性のある手袋は、本来の防護用具
の目的を達成できないばかりか、逆に、汚染を拡大させてしまう
可能性があります。手袋を白衣のポケットに入れて持ち歩かない
ようにしましょう。

2：医療用手袋の品質の検査水準およびAQL（合格品質水準）表

項目
AQL

検査水準
手術用 歯科用 検査・検診用

寸法（幅、全長、厚さ） 4.0 4.0 4.0 S-2

水密性（ピンホール） 1.5 2.5 2.5 I

物性（老化前、老化後） 4.0 4.0 4.0 S-2
（日本グローブ工業会　http://www.nihon-glove.com/medicalTreatment.html）

白衣のポケットは汚染の可能性が高いため、
手袋をポケットに入れて持ち歩いてはいけない

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

正しい着脱の順番を理解することで、着用者の手指や 
周辺環境の汚染を防止する
　個人防護用具は、ケアが終了した時点で直ちにはずします。防
護用具の表面は汚染されているため、はずすときに自分自身が汚
染表面に接触しないための脱衣手順を理解し、実践することが大
切です。
　複数の防護用具を着用するときは、最初にガウンを着用し、次
にマスク、ゴーグルを着け、最後に手袋という順で着用します（表 

3）。脱衣の順番は、最初に手袋をはずし、次にゴーグル、ガウン、
最後にマスクの順番ではずします（表 4、5）。これは、防護用具
を最も着用しやすく、安全に取りはずせる順番です。

個人防護用具は、感染を防止する安全な方法で装着する
　個人防護用具の着脱順番の考え方は、「最も汚染されやすい手
袋を最後に着け、最初にはずす」ということです。防護用具は、
患者の血液や体液に接触または飛散を受ける場合や、創傷・粘膜
に触れる場合、あるいは伝播する病原体を含むものを取り扱う場
合などに使用するため、表面は汚染されています。よって、汚染
された防護用具をはずすときは、着用者自身が防護用具の汚染面
に触れたり、防護用具表面の汚染物が周囲に飛散したり、汚染し

患者への医療処置や看護ケアで
使用した個人防護用具をはずす
ときの脱衣の順番は、❶手袋➜

❷ゴーグル・フェイスシールド➜

❸ガウン➜❹マスクである

0 2 3

正しい　　誤りである

Q
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3：個人防護用具の着衣手順表

①ガウン

① 適切なタイプとサイズを
選択する

② 背中側を開き、両腕を入
れる

③ 首とウエストはしっかり
締める

④ ガウンが小さい場合は、
2枚のガウンを使う
　・1枚目は前で結ぶ
　・2枚目は後ろで結ぶ

②マスク
［ひもで結ぶタイプ］ ［耳にゴムをかけるタイプ］

① ノーズブリッジ（上部の金具）を鼻梁
に沿って曲げる
② ひもを頭と後頸部にしっかり固定する
③ フィットするよう調節する
④ プリーツを広げ、鼻・口・顎を十分に
覆う

① ノーズブリッジを鼻と頬の形にあわせ
て曲げる

② ひもを左右の耳にかけ、ノーズブリッ
ジを自分の鼻にあわせる

③ ノーズブリッジを押さえ、マスクを顎
の下まで引っ張り、プリーツを広げる
（伸ばす）

③ゴーグル・フェイスシールド

① ゴーグルは目を覆うように取り付け、
イヤピースかヘッドバンドで頭にしっ
かりと固定する

① フェイスシールドは顔を覆うように取
り付け、ヘッドバンドで額の上に固定
する

②快適にフィットするよう調節する
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（Centers for Disease Control and Prevention : Guidance for the selection and use of 
personal protective equipment（PPE）in healthcare settings, 2004より改変）

④手　袋

①手袋は最後に着用する
　・正しいタイプとサイズを選択する
　・手袋の中に手を入れる

② ガウンの袖口を覆うように手袋を広げ
る

ないように留意する必要があります。防護用具を正しく、確実に
装着する方法を身に付け、実践しましょう（表 6、7）。

個人防護用具使用にあたっての注意点
　個人防護用具を着用したまま、①次の患者のケアに移る、②自
分の身体に触れる、③ドアノブなどの病室環境に触れる、④ナー
スステーションに戻る、⑤パソコンのキーボードに触れる、⑥医
療用 PHSを使用する、などの行為を行ってはいけません。これ
らの行為により、防護用具に付着した汚染物や病原体が、他の患
者や自分の身体、衣服、病室環境、ナースステーションに拡散し
ます。使用後は速やかにはずすことが必要です。
　はずした防護用具は、白衣のポケットに入れたり、ベッドサイ
ドに放置せずに、速やかに感染性廃棄物容器に廃棄します。フタ
付き容器を準備し、安全面と衛生面に留意してください。病室外
へ持ち出して廃棄する際には、汚染面が露出しないようにまとめ
るか、汚染が著しい場合はビニール袋などに入れ、密封して搬送
します。防護用具をはずした直後は、手指衛生の実施が必要です。
　医療現場における個人防護用具の使用に関する基本的な考え方
は、血液や体液などの感染性物質への曝露から患者と医療者を守
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4：個人防護用具の脱衣手順表

①手　袋

① 利き手で反対側の手袋の袖口外側 3cmくらいの
　部分をつまむ
② 手袋が中表になるように手からはずす
●  このとき、手袋の汚染が皮膚に付着しないように注意

③ はずした手袋を丸め、手
袋着用側の手で把持する

手袋をしている利
き手を垂直に下ろ
すと、片方の手袋
が中に入った状態
で手袋がはずれる

④ 手袋をしていないほうの手指を、手袋
をしているほうの手首部分から手袋の
内側に入れて、手袋をつまむ

⑤ 丸めた手袋を入れたまま、中表にして
はずし、そのまま廃棄する

②ゴーグル・フェイスシールド

① 手袋をはずした手でイヤピースかヘッ
ドバンドをつまみ、顔からはずす

② 再処理または感染性廃棄物として、指
定された容器に入れる

るために、感染性物質が付着する可能性がある箇所を確実に防御
する方法を知り、それを適切に実践することです。誤った知識や
手順は着脱を面倒にするだけでなく、周辺環境への汚染を拡げ、
ケア担当者自身が感染の伝播者となりかねません。防護用具の確
実な着脱は、ケアを実施する際の感染防止対策の基本原則です。
医療者の都合や多忙を理由に、省略したり変更しないようにしま
しょう。
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（Centers for Disease Control and Prevention : Guidance for the selection and use of 
personal protective equipment（PPE）in healthcare settings, 2004より改変）

③ガウン

① ガウンのひもを、
手袋をはずした
手でほどく

② ガウンを背部か
ら反転させなが
ら脱ぐ

③ 汚染した外側を内側へ巻き込み、ガウ
ンの裏側が出るように腕と手首を引き
抜く

④ ガウンが中表（裏面が表面になってい
る）の状態で小さくたたみ、丸め込む

⑤ 感染性廃棄物として廃棄する

④マスク

① 手袋をはずした手で、後頭部と頸部の
ひもを解き、顔からはずす

② マスク前面は汚染されていると考え、
マスク表面に触れないで、ひもの部分
を持って廃棄する

5：個人防護用具の脱衣場所と注意点表

脱衣場所

着用の目的、種類、患者の隔離状況によって異なる
　●　 手袋のみの着用：病室内ではずして廃棄
　●　 ガウンまたは手袋、ガウン、マスク、ゴーグル：病室の出
入口か前室

　●　 N95微粒子防護用マスク：病室外で病室のドアを閉めた後

注意点 脱衣後、手指衛生を実施する
（Centers for Disease Control and Prevention : Guidance for the selection and use of 

personal protective equipment（PPE）in healthcare settings, 2004より改変）
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6：手袋の安全な使用のための注意点表

7：個人防護用具の「汚染」と「清潔」区域表

　●　手袋を着用した手は顔から離しておく
　●　手袋をした手で他の個人防護用具に触れたり、調節しない
　●　 手袋が破損したら、新しい手袋と交換する。その場合は、着用前に
手指衛生を行う

　●　手袋を着用した手で触る表面や器具を限定する

汚染区域
前面部分の外側、（感染性病原体がいたかもしれない）体幹
部分、物質・環境表面に触った、あるいは触れたかもしれ
ない個人防護用具の区域

清潔区域  背部内側、（感染性病原体に触れていない）内側、背部外側、
頭や背中のひも

（Centers for Disease Control and Prevention : Guidance for the selection and use of 
personal protective equipment（PPE）in healthcare settings, 2004より改変）

（Centers for Disease Control and Prevention : Guidance for the selection and use of 
personal protective equipment（PPE）in healthcare settings, 2004より改変）

ケアが終了したら、直ちに手袋を、
次にゴーグル・フェイスシールド、ガウン、
最後にマスクの順番ではずす

正しいA
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〔 個人防護用具 〕

目の粘膜は、鼻腔・口腔粘膜とともに微生物汚染を 
受けやすい粘膜部位の一つである
　眼鏡をかけていれば、血液や体液の飛散を防止できるでしょう
か？正面からは確かに防止できるかもしれませんが、眼鏡の両サ
イド、上部、下部から飛沫が飛んで来た場合はどうでしょうか？
　目の粘膜は、鼻腔・口腔粘膜とともに微生物汚染を受けやすい
粘膜部位の一つです。個人が通常着用している眼鏡は、目の粘膜
防御のための個人防護用具としては不十分です。血液や体液が飛
散する処置、またはその可能性がある処置の場合は、眼鏡を着用
していても、その上から着用できる形状の個人防護用具（ゴーグ
ルやフェイスシールド）を着用し、目の粘膜を保護する必要があ
ります。

汚染の状況や飛散の程度から、個人防護用具の種類や 
デザインを選択する
　目や顔面を防御する個人防護用具には、ゴーグルやフェイス
シールド、シールドマスク（図 2）など、いくつかの種類やタイ
プがあります。
　ゴーグルは目の防御としては効果的ですが、顔面の他の部分へ
の飛散やしぶきを防ぐことはできません。気道分泌物や他の体液

血液や体液が飛散するような
処置の場合、
通常の眼鏡を着用していれば、
ゴーグルやフェイスシールドは
着用しなくてもよい

0 2 4

正しい　　誤りである

Q
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2：シールドマスク図

シールドマスク
（マスクに目の覆いが
あるもの）

（写真提供：株式会社ホギメディカル）

の飛散やしぶきが発生するような処置、看護ケアの場合には、目、
鼻、口の保護のため、マスクとゴーグルまたはフェイスシールド
を装着する必要があります。
　フェイスシールドは、ゴーグルと比較して顎から頭部まで覆う
ことで、飛散やしぶきから顔面と目を防御することができます。
気道分泌物や他の体液の飛散やしぶきが発生するような処置、看
護ケアの場合には、汚染の状況や飛散の程度をあらかじめ見極め、
必要かどうかを判断して決めてください。
　各方向からの飛沫や、しぶきの飛散から目の粘膜を防御するた
めに、スタイル、サイズともに各種類の個人防護用具を配備する
ことが必要です。快適で、十分に周辺が見え、フィットするよう
に調節可能なものを選択しましょう。再使用が可能な製品の場合
は、熱水による洗浄や薬液消毒に耐える材質であるかどうかを確
認することも必要です。

個人が通常着用している眼鏡は、
目の粘膜防御としては不十分なので、
眼鏡の上から着用できる個人防護用具を使用する

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

ディスポーザブルエプロンやガウンは、腕や露出した身体
部位を守り、衣類が血液、体液、その他の感染性物質で
汚染されることを防止する
　ガウンやエプロンなどの保護着衣は個人防護用具の一つで、医
療者の腕や露出した身体部位を守り、衣類が血液、体液、その他
の感染性物質で汚染されることを防止するために着用します。感
染症や疾患などに関係なく、すべての患者に対するケアが対象と
なります。患者ケアの際に、接触感染する微生物が医療者のユニ
ホームに付着し、他の病室に拡散したり、医療者自身に職業感染
を起こさせたりすることを防止するのが目的です。
　保護着衣の材質については、血液や体液が飛散しても防水性を
発揮し、透過しにくいものでなければなりません。布製の白衣や
予防衣・手術衣などは、防水性も非透過性もないため、血液や体
液を防御する効果はなく、安全ではありません。ガウンやエプロ
ンの材質を判断するうえで、防水性、非透過性は必須条件です。
　素材の防御レベルに関する医療用ガウンの要求基準としては、
米国医科器械学会（AAMI）＊2の液体防御性能分類が知られてお
り、4段階にクラス分類されています（表 8）。医療用ガウンと
しては、少なくとも「レベル 1」性能が要求され、これに満たな

ベッドサイドケアで使用した
ディスポーザブルエプロンや
ガウンは、使い回ししてもよい

0 2 5

正しい　　誤りである

Q

＊2 AAMI（ 米 国 医 科 器 械 学 会 ）：Association for the Advancement of Medical 
Instrumentationの略。1967年に米国で設立された協会。医療用具に関する適切
な情報提供と、有益な使用の増加を目標に活動している。
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8：医療用ガウンの要求性能表

AAMI＊ 2ガイドラインに基づき、性能により分類

レベル1
スプレー ･インパクトテスト（AATCC 42） ≤ 4.5 g

（衝撃撥水テストで透過した液体重量が4.5g以下）

レベル2

スプレー ･インパクトテスト（AATCC 42）
ハイドロ･プレッシャーテスト（AATCC 127）

≤ 1.0 g
≥ 20 cm

（衝撃撥水テストで透過した液体重量が1.0g以下
で、耐水性テスト20cm以上）

レベル3

スプレー ･インパクトテスト（AATCC 42）
ハイドロ･プレッシャーテスト（AATCC 127）

≤ 1.0 g
≥ 50 cm

（衝撃撥水テストで透過した液体重量が1.0g以下
で、耐水性テスト50cm以上）

レベル4

ASTM F1670（人工血液透過テスト） 
ASTM F1671（バクテリア透過テスト）
以上の2つの試験にパスし、重要ゾーンはAQL4%
を示すこと

合格
合格

血液および体液の接触に対する防護服材料の血液
媒介病原体に対する耐浸透性の求め方－Phi-174
バクテリオファージを用いる試験方法

（Arlington, V.A., AAMI : Liquid barrier performance and classification of protective apparel
 and drapes intended for use in health care facilities, 2003）

い製品は、医療用個人防護用具（PPE : Personal Protective 

Equipment）として認められていません。
　デザインは、血液や体液などの曝露が予測される状況や程度、
範囲などにより選択することが必要です。曝露量も範囲もさほど
多くなく、限定されるようであれば、着脱が簡便なエプロンタイ
プが推奨されます。曝露量が多く広範囲であれば、襟まわりも十
分覆え、前胸腹部に開閉部や縫い目のないガウンタイプを選択し
ます。
　保護着衣を選択する際には、その素材やデザイン、防御性能、
価格などを使用目的に照らしあわせて、総合的に選択する必要が
あります。撥水性あるいは防水性のガウン・エプロンでなければ、
血液・体液が着衣へ浸透するため、防御効果は期待できません。
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　ベッドサイドケアにあたり、医療者の白衣や皮膚が血液・体液
で汚染されることが予測される場合は、ガウンまたはエプロンの
使用が必要です。少々の汚染であれば個人防護用具なしでも大丈
夫、と自己判断してはいけません。また、ベッドサイドケアが終
了したら、その場でガウン・エプロンを脱いで、感染性廃棄物と
して廃棄します。白衣が汚染された場合は、なるべく速やかに着
替えましょう。

一度着用したガウンやエプロンを使い回すと、患者だけで 
なく着回す人も感染リスクが高くなる
　一度着用したガウンやエプロンを使い回しすることは、感染性
物質で汚染され、時間の経過とともに微生物などが増殖している
可能性のあるものを何度も着用することになるため、ケアを受け
る患者は毎回汚染の程度が増した保護着衣を着けた医療者に接触
され、ケアを受けることになります。また、着回す人にも、着用
時の曝露リスクが同様に発生することになります。一度着用した
保護着衣は廃棄し、使い回さないようにしましょう。

一度着用した保護着衣は廃棄し、
使い回しはしない

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

血管確保や採血は、血液曝露の可能性が高い処置である
　医療者の血液媒介病原体からの職業曝露の中で、注射針など中
空針の刺傷による経皮的曝露が最も多いことが報告されていま
す4）。特に、採血時、留置針などの挿入・抜針時などは、血液で
手指が汚染される危険性が高く、手袋着用により皮膚への血液曝
露を予防する効果があります。また、点滴終了後に留置針や翼状
針を抜針する場合も、血液で手指が汚染される危険性があります。
さらに、採血室での採血業務にも同様のことがいえます。

手袋の着用は血液曝露リスクを減少させる
　患者に侵襲的な処置を行う際には、医療者の手指の微生物が患
者に伝播する可能性を減少させるためにも、手袋を着用します。
特に、留置針や翼状針などを血管に留置することは、健常な組織
に損傷を加え、血管内への微生物の侵入経路をつくることにもな
ります。医療者の手指の微生物により感染が起こることがないよ
う、清潔な手技が求められます。
　血管確保や採血は、血液曝露の可能性が高い処置であり、素手
で実施することは危険な行為であることを認識する必要がありま
す。「手袋の着用は血液曝露リスクを減少させる」と、OSHA（米
国職業安全衛生局）は勧告しています5）。血管確保や採血時の手
袋着用は、患者と医療者双方の感染リスクを減少させるための大
原則です。

血液ウイルス疾患をもたない
患者の血管確保や採血時は、
手袋を着用しなくてもよい

0 2 6

正しい　　誤りである

Q
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感染の有無にかかわらず、すべての患者の血管確保や
採血時には手袋の着用が必要
　外来採血や緊急時採血の場合、どの患者が血液媒介病原体に感
染しているかを確認することはできません。また、検査の結果が
陰性であることを確認したとしても、ウインドウピリオド（ウイ
ルス感染後、ヒト体内の反応として血液中に生産される抗原や抗
体の量が十分になるまでに数日～数十日かかるため、感染してい
ることを検出できない期間）があるため、“陰性”＝“感染してい
ない”という保証にはなりません。
　HBV（B型肝炎ウイルス）や HCV（C型肝炎ウイルス）、HIV（ヒ
ト免疫不全ウイルス）のみが血液媒介病原体ではなく、HTLV-1（成
人 T細胞白血病ウイルス）やマラリアなども血液を介して感染し
ます。すべての患者が何らかの病原体に感染しているという前提
に立って対応することが大切であり、HBV、HCV、HIVの感染の
有無を指標にして手袋の装着を判断してはいけません。
　医療者は血液に触れる機会が最も多く、血液曝露の中で HBV

陽性率が上昇することが報告されています。HCVや HIVなどの

血中ウイルス感染症による感染リスクも同様です。手袋着用は、
血管確保や採血時における医療者の手指の血液汚染を防ぐプロテ
クター6）となります。
　HBs抗体をもっていない医療者が手袋を装着せずに HBV感染
患者の血液に触れた場合、HBVに感染する危険性があります。
また、手袋は針刺しを防ぐことはできませんが、注射針が手袋を
貫通する際に針に付着した血液を 46～ 86％減少させるといわ
れており7）、血液曝露量を減らすことができます。手袋を着用す
ることで、針刺しをした場合でも、曝露血液量を低減する効果が
あるのです。
　さらに、針刺しをしなくても、手指のすり傷やささくれ、湿疹
などから感染が起こることもあります。感染の有無にかかわらず、
すべての患者の採血時には手袋を着用し、患者ごとに交換するこ
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とが原則です。患者と医療者双方の感染リスクを減少させるため、
必ず両手に手袋を着用しましょう。

感染の有無にかかわらず、
すべての患者の採血時には手袋を着用し、
患者ごとに交換する

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

手袋の上から手指衛生を行っても、手袋表面に付着した 
微生物を完全に除去することはできない
　手袋はさまざまな医療の現場で最も頻繁に利用される個人防護
用具の一つです。標準予防策（スタンダード・プリコーション）
に基づき、血液や体液による曝露から医療者の手指の汚染を防止
したり、侵襲的処置や粘膜・傷のある皮膚に接触するときに、医
療者の手についている微生物が患者に伝播するリスクを減らした
りする目的で着用されています。接触感染対策においては、病原
体の伝播を防止する目的で、診療や看護ケア場面で使用されてい
ます。
　処置や看護ケアを行った後、手袋を着用したまま手袋の上から
手指衛生を行い、次の処置を実施することは不適切とされていま
す。手袋の使用後、手袋の上から手指衛生を行っても、手袋に付
着した微生物は十分に除去することができないことが、医療者の
着用した手袋の汚染に関するいくつかの研究で確認されていま
す。たとえば、手袋をした手の上に微生物を 107cfu/mL塗布し、
乾かした後、手袋表面を非抗菌性石鹸や 60％イソプロピルアル
コール、4%グルコン酸クロルヘキシジンで手洗い、消毒をして
も、102.1～ 3.9cfu/mLの微生物が手袋から検出され、完全に微生
物を除去できなかった、と報告されています8，9）。

手袋は洗浄や消毒で劣化する
　手袋は摩擦によって消耗します。また、使用中にピンホールが

手袋は､ 消毒すれば
再利用してもよい

0 2 7

正しい　　誤りである

Q
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できる可能性もあるため、明らかな損傷がなくても、手が汚染さ
れていることがあります。使用後の手袋において、ビニール手袋
で 4.1％、ラテックス手袋で 2.7％に、目にみえるピンホールが
生じていた、との報告もあります10）。手袋を二重にして装着し
てもほとんど効果がないことが報告されており、手袋を着用して
いても手の汚染を完全に防御できるとは限りません。また、手袋
の洗浄やアルコールなどによる消毒で、ピンホールや材質の劣化
を引き起こす可能性も報告されています。
　手袋を再使用するために洗ったり、消毒してはいけません。微
生物が手袋の表面から確実に除去されないと、手袋の清潔は保証
できません。また、洗浄、乾燥、消毒などで、完全に微生物を除
去できるという保証もありません。さらに手袋の再使用は、
MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）やグラム陰性桿

かん

菌
きん

の伝
播に関係していたという報告や、創感染への接触だけでなく、患
者の健常な皮膚への接触であっても、黄色ブドウ球菌や腸球菌、
クロストリジウム・ディフィシルなどで医療者の手が汚染されて
いた、という報告があります 3）。したがって、手袋の再使用は、
患者と医療者双方の交差感染のリスクを高めることになるため、
してはいけません。

手袋の再使用は、するべきではない
誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

使用後のガウン・エプロンの脱ぎ方
　使用後のガウン ･エプロンは、汚染された表面に素手で触れな
いように注意しながら脱ぎ、その後、手洗いまたは手指消毒を行
います。具体的な手順を以下に示します。

〈ガウンのはずし方〉（Q23 表4③［p.54］参照）

① ガウンのひもを、手袋をはずした手でほどきます。
② ガウンを背部から反転させながら脱ぎます。
③ 汚染した外側を内側へ巻き込み、ガウンの裏側が出るように腕
と手首を引き抜きます。
④ ガウンが中表（裏面が表面になっている）の状態で小さくたた
み、丸め込みます。
⑤ 感染性廃棄物として廃棄します。

〈エプロンのはずし方〉
　手袋を着用したままで、白衣に触れないようにエプロンを引き
ちぎり、素早く小さく丸め、感染性廃棄物として廃棄し、その後、
手袋をはずします。最後に手指衛生を行います。

ガウン・エプロンは、処置終了後、 
汚染した面を内側にして脱ぐ

0 2 8

正しい　　誤りである

Q

ガウン・エプロンは、処置終了後、表面に素手で
触れないように、汚染した面を内側にして脱ぐ

正しいA
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〔 個人防護用具 〕

使用したガウン・エプロンの表面は、汚染されている
　ガウン・エプロンなどの保護着衣は個人防護用具の一つで、医
療者の腕や露出した身体部位を守り、衣類が血液、体液、その他
の感染性物質による汚染を防止するため、または伝播する病原体
を含むものを取り扱う際に使用します。
　使用したガウン・エプロンの正面や袖は、汚染することが予測
されます。そのため、汚染が広範囲で衣服全体や腕を覆う必要が
ある場合は、袖のついたガウンを選択し、汚染が体幹部に限定し
ている場合は、エプロンタイプを利用します。いずれの場合も、
撥水性または防水性のものを選択し、単回使用とし、患者ケアが
終了したら速やかに脱ぎ、感染性廃棄物として廃棄します。

個人防護用具は、入室前に着用し、病室を出る前にはずす
　標準予防策（スタンダード・プリコーション）においては、患
者への医療処置行為の際に、医療者の皮膚、衣服などが血液や体
液で汚染される可能性がある場合に、個人防護用具が必要となり
ます。感染症や疾患などに関係なく、すべての患者が対象となり
ます。
　接触予防策、たとえば、薬剤耐性菌などの感染症や、ノロウイ
ルス感染症など急性胃腸炎の患者に接する場合は、その感染症患
者を収容している病室に入室する前に個人防護用具を着用するこ

処置が終了したら、汚染された
ガウンやエプロンは
患者の部屋を出てから脱ぎ、
廃棄する

0 2 9

正しい　　誤りである

Q
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とが必要となります。患者ケアの際に、接触感染する微生物が医
療者のユニホームに付着して、他の病室に拡散したり、医療者が
保菌者となったり、職業感染を起こさないためです。
　個人防護用具は、患者に接触する前、通常は入室前に着用し、
周辺環境の汚染を広げないよう注意深く使用します。そして、病
室を出る前に個人防護用具を注意深くはずし、小さく丸めて感染
性廃棄物として廃棄します。ただし、Ｎ 95微粒子防護用マスク
（Ｎ 95マスク）は、必ず部屋の外に出てからはずします。最後に
手指衛生を行います。

患者ケアに使用したガウンやエプロンなどの
個人防護用具は、病室を出る前にはずす

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

サージカルマスクは、飛沫の飛散防止と、鼻・口を飛沫 
などから防御する目的で使用する
　サージカルマスク（図 3）は、日常の感染対策において頻繁に、
さまざまな場面で使用される個人防護用具の一つです。呼吸器分
泌物および血液や体液のしぶきなどから、医療者の鼻腔・口腔粘
膜を守ると同時に、医療者の鼻や口に保菌されている微生物の曝
露から患者を守るために、医療者が装着します。また、咳をして
いる患者が感染性の呼吸器分泌物を周囲の人々へ拡散するのを防
止する目的でも装着します。血液、体液、分泌物、排泄物などが
飛散する処置（気管内吸引、気管支鏡検査、侵襲的な血管措置な
ど）や、飛沫感染患者へのケア場面で使用します。

サージカルマスクに求められる材質・性能
　サージカルマスクの材質に
ついては、血液・体液が飛散
しても防水性を発揮し、すぐ
には浸透しにくいものが求め
られます。
　サージカルマスクの性能指
標として、BFE（細菌濾過効率）
と PFE（微粒子濾過効率）があ
ります。BFEはマスクによっ

て細菌を含む粒子（平均粒子

サージカルマスクを着用する際は、
口もとだけを覆えばよい

0 3 0

正しい　　誤りである

Q

3：サージカルマスクの着用例図

（写真提供：スリーエムヘルスケア株式会社）
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径 4.0～ 5.0μｍ）が除去された割合（％）、PFEは試験粒子（0.1

μｍのポリスチレン製ラテックス球形粒子）が除去された割合
（％）のことです。FDA（米国食品医薬品局）では、サージカルマ
スクの基準を BFE 95%以上、と規定しています11）。
　医療用マスクの抵抗性を測定するには、3段階の圧力で評価す
る液体防御性能試験などがあります。これらの試験は ASTM（米
国材料試験協会）で定めた規格12）であり、2001年以降、日本で
も用いられるようになってきました（表 9）。

サージカルマスクの着脱方法
　マスクの着用に関しては、目、鼻、口を守るためにゴーグルと
組み合わせた使用や、顔全体を防御するためにゴーグルの代わり
となるフェイスシールドと組み合わせた使用など、他の個人防護
用具と組み合わせて利用されています（図 4）。
　目・鼻・口の粘膜は感染性微生物の侵入口として感受性が高い
箇所であり、サージカルマスクで口もとを覆うだけでは不十分で
す。サージカルマスクを装着するときは、プリーツを広げ、鼻か
ら顎までを覆うようにして着用します（図 5）。口もとだけを覆っ
ても、呼吸器分泌物や血液、体液の飛散から医療者の鼻腔粘膜を
守ることはできません。

9：医療用フェイスマスクの材質の条件（医療用マスクの米国標準規格）表

規格値
特性

低バリア 中バリア 高バリア

BFE（細菌濾過効率）（％） ≧95 ≧98 ≧98

圧力差：⊿P（mmH2O/cm2） ＜4.0 ＜5.0 ＜5.0

PFE（微粒子濾過効率）（％） 不要 ≧98 ≧98

液体防御性能（mmHg） 80 120 160

難燃性レベル クラス1 クラス1 クラス1
（ASTM F2100-04 : Standard specification for performance of materials used

 in medical face masks, 2004より改変）
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4：サージカルマスクをゴーグル（左）やフェイスシールド（右）と組み合わせた例図

5：サージカルマスクの着用手順図

（写真提供［右］：株式会社ホギメディカル）

①マスクを取り出す ② 表面のプリーツが下
向きで、金具が上部
にくるように持つ

③ ノーズブリッジ（上部
の金具）を自分の鼻梁
に沿って曲げる

④ ノーズブリッジを鼻
と頬の形にあわせ、
片方のひもを耳にか
け、自分の鼻の角度
にあわせる

⑤ 反対側も同様にする ⑥ ノーズブリッジを押
さえながら、マスク
を顎の下まで引っ張
り、プリーツを伸ば
す（広げる）

　マスクをはずすときは、汚染されている表面に触れないように
ひもの部分を持ち、感染性廃棄物として廃棄処理します。その後、
必ず手指衛生を行います。
　患者の処置や看護ケアなどでマスク表面が汚染されたり、着用
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者の呼気や分泌物などでマスクの内側が湿潤・汚染した場合は、
目的が果たせなくなるため、交換が必要です。

サージカルマスクを着用する際は、
目・鼻・口の粘膜に感染するリスクがあるので、
鼻から顎までを覆う

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕

気管内吸引は、気道分泌物が飛散する可能性が高く、 
感染リスクが高い処置である
　気管内吸引時は、気道分泌物が飛散する可能性が高いため、手
袋、エプロン、ゴーグル（またはフェイスシールド）、マスクの
着用が必要です（図 6）。口腔ケアや創洗浄、陰部洗浄などの場
合も同様です。
　着用した個人防護用具は、患者の部屋を出る前に脱ぎ、感染性
廃棄物として廃棄します。呼吸器分泌物またはその他の体液の飛
散が起こりそうな場合には、マスクとゴーグル（またはフェイス
シールド）の使用による目・鼻・口の防護が必要です。フェイス
シールドはゴーグルに比べて、
目だけでなく顔のほかの部分
も防護できます。
　ゴーグル、フェイスシール
ド、マスクを取りはずす場合
は、手袋をはずした手で前面
部分に触れないように、両サ
イドのイヤピースやヘッドバ

ンドをつまみ、顔から離しま
す。その後、手指衛生を行い
ます。

気管内吸引の際は、
手袋、エプロンに加え、
ゴーグル（またはフェイスシールド）、
マスクを着用する

0 3 1

正しい　　誤りである

Q

6： 気管内吸引の場面での
個人防護用具の着用例

図

ゴーグル、マスク、エプロン、
手袋を着用している
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気管内吸引の際は、手袋、エプロンに加え、
ゴーグル（またはフェイスシールド）、マスクを
着用する

正しいA

ゴーグル、フェイスシールド、マスクの前面は“汚染領域”
とみなし、素手で触れない
　ゴーグル、フェイスシールド、マスクの前面は“汚染領域”と
みなし、直接触れないようにします。マスクのひもやゴーグル、
フェイスシールドなどのイヤピースやヘッドバンドは“清潔領
域”と考えられるため、素手で触っても大丈夫です。
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〔 個人防護用具 〕

採尿バッグからの
尿の回収や廃棄時は、手袋と
エプロンを着用すればよい

0 3 2

正しい　　誤りである

Q

尿器や便器の洗浄処理は、水の跳ね返りや排泄物の飛散
による周辺環境への汚染が考えられる
　採尿バッグから尿の回収や廃棄をする処理は、周囲（環境・自
身）への尿の飛散の可能性が高く、手袋とエプロンの装着だけで
は不十分です。特に､ 排泄物を汚水槽に流したり、尿器や便器を
洗浄する際は、水の跳ね返りや排泄物が飛散する可能性が高いた
め、手袋､ エプロンに加え、ゴーグルやマスクの着用も必要にな
ります（図 7、8）。それは、汚染した手袋をはめた手で、目・鼻・
口・顔面に触らないようにしたり、実施者の顔面に飛散やしぶき
が直接かからないようにするためです。

7： 尿器洗浄場面での個人防
護用具の着用例

図 8： 尿の採尿バッグから尿の回
収場面での個人防護用具
の着用例

図
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創部洗浄、気管内吸引・挿抜管、内視鏡操作などの処置
でも、血液・体液・排泄物などが飛散する可能性がある
　尿の回収・廃棄時だけでなく、創部の洗浄や気管内吸引、気管
内挿抜管、内視鏡操作などの処置の場面でも、医療者の顔面に血
液や体液が飛散する可能性があります。特に、目は粘膜が露出し
ているため、曝露による感染リスクが高くなります。これらは通
常の眼鏡やコンタクトレンズでは防御できません。ゴーグルや
フェイスシールドは、医療者の露出している目の粘膜を守る個人
防護用具です。血液や体液、排泄物などが飛散する可能性がある
場合には着用しましょう。

目や顔面の個人防護用具
　目や顔面の個人防護用具であるゴーグル、アイシールド、シー
ルドマスク、フェイスシールドなどには、いくつかの異なったタ
イプ、スタイル、サイズのものがあります。予測される曝露状況
によって、デザインを選択します。目の前面だけを覆うタイプか
ら、目の周囲を包み込むように覆い、角度調整が可能なフィット
性の高いタイプ、血液などの飛散を防御するため、目だけでなく
顔全体を覆うタイプなどがあります。ふだん眼鏡をかけている人
も、眼鏡の上から着用できる形状の個人防護用具を着用しましょ
う。

採尿バッグからの尿の回収や廃棄時は、
手袋、エプロンに加え、ゴーグル、マスクも
必要である

誤りであるA
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〔 個人防護用具 〕
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

使用した器材を洗浄せずに直接消毒液に浸けると、 
タンパク質や有機物が器材に固着し、消毒や滅菌の 
効果が発揮されない
　器材の再処理の方法は、洗浄・消毒・滅菌の三つに分けること
ができます。「洗浄」とは、対象物からあらゆる異物（汚物、有機
物など）を取り除くことで 1）、消毒や滅菌を行う前に必ず実施し
なければならない重要な工程です。タンパク質や有機物を含む汚
れが付着した器材を、洗浄しないで、消毒薬にそのまま浸けてし
まうと、消毒薬の作用によりタンパク質が変性し、器材の表面に
固着するため、消毒や滅菌の効果が発揮されなくなってしまいま
す。
　Spachらは、内視鏡に関連した感染の主な原因は、不適切な
洗浄や消毒薬の誤った選択によるものであった、と報告していま
す 2）。また、Rutalaらは、消毒前に内視鏡を洗浄することにより、
微生物汚染を 4log（99.99％）減少することができた、と報告し
ています 3）。

洗浄・消毒・滅菌の用語の定義を理解する
　「洗浄」という言葉の定義は既に説明しましたが、「消毒」「滅菌」
という言葉の定義もここで理解しておきましょう。洗浄・消毒・
滅菌の用語の定義を表 1に示します。

消毒する器材は、洗浄しないで
直接消毒薬に浸漬してよい

0 3 3

正しい　　誤りである

Q
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1：洗浄・消毒・滅菌の用語の定義表

洗浄（cleaning）  対象物からあらゆる異物（汚物、有
機物など）を取り除くこと

消毒

環境消毒（disinfection）
 細菌芽胞を除くすべて、または多く
の病原微生物を殺滅または除去する
こと

生体消毒（antisepsis）
 皮膚や粘膜表面に化合物（薬物）を
塗布することにより、病原体数を減
らすこと

滅菌（sterilization）  芽胞を含むすべての微生物を殺滅す
ること

消毒する器材は、洗浄後に消毒薬に浸漬する
誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

消毒薬は、規定された消毒濃度を守って使用することが 
大切である
　消毒薬は、濃度が高いからといって消毒効果が高いわけではあ
りません。エタノールを例にすると、エタノールの微生物内への
浸透性は水分の存在に大きく影響されるため、70～ 90％の濃度
が最も消毒効果が高く、99.9％の無水エタノールのほうが消毒効
果は劣ります 4）。また、高濃度の消毒薬で器材を消毒すると、医
療器具の劣化を早めることがあります。

消毒薬の種類により、殺滅できる微生物が異なる
　消毒薬は、殺滅できる微生物の種類により、高水準消毒薬、中
水準消毒薬、低水準消毒薬の三つに分類されます 4）（表 2）。
高水準消毒薬

　高水準消毒薬は、芽胞以外のすべての微生物を殺滅することが
できます。高水準消毒薬には、グルタラール製剤（グルタルアル
デヒド）、過酢酸、フタラール製剤などがあり、長時間浸漬する
ことにより芽胞を殺滅し、滅菌することが可能です。
中水準消毒薬

　中水準消毒薬は、結核菌、栄養型細菌、ほとんどのウイルスお
よびほとんどの真菌を殺滅しますが、細菌芽胞の殺滅は期待でき
ません。
　中水準消毒薬には、次亜塩素酸ナトリウム、ポビドンヨード、
消毒用エタノールなどがあります 1）。同じ中水準消毒薬に分類さ

消毒薬は、濃度が高いほうが
消毒効果は高い

0 3 4

正しい　　誤りである

Q
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2：消毒の処理方法と抗微生物スペクトル早見表表

処
理
の
レ
ベ
ル

芽
　
胞

結
核
菌
な
ど
の
抗
酸
菌

真菌 ウイルス グ
ラ
ム
陽
性
菌

グ
ラ
ム
陰
性
菌

糸
状
菌

酵
　
母

エ
ン
ベ
ロ
ー
ブ
な
し

エ
ン
ベ
ロ
ー
ブ
あ
り

枯
草
菌

ア
ス
ペ
ル
ギ
ル
ス

カ
ン
ジ
ダ

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス

単
純
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス

Ｈ
Ｂ
Ｖ

Ｈ
Ｉ
Ｖ

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
な
ど

緑
膿
菌
な
ど

滅　菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高
水
準

グルタラール ○＊1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

過酢酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ̶ ○ ○ ○

フタラール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ̶ ○ ○ ○

中
水
準

次亜塩素酸ナトリウム ○＊2 ○＊2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ポビドンヨード △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エタノール × ○ △＊1 ○ △＊1 ○ ○ ○ ○ ○

イソプロパノール × ○ △＊1 ○ △＊1 ○ ○ ○ ○ ○

0.5％クロルヘキシジン
エタノール液 × ○ △＊1 ○ △＊1 ○ ○ ○ ○ ○

0.5％塩化ベンザルコニ
ウムエタノール液 × ○ △＊1 ○ △＊1 ○ ○ ○ ○ ○

低
水
準

グルコン酸クロルヘキ
シジン × × △ ○ × △ ̶ ̶ ○ ○＊3

塩化ベンザルコニウム × × △ ○ × △ ̶ ̶ ○ ○＊3

塩化ベンゼトニウム × × △ ○ × △ ̶ ̶ ○ ○＊3

塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシン × ○＊4 △ ○ × △ ̶ ̶ ○ ○＊3

（大久保 憲監：消毒薬テキスト 新版，協和企画，2005を参考に筆者作成）

○：有効、△：十分な効果が得られない場合がある、×：無効、
－：効果を確認した報告がない
＊ 1  長時間の接触が必要な場合がある
＊ 2  0.1%（1,000ppm）以上の濃度が維持できれば有効
＊ 3  セパシア、シュードモナス属、セラチアなど抵抗性を示すものがある
＊ 4  0.2～ 0.5％の濃度で有効
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れる消毒薬でも、アルコールはエンベローブ（ウイルスを包む膜
状の物質）がないウイルスを殺菌する効果が弱く、エンベローブ
のないウイルスを殺菌するには、長時間の接触が必要です。一方、
次亜塩素酸ナトリウムは、推奨された濃度（0.1％［1,000ppm］）
に浸漬させることにより、芽胞以外の微生物をすべて殺滅でき、
高水準消毒薬として使用することができます 1）。
低水準消毒薬

　低水準消毒薬は、細菌のほとんど、数種のウイルスおよび数種
の真菌を死滅させることができますが、結核菌や細菌芽胞など抵
抗性のある微生物は殺滅できません。
　低水準消毒薬に分類される消毒薬には、グルコン酸クロルヘキ
シジン、塩化ベンザルコニウムなどがあります 1）。

消毒薬は、濃度が高いほうが消毒効果が高いとは
限らない

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

HBV（Ｂ型肝炎ウイルス）陽性患者に
使用した器材は、
他の器材と分けて消毒する

0 3 5

正しい　　誤りである

Q

HBV陽性患者に使用した器材でも、他の器材と分けて 
消毒する必要はない
　再使用可能な器材使用後の処理方法は、器材を使用した患者の
感染性で判断するのではなく、器材処理後の使用目的で決定しま
す。この考え方は、E.H. Spauldingが提唱した方法で、スポルディ
ングの分類と呼ばれます。スポルディングの分類は、器材を使用
する部位の感染の危険度に応じて、クリティカル、セミクリティ
カル、ノンクリティカルの三つにカテゴリー分類しています 1）（表 

3）。
クリティカル器材
　クリティカルに分類される器材は、皮膚や粘膜を貫通する、も
しくは生体の無菌域や血管内に挿入される器材です。生体の無菌
域は、芽胞を含むあらゆる微生物で汚染された場合に感染の危険
性が高いため、原則としてすべて滅菌が必要です。
セミクリティカル器材
　セミクリティカルに分類される器材は、粘膜または損傷のある
皮膚に接触する器材です。正常な粘膜は、芽胞に対しては抵抗性
がありますが、結核菌やウイルスなどの微生物で汚染された場合、
感染を起こす危険性が高くなります。そのため、芽胞以外のすべ
ての微生物を殺滅除去する必要があります。
　器材の処理方法としては、器材が耐熱性であれば、加熱洗浄処
理後に高圧蒸気滅菌を行います。器材が非耐熱性の場合は、用手
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3：E.H. Spauldingの分類と器材の滅菌および消毒の方法表

処理分類 滅　菌 消　毒

器材の分類 クリティカル器材（無菌の組織や
血管内に挿入）

高水準消毒
セミクリティカル器材（歯科用
は除く）：粘膜や創傷のある皮膚
と接触

器材（例） 植え込み器材、外科用メス、その
他手術用器材

呼吸器回路、消化器内視鏡、喉
頭鏡、気管内チューブ、その他
同様の器材

理論的根拠 芽胞を含むあらゆる微生物で汚
染された場合に感染の危険性が
高いため、すべて滅菌しなければ
ならない

損傷していな正常粘膜は、細菌
芽胞による感染には抵抗性があ
るが、結核菌やウイルスなどそ
の他の微生物に対しては感受性
が高い

対象物 方　法 曝露時間 消　毒

硬い平滑面 加熱滅菌 MR＊7 グルタラール製剤＊2

酸化エチレンガス＊1 MR＊7 安定化過酸化水素6％

グルタラール製剤＊2 MR＊7 過酢酸＊3

安定化過酸化水素6％ 6時間

過酢酸＊3 MR＊7 塩素系：遊離塩素1,000ppm＊4

ゴムチューブお
よびカテーテル

加熱滅菌 MR＊7 グルタラール製剤＊2

酸化エチレンガス＊1 MR＊7 安定化過酸化水素6％

ポリエチレン
チューブおよ
びカテーテル

グルタラール製剤＊2 MR＊7 過酢酸＊3

安定化過酸化水素6％ 6時間

過酢酸＊3 MR＊7

レンズ付き機器

体温計（口腔・
直腸）＊8

蝶番のついた
器材

加熱滅菌：MR＊7 MR＊7 グルタラール製剤＊2

酸化エチレンガス＊1 MR＊7 安定化過酸化水素6％

グルタラール製剤＊2 MR＊7 過酢酸＊3

安定化過酸化水素6％ 6時間

過酢酸＊3 MR＊7

＊ 1  製造元の推奨事項参照
＊ 2  2％以上
＊ 3  過酢酸：≦ 1％で殺芽胞性である
＊ 4  塩素系（遊離塩素 1,000ppm）：次亜塩素酸ナトリウム（5.2％家庭用漂白剤）1：50
希釈液

＊ 5  アルコール：エチルまたはイソプロピルアルコール（70～ 90％）
＊ 6  塩素系（遊離塩素 100ppm）：次亜塩素酸ナトリウム（5.2％家庭用漂白剤）1：500
希釈液
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消　毒

中水準消毒
セミクリティカル器材の一部およびノン
クリティカル器材

低水準消毒
ノンクリティカル器材：創傷のない皮膚
と接触

粘膜に接触する体温計、水治療用具 便器、血圧測定用カフ、聴診器、テーブル
上面など

損傷していな正常粘膜は、細菌芽胞によ
る感染には抵抗性があるが、結核菌やウ
イルスなどその他の微生物に対しては感
受性が高い

無傷の皮膚は通常、微生物に対して防御
機構を有するため、無菌性は重要ではな
い

方　法（曝露10分以内） 方　法（曝露10分以内）

塩素系：遊離塩素1,000ppm＊4 アルコール＊5

塩素系：遊離塩素100ppm＊6

塩化ベンザルコニウムなど

アルコール＊5

（洪 愛子編：ベストプラクティス NEW感染管理ナーシング，p.148‒152，学習研究社，2007
を参考に筆者作成）

＊ 7  MR：製造元の推奨条件
＊ 8  直腸用と口腔用の体温計を混同してはならない

特記事項： オフトフタルアルデヒド（OPA：0.55％以上）が内視鏡消毒用として2001
年より使用可能。短時間（5分）での高水準消毒が可能
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または超音波洗浄後に高水準消毒を行います。セミクリティカル
器材であっても、粘膜に接触する体温計や、皮膚に損傷のある患
者に使用する水治療タンクなどは、洗浄後、中水準消毒処理でよ
いとされています。
ノンクリティカル器材
　ノンクリティカルに分類される器材は、創傷のない皮膚に接触
するか、皮膚とまったく接触しない器材です。無傷の皮膚は、ほ
とんどの微生物に対して効果的なバリアとして作用するため、無
菌性は必須ではありません。そのため、ノンクリティカル器材は、
洗浄のみか、低水準消毒薬で消毒します。

再使用可能な器材を使用した後の
処理方法は、誰に使用したかではなく、
器材処理後の使用目的で決定する

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

器材消毒や薬液交換などで
グルタラール製剤（グルタルアルデヒド）を
扱う場合は、マスク・ゴーグル・
エプロン・手袋などの個人防護用具
が必要である

0 3 6

正しい　　誤りである

Q

グルタラール製剤を取り扱う場合は、薬液の副作用を予防
するため、個人防護用具が必要である
　グルタラール製剤は、目・皮膚・呼吸器に激しい刺激性を有す
る物質で、反復または長時間接触することにより喘息を起こすこ
とがあります 5）。Vyasらは、グルタラール製剤に曝露した医療
者は、接触性皮膚炎、目・鼻の粘膜刺激、慢性気管支炎、持続性
の咳・息切れなどの気管支症状が発生した、と報告しています 6）。
日本では、1999～ 2004年の間に 8人の医療者が、グルタラー
ル製剤の副作用により、労働災害と認定されています 5）。
　このように、グルタラール製剤に曝露すると、目・皮膚・呼吸
器などに有害反応を起こすため、グルタラール製剤を使用する作
業者は、ゴーグル・マスク・エプロン・手袋などの個人防護用具
を着用し、有害反応の発生を予防する必要があります。
　日本では、2005年に厚生労働省が「医療機関におけるグルタ
ルアルデヒドによる労働者の健康障害防止対策」5）を定めており、
作業場所のグルタルアルデヒド濃度の測定を行うこと、グルタル
アルデヒド濃度が規定の濃度よりも高い場合には、有効な呼吸器
用保護具、ゴーグル、不透過性のガウン・手袋などを使用して作
業者の曝露を防止することを推奨しています。また、グルタルア
ルデヒド濃度が規定の濃度を超えるようであれば、換気設備の
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整った場所でグルタラール製剤を使用することや、自動洗浄機の
導入なども推奨されています。
　空気中のグルタルアルデヒド濃度が規定の濃度以下の場合で
も、グルタラール製剤に直接接触するおそれの高い作業（自動洗
浄機を用いず行う消毒作業、自動洗浄機の消毒剤の交換作業など）
を実施するときには、有効な呼吸器用保護具（図 1）や、ゴーグル、
不透過性のガウン・手袋などを使用して作業者の曝露を防止する
ことや、自動洗浄機を用いずに行う消毒作業では、フタ付き浸漬
容器（図 2）を用いて、医療器具などを浸漬している間はフタを
しておくことを推奨しています。

2：フタ付き浸漬容器図1：グルタルアルデヒド防御用
マスク

図

（写真提供：興研株式会社）

グルタラール製剤を扱う際は、
マスク・ゴーグル・エプロン・手袋などの
個人防護用具を着用する 

正しいA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

器材使用現場で洗浄処理を行うかどうかは、器材の種類
によって異なる
　再利用可能な器材は、洗浄後に消毒または滅菌という処理が必
要です。
　クリティカル器材とセミクリティカル器材は、生体の無菌域や
血管内に挿入されるか、粘膜や損傷のある皮膚に触れる器材です。
これらは、器材に血液や体液などが付着している可能性が高いた
め、器材使用現場で洗浄処理を実施すると、作業者が血液や体液
などの感染源へ曝露する危険性があるばかりでなく、作業場周囲
への汚染拡大の危険性が生じます。
　また、クリティカル器材は、洗浄処理後に滅菌処理を行うので、
消毒薬への浸漬は不要ですが、セミクリティカル器材は、高水準
消毒薬への浸漬が必要なものがあります。高水準消毒薬であるグ
ルタラール製剤は、皮膚障害や粘膜障害、呼吸器に激しい刺激性
を有する物質であり、取り扱いには特別な注意が必要です 5）。

作業者は個人防護用具を装着し、感染源や消毒薬の曝露
から自身を守る
　クリティカル器材やセミクリティカル器材の洗浄や消毒などの
一次処理作業を器材使用現場で実施する場合、作業者はゴーグ
ル・マスク・ガウン・手袋などの個人防護用具を正しく装着し、
感染源や消毒薬の曝露から作業者自身を守ることが必要です。安

再利用可能な器材の洗浄は、
使用後すぐに、
器材使用現場で実施する

0 3 7

正しい　　誤りである

Q
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全で確実な洗浄・消毒作業を実施するためには、作業を実施する
職員へ、ゴーグル・マスク・ガウン・手袋などの個人防護用具着
用の必要性や、着脱方法、器材の処理方法の教育を実施すること
が必要です。

クリティカル器材とセミクリティカル器材は、中央部門で 
一括処理することが推奨されている
　しかし、器材使用現場で一次処理作業を実施するたびに、作業
者が個人防護用具を装着して作業を実施することは、労力が大き
いばかりで効率的ではありません。また器材使用現場で一次処理
作業を実施していると、作業場周囲への汚染拡大を防止すること
はできません。そのため現在では、器材使用現場で器材の一次処
理作業は実施せずに、中央部門で一括処理することが推奨されて
います 7, 8）。中央部門で一括処理することにより、作業者の感染
源への曝露、作業場周囲の汚染拡大を防止することができます。
　一方、ノンクリティカル器材は、患者の創傷のない皮膚に接触
するか、皮膚とまったく接触しない器材であり、器材に血液や体
液などが付着している可能性はほとんどないため、器材使用現場
で洗浄処理を実施することが合理的でしょう。

再利用可能な器材の洗浄は、
効率面や汚染拡大防止の観点から、
中央部門で一括処理することが望ましい

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

肺結核疑いの患者に使用した
気管支ファイバースコープでも、
特別な消毒は必要ない

0 3 8Q

正しい　　誤りである

気管支ファイバースコープはセミクリティカル器材である
　気管支ファイバースコープは、正常な粘膜に直接接触する器材
であり、スポルディングの分類では、セミクリティカルに分類さ
れます 1）。セミクリティカルに分類される器材は、高水準消毒処
理が必要です 1）。
　高水準消毒薬は、芽胞以外のすべての微生物を殺滅することが
できるため、仮に器材に結核菌が付着していても、結核菌を完全
に殺滅することができます。そのため、結核患者に使用した気管
支ファイバースコープでも、特別な消毒を行う必要はなく、通常
どおりの洗浄・消毒作業を実施すれば十分です。

内視鏡は、医療関連感染の原因となりやすい
　内視鏡は、吸引や内視鏡の処置具を入れるための内腔が多数あ
り、とても複雑な構造をしています。そのため、洗浄を完全に実
施することが難しく、洗浄や消毒が不十分になりやすい、という
特徴があります。
　内視鏡に関連した感染は多数報告されており、起因菌としては、
結核菌をはじめ、非定型抗酸菌、緑膿菌などがあります。内視鏡
に関連した感染のほとんどが、適切な洗浄や消毒が行われなかっ
たことが原因です。Spachらは、内視鏡に関連した感染の主な
原因は、不適切な洗浄、消毒薬の誤った選択によるものであった、
と報告しています 9）。そのため、内視鏡検査を実施する件数が多
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く、内視鏡の洗浄・消毒などの処理が間に合わないからといって、
十分な洗浄・消毒を実施せずに、他の患者に内視鏡を使用するこ
とは避けなければなりません。
　内視鏡使用後は、内視鏡洗浄機の使用の有無にかかわらず、用
手で内視鏡の外側および内腔の洗浄（内腔の汚れが落ちるまでブ
ラッシング；図 3）を十分に実施することが重要です 10）。用手で
の洗浄後は、内視鏡洗浄機（図 4）で洗浄・消毒します。内視鏡
洗浄機を使用しない場合は、用手での洗浄後、高水準消毒薬に浸
漬しますが、このとき内腔内にも消毒薬を満たし、一定時間（メー

3：内視鏡の洗浄図

4：内視鏡洗浄機図 5：内視鏡保管庫図
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気管支ファイバースコープは
セミクリティカル器材なので、
特別な消毒は必要なく、通常どおりの
洗浄・消毒作業を実施すれば十分である

正しいA

カーの推奨時間）浸漬します。高水準消毒薬に浸漬後は、滅菌水
でよく洗い流します。洗浄・消毒後の内視鏡はすすぎ水が残存し
ている可能性があるので、アルコールでアルコールフラッシュを
行い、さらに送気や吸引で乾燥させます 10）。
　消毒後の内視鏡は、微生物汚染を防ぐために、乾燥した状態で
保管することが必要です。内視鏡の破損も防げるため、専用の保
管庫（図 5）などに垂直にかけておくとよいでしょう。
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

器材の材質により、滅菌方法を分ける必要がある
　医療現場で実施できる滅菌方法には、高圧蒸気滅菌、エチレン
オキサイドガス滅菌、過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌などがあ
ります（表 4）。また、高水準消毒薬でも、長時間浸漬すること
により、滅菌レベルに到達させることができます。
高圧蒸気滅菌

　高圧蒸気滅菌は、温度上昇が速やかで浸透性に富むため、繊維
製品の深部にまで殺菌効果が及ぶ、芽胞に対しても効果が確実で
ある、残留毒素がなく作業者にとって安全である、経済的である、
などの利点がありますが、高温や湿度に耐えられない製品には向
いていません 11）。
エチレンオキサイドガス滅菌
　エチレンオキサイドガス滅菌は、低温で滅菌できるため、過熱
による材質の変化がないという利点がありますが、滅菌時間が長
い、残留毒素が強く、作業者の曝露の危険性がある、などの欠点
があります 11）。
過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌

　過酸化水素低温ガスプラズマ滅菌は、非耐熱性、非耐湿性の製
品の滅菌が可能で、金属、プラスチック製品の材質への影響がほ
とんどなく、さらに残留毒素がない、滅菌処理時間が短い、など
の長所がありますが、セルロース類や長狭管腔の構造物などには
適さない、などの欠点があります 11）。

滅菌を必要とする器材の
滅菌方法は、滅菌する器材の
材質により選択する

0 3 9

正しい　　誤りである

Q
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　以上のことから、滅菌方法は、滅菌する器材の材質や耐久性、
構造などを考慮して選択する必要があります。一般的には、対象
器材が耐熱性の場合は、加熱洗浄処理後に高圧蒸気滅菌を行い、
非耐熱性の場合は、用手洗浄や超音波洗浄の後に、低温滅菌処理
（エチレンオキサイドガス滅菌または過酸化水素低温プラズマ滅
菌）を行います。これらの滅菌処理ができない器材は、化学的滅
菌剤（グルタラール製剤、過酢酸など）に長時間浸漬することに
より、滅菌レベルに到達させることができます。

4：主な滅菌方法と適応表

種　類 長　所 短　所 適応器材

高圧蒸気滅菌

・ 繊維製品の深部
まで殺菌効果が
及ぶ
・ 残留性がなく、
作業者にとって
安全である
・経済的である

・ 高温や湿度に
耐えられない
製品には向か
ない

・鋼製小物
・ガラス製品
・リネン類
・液体

エチレンオキ
サイドガス滅菌

・ 低温で滅菌でき
るため、過熱に
よる材質の変化
がなく、プラス
チック材などの
非耐熱性の用具
に適している

・ 滅菌時間が長
い
・ 残留毒性が強
く、作業者の
曝露の危険性
がある

・ プラスチック
製品
・ゴム製品
・内視鏡類
・カテーテル類

過酸化水素低
温ガスプラズ
マ滅菌

・ 非耐熱性、非耐
湿性の製品の滅
菌が可能である
・ 金 属、プ ラ ス
チック製品の材
質への影響がほ
とんどない
・残留毒素がない
・滅菌時間が短い

・ セルロース類
や長狭管腔の
構造物には向
かない

・ プラスチック
製品
・ゴム製品
・鋼製小物
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滅菌を必要とする器材の滅菌方法は、
滅菌する器材の材質や耐久性、
構造などを考慮して選択する

正しいA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

滅菌物の使用時は、化学的インジケータで滅菌済である 
ことを確認する
　滅菌物を使用するときには、使用する器材が滅菌済であるのか、
滅菌後に無菌状態が保たれていたか、を確認する必要があります。
器材が滅菌済であるかどうかの確認を臨床現場で実施するために
は、器材の中または包装外部に貼付されている化学的インジケー
タ（図 6）の色の変化を確認します。化学的インジケータは、滅菌
物の滅菌後の無菌性を保証するものではありませんが、化学的イ
ンジケータが貼付してある部位まで熱などの滅菌効果が到達した
ことを示すものです 12）。

滅菌包装に汚れや破れなどがないか確認する
　滅菌物が、滅菌後に無菌状態が保たれているかどうかを確認す
るためには、滅菌包装に汚れや破れなどがないか確認してから使
用することが重要です。滅菌された器材は、開封しない限り無菌
性が保たれるため、基本的には滅菌物には有効期限はありませ
ん 12）。しかし実際には、保管条件が悪く、滅菌包装に破れなど
があると、滅菌状態は維持できません。
　滅菌物を保管するときは、床から 20～ 25cm離す、湿気を帯
びる可能性のある場所は避ける、パッケージが押しつぶされたり、
曲がったり、圧縮されたり、孔が開いたりしないように、滅菌物

滅菌物の使用時は、滅菌済を示す
インジケータ表示のほか、
滅菌包装に汚れ、破れなどがないか
確認してから使用する

0 4 0

正しい　　誤りである

Q
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の配置に配慮する、などが必要です 13, 14）。また、施設によっては、
保管条件を考慮し、滅菌物の有効期限を設定している場合があり
ます。施設内で有効期限が設定されている場合は、滅菌物を使用
する前に、有効期限内であるかどうかを確認することも必要です。
　このように、滅菌物を使用するときは、滅菌物の有効期限が設
定されている場合は有効期限を確認し、さらに化学的インジケー
タの色に問題がないか、滅菌バッグに破れや水濡れなどによる汚
染がないかなどの確認を行います。このうち一つでも逸脱してい
る項目があれば、その滅菌物は使用しないことが重要です。

●未滅菌の状態

●滅菌済の状態

高圧蒸気滅菌（AC）済の場合

エチレンオキサイド（EO）ガス滅菌済の場合

AC 滅菌済 AC 滅

EO 滅菌済 EO 滅

AC 滅菌済 AC 滅

EO 滅菌済 EO 滅

AC 滅菌済 AC 滅

EO 滅菌済 EO 滅
滅菌されると、滅菌方法に応じ
て、その方法のロゴと文字の色
が表示色に変わる

グリーン グリーン

グリーン グリーン

グリーン グリーン

ブルー ブルー

ブルー ブルーブルー

ブルー ブルー

6:化学的インジケータ（滅菌バッグに印刷されたもの）図

滅菌物の使用時は、インジケータ表示のほか、
滅菌包装に汚れ、破れなどがないか
確認してから使用する

正しいA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

滅菌可能なセミクリティカル器材は、滅菌したほうが効率的
である
　人工呼吸器回路は、回路を通気する湿気や水分などが気道粘膜
に接触するため、スポルディングの分類ではセミクリティカル器
材に分類されます。そのため、再使用可能な回路は、患者ごとに
高水準消毒が必要となります 1, 15）。
　しかし、高水準消毒薬であるグルタラール製剤は、目・皮膚・
呼吸器に激しい刺激性を有する物質で、反復または長時間接触す
ることにより喘息を起こすことがあります 5）。また、消毒薬が十
分に洗い流せていなければ、人工呼吸器回路を使用する患者にも、
消毒薬による影響が及んでしまう可能性があります。さらに、高
水準消毒を実施した場合、すすぎの水は滅菌水を使用する必要が
あり、その後、回路内を十分乾燥させ、消毒後に汚染されないよ
うに保管しなければなりません。
　このような作業は、作業者と患者へのグルタラール製剤への曝
露の問題だけでなく、作業が煩雑になるため、効率的ではありま
せん。そのため、滅菌が可能な人工呼吸器回路は、滅菌するほう
が簡便で現実的です。

呼吸器関連の器材は、人工呼吸器回路以外のものも 
セミクリティカル器材に分類される
　人工呼吸器の回路以外でも、酸素加湿器や喉頭鏡など呼吸器関

人工呼吸器回路は、通常は
高水準消毒で再処理するが、
可能ならば滅菌したほうがよい

0 4 1

正しい　　誤りである

Q
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連の器材は、スポルディングの分類ではセミクリティカル器材に
分類されるため、高水準消毒か滅菌が必要になります。使用後の
処理方法を考えると、セミクリティカル器材の購入時には、洗浄
しやすく耐熱性の製品を選択すると、その後の処理が簡便になり
ます。

使用後の人工呼吸器回路の処置は、
滅菌するほうが効率的である

正しいA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

クロイツフェルト・ヤコブ病から検出される異常なプリオン
は、通常の滅菌方法では殺滅できない
　器材の洗浄・消毒・滅菌は、使用した器材が誰に使用されたか
ではなく、器材の処理後、どのような目的で使用するかで分類さ
れます 1）。したがって、この論理でいえば、クロイツフェルト・
ヤコブ病（CJD）患者に使用した器材であっても、器材処理後の
使用目的に応じて処理方法を決定すればよいことになります。
　しかし、CJDは、別名プリオン病とも呼ばれ、一般的な滅菌
方法では殺滅できない異常なプリオンが検出されます 16）。CJD

の二次感染のリスクは、CJDの感染性が高いハイリスク組織を
扱う手技（表 5参照）を行った際の手術器具等を再使用した場合
に発生する可能性があります 17）。そのため、CJDの感染性が高
いハイリスク手技を行う手術で滅菌処理が必要な器材は、特別な
滅菌が必要になります。プリオン病感染予防のガイドラインでは、
表 6に示す滅菌方法を推奨しています 17）。

使用器材の処理方法は、患者の
感染性の有無で区別しないので、
クロイツフェルト・ヤコブ病患者に使用
した器材でも、処理方法は同じでよい

0 4 2

正しい　　誤りである

Q

クロイツフェルト・ヤコブ病患者に使用した
器材には、特別な滅菌方法が必要である

誤りであるA
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5:ハイリスク手技表

6:ハイリスク手技に使用した器材の滅菌方法表

脳神経外科手術

① 硬膜を切開または穿刺する方法
② 松果体、または下垂体周囲組織を切開して下垂体自体
に接触する手技

③ 脳神経節を含む周囲組織を切開して神経節自体に接触
する手技

④ 硬膜外の手術であっても術中操作により、髄液の漏出
が見られる等、結果的に硬膜を穿刺または切開した場
合

眼科手術

視神経または網膜に関する手技
① 眼窩手術（眼窩内容除去術/眼球内容除去術/眼球摘出
術［角膜移植のためのドナー眼球摘出も含む］/眼球摘出
および組織または義眼台充填術/眼窩内異物除去術、眼
窩内腫瘍摘出術および眼窩悪性腫瘍手術については術
中操作により手術器具が視神経に接触した場合）

② 網膜・硝子体手術（黄斑下手術/硝子体茎顕微鏡下離断
術/増殖性硝子体網膜症手術/網膜復位術/その他の網
膜硝子体手術において術中操作により手術器具が網膜
に接触した場合）

整形外科手術

① 硬膜を穿刺または切開する手技
② 脊髄後根神経節を包む周囲組織を切開して神経節自体
に接触する手技
③ 硬膜外の手術であっても術中操作により、髄液の漏出が
見られる等、結果的に硬膜を穿刺または切開した場合

その他の手術
① 硬膜を穿刺または切開することにより内部のハイリス
ク組織に接触する手技

① 十分な洗浄＋3%SDS（sodium dodecyl sulfate:ドデシル硫酸ナトリウム）
溶液で3～ 5分間煮沸する
② アルカリ性洗浄剤を用いたウォッシャーディスインフェクター（90～

93℃）洗浄＋プレバキューム式によるオートクレーブ134℃ 8～ 10分
　 ウォッシャーディスインフェクターが使用できない場合は、アルカリ性洗
浄剤による十分な洗浄＋プレバキューム式によるオートクレーブ134℃ 
18分
③ 軟性内視鏡の場合は、適切な洗浄剤による十分な洗浄＋過酸化水素低温ガ
スプラズマ滅菌

（厚生労働省プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班：
プリオン病感染予防ガイドライン 2008年版）

（厚生労働省プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班：
プリオン病感染予防ガイドライン 2008年版より改変）
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

消毒薬を使用する際に、少量の消毒薬を注ぎ口から 
流し捨ててから使用しても、注ぎ口に付着している細菌を
洗い流す効果はない
　消毒薬を使用する際に、少量の消毒薬を注ぎ口から流し捨てて
から使用することは、いわゆる「口切り」と呼ばれ、医療現場では
慣習的に行われてきた行為です。この「口切り」という行為は、消
毒薬の注ぎ口が汚染されていると仮定し、注ぎ口に付着している
細菌を洗い流すために実施する、といわれています 18）。
　北村は、消毒薬を容器に注ぐときに、ボトルの注ぎ口の外側に
付着した異物が他の容器に注いだ消毒薬へどのくらい混入するか
を調べたところ、1回目に他の容器に注いだ消毒薬からも、2回
目に他の容器に注いだ消毒薬からも、ボトルの外側に付着した異
物が 90%以上混入していた、と報告しています 19）。この調査か
ら、容器の注ぎ口が汚染されていれば、最初に消毒薬を注いだ口
から流し捨てても、2回目以降に他の容器に注いだ消毒薬は汚染
されることがわかります。
　以上のことから、医療現場で慣習的に実施されてきた「口切り」
という操作を実施することには、根拠はないといえるでしょう。

他の容器に消毒薬を注ぐときには、手指消毒を実施し、 
清潔操作で実施する
　野々内らは、広口開栓のプルトップの生理食塩液を使用して、

消毒薬を使用する際は、
少量の消毒薬を注ぎ口から
流し捨ててから使用する

0 4 3

正しい　　誤りである

Q
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業務開始前に手指消毒を実施せずに開栓した注ぎ口、手指消毒を
実施して開栓した注ぎ口、開栓後何度か使用した 24時間後の注
ぎ口をそれぞれ細菌培養したところ、手指消毒を実施して開栓し
た注ぎ口以外はすべて細菌で汚染されていた、と報告していま
す 20）。このように、汚染された手で消毒薬のフタを開けると、
消毒薬の注ぎ口が汚染される可能性があります。
　消毒薬を分割使用する場合は、手指消毒を実施した清潔な手で、
消毒薬の注ぎ口に触れないように消毒薬を他の容器に注ぐことが
必要です。また、消毒薬を他の容器に注ぐ際に、消毒薬の注ぎ口
に手が触れたり、消毒薬の注ぎ口が汚染されたと考えられるとき
は、消毒薬のボトルごと廃棄する必要があります。

消毒薬を使用する際に、少量の消毒薬を
注ぎ口から流し捨ててから使用することに関する
有効性は証明されていない

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

ポビドンヨードの消毒効果を発揮させるためには、 
接触時間が重要である
　ポビドンヨードでの消毒時に、「乾燥するまで 2分以上待つ」
とよくいわれます。臨床現場では、ポビドンヨードが乾くのを
待ちきれず、ガーゼで拭いてしまったりすることをみかけます。
しかし、ポビドンヨードは乾燥することが重要なのではなく、
皮膚との接触時間が重要なのです。
　ポビドンヨードの消毒効果は、水溶液中の遊離ヨウ素濃度が
高いほど高くなります 21）。ポビドンヨードは、皮膚との接触中
に徐々に遊離ヨウ素を放出するため、ポビドンヨードを使用し
て消毒しても、すぐに滅菌ガーゼなどで拭き取ってしまうと、
消毒効果が期待できなくなります。ポビドンヨードは、黄色ブ
ドウ球菌や腸球菌を殺滅するのに数分を要する 22）ため、皮膚に
塗布後、少なくとも 2分以上待つことが必要です。

ポビドンヨードで消毒後、ハイポアルコールで脱色すると、
ポビドンヨードの消毒効果がなくなる
　ポビドンヨードは、消毒すると消毒部位が褐色になるため、
ハイポアルコールで脱色することがあります。しかし、ポビド
ンヨードで消毒後、ハイポアルコールで脱色することは、化学
的な不活化となるので、消毒効果が期待できなくなります 21）。
ポビドンヨードで消毒後、ハイポアルコールを使用することは

ポビドンヨードは乾くまでに
時間がかかるので、
滅菌ガーゼなどで拭くとよい

0 4 4

正しい　　誤りである

Q
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避けましょう。

ポビドンヨードの消毒効果を
発揮させるには数分を要するため、
乾く前にガーゼで拭き取らないようにする

誤りであるA

　ポビドンヨードの使用に関して、「乾燥する瞬間に消毒効果がある
ため、早く乾燥するように使用量は少なくする」とか、「風を当てて
早く乾燥させる」という習慣が長年受け継がれている施設があるよう
ですが、Q44の解説で述べたように、消毒効果を発揮するには作用
時間が重要であることから、これらの行為は間違いです。特に疑いも
なく日常的に行っている行為であっても、一度立ち止まり、本当に正
しいのかどうか、見直してみることが必要でしょう。

ポビドンヨードは乾燥する瞬間に消毒効果がある?!C olumn
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

移動用ストレッチャーはノンクリティカル器材であるため、
特別な消毒の必要はない
　移動用ストレッチャーは、創傷のない皮膚に接触するか、皮膚
とまったく接触しない器材なので、スポルディングの分類ではノ
ンクリティカル器材に分類されます 1）。
　Weberらは、創傷のない皮膚に触れるノンクリティカル器材
に分類される体温計や聴診器などは、微生物で汚染されてはいる
が、その微生物が原因で感染したという報告はない、と述べてい
ます 8）。さらに、Mourougaらは、病棟の床を消毒薬で定期的に
消毒した病棟と、消毒薬は使用せずに床の清掃だけをした病棟で
は、床の細菌数に違いはあったけれども、医療関連感染の発生率
に違いはなかった、と報告しています 23）。
　このように、ノンクリティカル器材から患者に微生物が伝播し、
医療関連感染を起こす可能性は低いと考えられます。そのため、
ノンクリティカル器材は、洗浄のみか、洗浄後に低水準消毒薬で
消毒を実施します 23）。洗浄のみとするか、洗浄後に低水準消毒
するかは、患者の創傷のない皮膚と直接接触するか、しないかで
分類するとよいでしょう。患者の皮膚と直接接触する器材は、皮
膚と高頻度に接触する部位なので、微生物で多量に汚染されてい
ると考え、洗浄後に低水準消毒をします。患者の皮膚と直接接触
しない器材は、洗浄のみで十分です。

患者が使用した
移動用ストレッチャーは、
消毒が必要である

0 4 5

正しい　　誤りである

Q
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ノンクリティカル器材を消毒する場合
　ストレッチャーや車いすなどは、患者の皮膚と直接接触するこ
とはほとんどないので、1日 1回程度微温湯で清拭するだけで十
分です。ただし、ストレッチャーの柵の部分や、車いすの持ち手
など、人の手が高頻度に接触する部位は、微生物で多量に汚染さ
れている可能性があるため、低水準消毒薬を使用して清拭すると
よいでしょう 24）。

移動用ストレッチャーは
ノンクリティカル器材であるため、
特別な消毒は必要ない

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

超音波ネブライザーはセミクリティカル器材に分類され、 
高水準消毒が必要である
　超音波ネブライザーは、薬剤槽内の薬物が超音波の振動作用で
噴霧され、霧状になって飛散し、霧化された薬液が外部に噴霧さ
れます（図 7）。そのため、薬剤槽もいっしょに消毒を実施しない
と、汚染された蒸気が噴霧されてしまい、感染の原因となってし
まいます。超音波ネブライザーの薬液が汚染されていたことによ
り、レジオネラ肺炎が発生したとの報告 25, 26）や、ネブライザー
器材を洗浄後、高水準消毒（次亜塩素酸ナトリウムでの消毒）をし
なかったために、緑膿菌などの細菌により肺炎が発生した、との
報告 27）があります。
　超音波ネブライザーの蒸気は気道粘膜に接触するので、スポル
ディングの分類ではセミクリティカル器材に分類され、高水準消
毒が必要です 1）。CDC（米国疾病予防管理センター）の「医療関連
肺炎防止のガイドライン」でも、呼吸器用具に使用する器材は、
滅菌または消毒すること、ネブライザーの溶液は滅菌されたもの
を使用すること、を推奨しています 15）。
　ネブライザーの器具は、分解洗浄し、高水準消毒します。ネブ
ライザーの器具など、金属製品が使用されていないセミクリティ
カル器材には、次亜塩素酸ナトリウムが使用できます。次亜塩素
酸ナトリウムは中水準消毒薬ですが、規定の濃度（0.1%

［1,000ppm］）に浸漬することにより、高水準消毒薬として使用

超音波ネブライザーの消毒は、
患者に接触するマウスピースと
蛇管（吸気ホース）だけでよい

0 4 6

正しい　　誤りである

Q
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可能です 1）。特に、ネブライザー関連の器具は、使用現場で消毒
作業を実施することが多いと思います。次亜塩素酸ナトリウムは
他の高水準消毒薬に比べて薬物による副作用が少ないので、臨床
現場でも使用しやすい消毒薬といえるでしょう。
　ネブライザー器具の消毒を実施するときには、作用槽も洗浄し、
乾燥させます。また、超音波ネブライザーは患者間で共有せずに、
24時間ごとに洗浄、高水準消毒する必要があります 28）。

7:超音波ネブライザーの霧化原理図

マウスピース

蛇管

薬剤槽

噴霧薬液

薬液
水

送風

薬剤槽

作用槽

振動子

薬剤槽内の薬物が超音波の振動作用で噴霧され、霧状になって飛散し、
霧化された薬液が外部に噴霧される

（写真・資料提供：オムロンヘルスケア株式会社）

超音波ネブライザーは、マウスピースと
蛇管（吸気ホース）だけでなく、
薬剤槽も高水準消毒を行う

誤りであるA
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〔 滅菌・消毒・洗浄 〕

単回使用器材は、1回使いきりのディスポーザブル製品で
ある
　単回使用器材（SUD : Single Use Devices）とは、1回の医療
処置の中で一人の患者に対して使うことを目的としたディスポー
ザブル医療器材、または包装を開けて無菌性が侵されている未使
用のディスポーザブル医療器材、と定義されます 29）。本来は 1

回使いきりの SUDですが、日本では多くの病院で、経済性など
を理由に使用後に再滅菌され、繰り返し使われている、と報告さ
れています 30）。

SUDの再使用に関する問題点
　SUDの再使用には、洗浄・滅菌の不確実性の問題、機能・性能
の低下や材質の劣化の問題、再使用により事故が発生した場合の
責任の所在の問題などがあります。
洗浄・滅菌の不確実性

　SUDは構造が複雑で、洗浄しにくいものが多くあります。洗
浄が十分に実施できないと、その後の滅菌も効果的に実施できま
せん。そのため、洗浄および滅菌不良による SUD製品を再使用
することにより、二次感染が発生する可能性があります。実際に、
米国、英国、フランス、カナダなどで、再使用した SUDが原因で、
治療後の患者に発熱反応、B型肝炎などの症状が起こった事例が
報告されています 31）。

単回使用医療器具でも、
適切な処理（消毒または滅菌）を行えば、
再使用可能である

0 4 7

正しい　　誤りである
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機能・性能の低下、材質の劣化
　SUDは 1回だけ使用することを想定して製造された器材なの
で、繰り返し再使用することにより、機能・性能の低下や材質の
劣化が起こる可能性があります。
事故が発生した場合の責任の所在

　日本では PL法（製造者責任法）で、使用者が勝手に SUDを再
使用した場合は、再処理した者に責任が生じることが記載されて
います 32）。薬事法でも、SUDの再使用が禁止されています 33）。
　米国では、SUDの再処理に基準を設け 34）、第三者の再処理業
者が存在し、SUDの再滅菌を実施しています 35）。しかし、日本
には米国のような第三者の再処理業者がなく、医療施設が独自の
判断で、これといった基準もなく SUDの再使用が行われていま
す。そのため、SUDを再使用した器材の洗浄や滅菌が不十分な
ため感染が発生した場合や、劣化などにより事故が発生した場合
の責任は、器材の製造者ではなく、再使用を行った医療施設側に
あるということになります。

　以上のように、SUDの再使用には施設側が責任をもたなけれ
ばならないことや、再使用したときのリスクを考慮し、今まで行っ
てきたからといって漫然と SUDを再使用するのではなく、患者
の安全のために SUD製品の再使用を見直すべきでしょう。

単回使用医療器具は、1回使ったら廃棄し、
再利用しない

誤りであるA
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〔 廃棄物 〕

医療関係機関などから排出される廃棄物の取り扱いを知る
　すべての廃棄物は法に基づいて適切に処理しなければなりませ
ん。廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます（図 1）。
事業活動に伴って生じた廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）は
排出事業者が適切に処理する責務があり、一般廃棄物（特別管理
一般廃棄物を含む）は区市町村の指示に従って処理することにな
ります。また、医療関係機関などから排出される廃棄物は、廃棄
物の種類に応じて分類されます（表 1）。よって、適切に処理す
るためには、廃棄物の発生場所から適切に分別される必要があり
ます。

病室でガーゼ交換のためガーゼを
準備したが、使用しなかった。
この体液がついていないガーゼは、
一般廃棄物の取り扱いでよい

0 4 8

正しい　　誤りである

Q

1：廃棄物の種類図

廃棄物

産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

一般廃棄物

特別管理一般廃棄物

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，
平成 24年 5月改訂版，2012）
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1：医療関係機関などから発生する主な廃棄物表

種　類 例

産業廃棄物

燃え殻 焼却灰

汚泥
血液（凝固したものに限る）、検査室・
実験室等の排水処理施設から発生する
汚泥、その他の汚泥

廃油

アルコール、キシロール、クロロホル
ム等の有機溶剤、灯油、ガソリン等の
燃料油、入院患者の給食に使った食料
油、冷凍機やポンプ等の潤滑油、その
他の油

廃酸 レントゲン定着液、ホルマリン、クロ
ム硫酸、その他の酸性の廃液

廃アルカリ
レントゲン現像廃液、血液検査廃液、
廃血液（凝固していない状態のもの）、
その他のアルカリ性の液

廃プラスチック類
合成樹脂製の器具、レントゲンフィル
ム、ビニルチューブ、その他の合成樹
脂製のもの

ゴムくず 天然ゴムの器具類、ディスポーザブル
の手袋等

金属くず 金属製機械器具、注射針、金属製ベッ
ド、その他の金属製のもの

ガラスくず、コン
クリートくずおよ
び陶磁器くず

アンプル、ガラス製の器具、びん、そ
の他のガラス製のもの、ギプス用石膏、
陶磁器の器具、その他の陶磁器製のも
の

ばいじん

大気汚染防止法第二条第二項のばい煙
発生施設および汚泥、廃油等の産業廃
棄物の焼却施設の集じん施設で回収し
たもの

一般廃棄物

紙くず類、厨芥、繊維くず（包帯、ガー
ゼ、脱脂綿、リネン類）、木くず、皮革類、
実験動物の死体、これらの一般廃棄物
を焼却した「燃え殻」等

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，
平成 24年 5月改訂版，2012）
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2：感染性廃棄物の判断フロー図

〔STEP 1〕̶ ̶ 形状
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
① 血液、血清、血漿および体液（精液を含む）（以下「血液等」という）
② 病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）（注1）

③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの（注2）

④ 血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含
む）（注3）

Yes

➜

感
染
性
廃
棄
物

➜

No

〔STEP 2〕̶ ̶ 排出場所
感染症病床（注4）、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室およ
び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

Yes

➜

➜
No

〔STEP 3〕̶ ̶ 感染症の種類
① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感
染症、指定感染症および新感染症の治療、検査等に使用された
後、排出されたもの

② 感染症法の四類および五類感染症の治療、検査等に使用された
後、排出された医療器材等（ただし、紙おむつについては特定の
感染症に係るもの等に限る）（注5）

Yes

➜

   
➜

No（注6）

非感染性廃棄物

＊次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取り扱いとする。
　・外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
　・血液等が付着していない鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む）
注 1）ホルマリン漬臓器等を含む。
注 2）病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、

シャーレ等
注 3）医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイアル等
注 4）感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエン

ザ等感染症、指定感染症および新感染症の病床
注 5）医療器材（注射針、メス、ガラスくず等）、ディスポーザブルの医療器材（ピ

ンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血
液バッグ、リネン類等）、衛生材料（ガーゼ、脱脂綿等）、紙おむつ、標本（検
体標本）等。なお、インフルエンザ（鳥インフルエンザおよび新型インフルエ
ンザ等感染症を除く）、伝染性紅斑、レジオネラ症等の患者の紙おむつは、血
液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない。

注 6）感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であ
るが、このフローで判断できないものについては、医師等（医師、歯科医師お
よび獣医師）により、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物と
する。

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，
平成 24年 5月改訂版，2012）
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感染性廃棄物の判断フローで処理を決める
　感染性廃棄物の処理については、1992年 8月 13日付の「感
染性廃棄物の適正処理について」1）の別添え報告書「廃棄物処理
法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」2）に基づいて行われな
くてはなりません。同マニュアルは、その後、「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備
の促進に関する法律の一部を改正する法律」（2000年、法律第
105号）および「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改
正する法律」（2003年、法律第 93号）の内容を反映し、感染性
廃棄物処理対策検討委員会で検討の後、改正され、このマニュア
ル（以下「改正マニュアル」；関係法令の改正により 2012年 5月
に一部変更）に基づき、医療関係機関などの感染性廃棄物の取り
扱いを定めています。
　改正マニュアルでは、感染性廃棄物の判断フロー（図 2）で、「形
状」「排出場所」「感染症の種類」に分別しています。この感染性廃
棄物の判断フローによると、一般病室で

4 4 4 4 4

ガーゼ交換用に準備した
けれども使用していない「体液が付着していない」ガーゼは感染
性がないため、衛生材料であっても非感染性廃棄物にあたります。
よって、一般廃棄物の取り扱いになります。
　また、医療関係機関などの事業活動は、「特定の事業活動」に
該当しないため、当該機関から排出される場合は一般廃棄物に区
分されます。

体液の付着していないガーゼは、
一般廃棄物の取り扱いでよい

正しいA
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針刺し防止を第一に考える
　患者に使用した後の輸液点滴セット（バッグを除く）について
は、患者の血管内に刺入している針の部分のみが血液・体液に直
接接触しているので、この部分のみを感染性廃棄物として扱えば
よい、と考えられます（図 3）。しかし実際は、針を輸液点滴セッ
トと分離することは、針刺しを発生させる要因となることから、
針を輸液点滴セットから分離せず、感染性廃棄物として処分する
ことが望ましいでしょう（図 4）。
　木戸内らの報告 3）では、1996～ 2000年に行われた全国エイ
ズ拠点病院の針刺し・切創報告事例の分析結果では、針刺しが発

使用後の輸液点滴セットは、
感染性廃棄物の
取り扱いでなくてよい

0 4 9

正しい　　誤りである

Q

3：輸液点滴セットの廃棄物の取り扱い図

・針、エアー針は感染性廃棄物
と同等の取り扱い

・チューブ類

・針は感染性廃棄物の取り扱い

感染性廃棄物

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，
平成 24年 5月改訂版，2012）
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4：輸液点滴セットの廃棄時の取り扱い図

輸液点滴セットから針を
分離する行為は、針刺し
を起こしやすい

輸液点滴セットから針を
分離せず、そのまま処分
する

投与後の点滴セットは、血液などが付着している針を
分離せず一体的に処分していることが多いため、
感染性廃棄物として取り扱う

誤りであるA

生している状況は、1番目にリキャップ時、2番目に使用後廃棄
容器収容まで、となっていることから、廃棄時は針刺し防止を第
一に考えることが重要です。
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5：全血製剤図

使用前 使用後。外見上、血液と見分けが
つかない

〔 廃棄物 〕

血液製剤と血液は、外見では見分けができない
　輸血バッグや血液製剤は、それ自体には感染性がないため、実
際は感染性廃棄物ではありません。しかし、輸血用血液製剤（全
血製剤［図 5］、血液成分製剤）などは、外見上は血液と見分けが
つかないため、改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物
処理マニュアル」においては、「血液などに該当するもの」とされ
ています。そのため、感染性廃棄物の取り扱いとなります。

使用後の輸血バッグは、
感染性廃棄物として取り扱う

0 5 0

正しい　　誤りである

Q

輸血バッグは、感染性はないが血液と
見分けがつかないため、
感染性廃棄物の取り扱いとなる

正しいA
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透析回路（ダイアライザー、チューブなど）は、
血液などが透析終了後も分離されないため、
感染性廃棄物の取り扱いでよい

正しいA

〔 廃棄物 〕

使用後の透析回路は、標準予防策に基づいて取り扱う
　患者に使用した後の透析回路
（ダイアライザー、チューブなど
［図 6］）は、標準予防策の考え方
に基づいて、感染性廃棄物として
取り扱います。また、透析終了後
も回路内に血液が残り、分離され
ず一体化して処分されていること
からも、感染性廃棄物の取り扱い
となります（図 7）。
　ただし、透析液は、産業廃棄物
または一般廃棄物となります。

使用後の透析回路（ダイアライザー、チューブなど）
は、感染性廃棄物として取り扱う

0 5 1

正しい　　誤りである

Q

6： 透析終了後のダイアラ
イザー、チューブ

図
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7：使用済透析回路の取り扱い図

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，
平成 24年 5月改訂版，2012）

透析液

針
生理食塩水

動脈側

患者静脈側

気泡検出器

ダイアライザー

P

血液ポンプ

点線内が感染性廃棄物
＊ 針は感染性廃棄物と同等の取り扱いとする

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）」は 1970年に制定
された法律で、廃棄物の処理についての大きな枠組みを示したもので
す。「廃掃法」を補完するために、より具体的なものを示すこと等を
目的として、1989年に「医療廃棄物処理ガイドライン」が作成され
ました。1992年の廃掃法の改正で特別管理産業廃棄物の制度が設け
られ、その一つに感染性廃棄物が定められました。それと同時に「廃
棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が通知され、法で
感染性廃棄物の具体的な処理方法が示されました。

「廃掃法」と「感染性廃棄物処理マニュアル」C olumn
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〔 廃棄物 〕

公共下水道が整備されていれば、汚物を下水に流しても 
問題はない
　病院からの排水には水質汚濁防止法 4）が適用されます（病床数
300床以上の病院）。現在の基準では、病院に設置されている厨
房施設、洗浄施設、入浴施設が対象となり、公共下水道が整備さ
れている地域では、直接下水に汚物を放流しても支障ありません。
ただし、地域により排出基準が異なるため確認が必要です。

患者の吐物は、
下水に流してもよい

0 5 2

正しい　　誤りである

Q

吐物を下水に流しても希釈されるので、
流してもよい

正しいA
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〔 廃棄物 〕

感染症法の分類の観点から、廃棄物は感染性、非感染性
に分別し、廃棄する
　紙おむつは、標準予防策の考え方からすると感染性廃棄物とな
りますが、改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理
マニュアル」では、感染性廃棄物の判断フロー（Q48 図 2［p.117］）
を参照し、感染症法の分類の観点から、感染性、非感染性に分別
し、廃棄することとしています（表 2）。よって、感染症法で感
染症として分類されない患者の紙おむつは、感染性廃棄物として
取り扱う必要はありません。また、四類感染症と五類感染症の一
部も、非感染性廃棄物として取り扱うことができます。
　ただし、自治体によっては、医療機関に対して紙おむつを感染
性廃棄物として取り扱うように通達している場合があるので、確
認が必要です。

入院している患者の紙おむつは、
すべて感染性廃棄物として取り扱う

0 5 3

正しい　　誤りである

Q

感染症法の分類の観点から定められた
感染症でない場合は、感染性廃棄物として
取り扱わなくてもよい

誤りであるA
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と
の
紙
お
む
つ
の
取
り
扱
い

 
○
：
感
染
性
廃
棄
物
、
×：
非
感
染
性
廃
棄
物

表 感
染
症
法
の

分
類

感
染
症
名

紙
お
む
つ
の

取
り
扱
い

備
考

一
類
感
染
症

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
痘
そ
う
、
南
米
出
血
熱
、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル

ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱

○

二
類
感
染
症

急
性
灰
白
髄
炎
、
結
核
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
属

S
A

R
S
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
）、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ（
病
原

体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

A
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

A
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血

清
亜
型
が

H
5N

1
で
あ
る
も
の
に
限
る
）

○

三
類
感
染
症

コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス

○

四
類
感
染
症

E
型
肝
炎
、

A
型
肝
炎
、
炭
疸
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ（

H
5N

1
）を

除
く
）、
ボ
ツ
リ
ヌ
ス
症
、
オ
ム
ス
ク
出
血
熱
、
サ
ル
痘
、
ニ
パ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
鼻
疸
、

ヘ
ン
ド
ラ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
類
鼻
疸
、
レ
プ
ト
ス
ピ
ラ
症

○

ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、エ
キ
ノ
コ
ッ
ク
ス
症
、黄
熱
、オ
ウ
ム
病
、回
帰
熱
、

Q
熱
、狂
犬
病
、

キ
ャ
サ
ヌ
ル
森
林
病
、
コ
ク
シ
ジ
オ
イ
デ
ス
症
、
腎
症
候
性
出
血
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
ダ

ニ
媒
介
脳
炎
、
つ
つ
が
虫
病
、
デ
ン
グ
熱
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
紅
斑
熱
、
日
本
脳
炎
、
ハ

ン
タ
ウ
イ
ル
ス
肺
症
候
群
、

B
ウ
イ
ル
ス
病
、
ブ
ル
セ
ラ
症
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
、
発

し
ん
チ
フ
ス
、ラ
イ
ム
病
、リ
ッ
サ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
、レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
、

ロ
ッ
キ
ー
山
紅
斑
熱
、
野
兎
病
、
マ
ラ
リ
ア
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱

×

た
だ
し
、
血

液
等
が
付
着

し
た
も
の

は
、
感
染
性

廃
棄
物
に
該

当
す
る
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五
類
感
染
症

ア
メ
ー
バ
赤
痢
、
咽
頭
結
膜
熱
、

A
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
咽
頭
炎
、
感
染
性
胃
腸
炎
、
急

性
出
血
性
結
膜
炎
、
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
症
、
急
性
脳
炎（
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
脳
炎
、

西
部
ウ
マ
脳
炎
、
ダ
ニ
媒
介
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎

お
よ
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
を
除
く
）、
劇
症
型
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
感
染
症
、
ジ
ア
ル
ジ
ア

症
、水
痘
、手
足
口
病
、突
発
性
発
し
ん
、バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
、

バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
腸
球
菌
感
染
症
、
百
日
咳
、
風
し
ん
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
肺
炎
球
菌

感
染
症
、
メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
、
薬
剤
耐
性
緑
膿
菌
感
染
症
、
流
行

性
角
結
膜
炎
、細
菌
性
髄
膜
炎
、先
天
性
風
し
ん
症
候
群
、麻
し
ん
、

R
S
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、

破
傷
風
、
ヘ
ル
パ
ン
ギ
ー
ナ
、
無
菌
性
髄
膜
炎
、
薬
剤
耐
性
ア
シ
ネ
ト
バ
ク
タ
ー

○

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
お
よ
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除

く
）、
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎（

E
型
肝
炎
お
よ
び

A
型
肝
炎
を
除
く
）、
ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎（
オ
ウ

ム
病
を
除
く
）、
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
、
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎
、
性
器
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
、
尖
圭
コ
ン
ジ
ロ
ー
マ
、
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
、
伝
染
性
紅
斑
、
マ
イ
コ

プ
ラ
ズ
マ
肺
炎
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
、
淋
菌
感
染
症
、
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
ブ
病
、

梅
毒

×

た
だ
し
、
血

液
等
が
付
着

し
た
も
の

は
、
感
染
性

廃
棄
物
に
該

当
す
る

新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等

感
染
症

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
再
興
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

○

指
定
感
染
症

○

新
感
染
症

○
（
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
：
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
感
染
性
廃
棄
物
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
，
平
成

24
年

5
月
改
訂
版
，

20
12
）
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〔 廃棄物 〕

HIVは、0.5％次亜塩素酸ナトリウム液で10～ 30分浸漬
すると、不活化する
　HIV陽性患者の血液で汚染されたリネンでも、HIV不活化実験
に基づくデータによると、100ppm（0.01%）の次亜塩素酸ナト
リウム液で 30分浸漬すると HIVが不活化されることが知られて
いますが、WHO（世界保健機関）では、それより厳しい条件であ
る 0.5％次亜塩素酸ナトリウム液で 10～ 30分浸漬することを推
奨しています（表 3）5）。
　本質問は、0.5％次亜塩素酸ナトリウム液で消毒後のリネンで
あり、HIV陽性患者の血液で汚染されているリネンでもすでに感
染性が消失しているため、感染性廃棄物として取り扱う必要はあ
りません。

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）陽性患者の
血液で汚染されたリネンは、
0.5％次亜塩素酸ナトリウム液で
消毒後、感染性廃棄物の取り扱いで
廃棄する

0 5 4

正しい　　誤りである

Q

0.5％次亜塩素酸ナトリウム液で消毒後は
感染性を消失しているので、
感染性廃棄物の取り扱いは必要ない

誤りであるA
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3：HIV（ヒト免疫不全ウイルス）陽性患者の血液で汚染されたリネンに
対して推奨される消毒法

表

HIVの不活化実験に
基づくデータ

WHOが示した
消毒法

オートクレーブ（滅菌） 121℃、20分（藤本ら）＊1 121℃、20分

煮沸 10分（藤本ら） 20分

次亜塩素酸ナトリウム 100ppm、30分（藤本ら）
52.5ppm（Martinら）＊2

0.5％、10～ 30分

グルタールアルデヒド 2％、15分（藤本ら） 2％、10～ 30分

ホルマリン水 1％、20分、37℃（藤本ら）
0.5％（Martinら）

5％、10～ 30分

イソプロピルアルコール 50％、5分（藤本ら）
35％（Martinら）

̶

エタノール 80％、5分（藤本ら）
50％（Martinら）

70％、10～ 30分

紫外線（5×103 J/m3）
放射線（2×105 rad）

不活化されない（Spirre
ら）＊3

̶

（厚生労働省：HIV医療機関内感染予防対策指針，1988）

＊ 1  藤本進（北里大学客員教授）らが、試験管内で HIVの不活化実験を行った結果に基
づき、HIVの滅菌、消毒法を示したもの

＊ 2  Martinらが、HIV（105個）に対し、室温 21～ 25℃、2～ 10分、通常の消毒条件
で行った不活化実験の結果を示したもの

＊ 3  Spirreらの実験結果。Lancet, 26：188–189, 1985
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〔 廃棄物 〕

医療機関は、廃棄物が非感染性であることを明確にする
　感染性廃棄物と非感染性廃棄物は、通常、外見上は区別がつき
ません。そのため、表示がないとすべて感染性廃棄物とみなされ、
トラブルが生じることがあります。
　改正された「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュア
ル」では、これらのトラブルを防ぎ、医療関係機関と廃棄物処理
業者との信頼関係が保たれるよう、医療関係機関などが責任を
もって、廃棄物が非感
染性であることを明確
にするため、廃棄物の
容器に非感染性である
旨を記したラベル（図 

8）をつけることを推奨
しています 2）。よって、
病院で発生する一般廃
棄物には、非感染性で
ある旨を表示するよう
にしてください。

病院で発生する一般廃棄物には、
非感染性である旨を表示することが
推奨されている

0 5 5

正しい　　誤りである

Q

8：非感染性廃棄物ラベルの例図

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部：廃棄物
処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル，

平成 24年 5月改訂版，2012）

非感染性廃棄物
医療機関等名
特別管理産業廃棄物
管理責任者
排出年月日

・ 非感染性廃棄物ラベルの仕様は、関係者間
で合意したものを使用することが望ましい
・ ラベルの大きさや文字は、みやすいものとす
る（特別区［東京 23区］では、縦 55mm×
横 70mm、字体はゴシック体のものを使用
している）
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8：非感染性廃棄物ラベルの例

環境省の感染性廃棄物処理マニュアルで、
非感染性である旨を表示するように推奨している

正しいA

　感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物であることがわか
るように、バイオハザードマークをつけることが推奨されています。
マークがない場合には、「感染性一般廃棄物」「感染性産業廃棄物」と
明記してもよいとされています。

バイオハザードマークC olumn

赤色・橙色・黄色の 3種類がある

赤：液状または泥状のもの（血液など） 

橙：固形状のもの（血液などが付着したガーゼなど）

黄：鋭利なもの（注射針など）
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感染性廃棄物の他の容器への移し替えは、感染リスクを 
高める
　感染性廃棄物の収集・運搬を行う場合は、必ず容器に収納して
収集・運搬しますが、あらかじめ、①密閉できる、②収納しやすい、
③損傷しにくい容器に入れ、密閉しなければいけません。
　また、容器に入った感染性廃棄物を他の容器に移し替えること
は、梱包など理由の如何にかかわらず、血液・体液の飛散・流出
防止の観点から、また移し替える人の感染リスクを高めるため、
原則として行いません。

やむを得ず他の容器に移し替えをする場合
　しかし、何かの事情でやむを得ず感染性廃棄物を他の容器に移
し替えしなければならないケースもあると思います。その場合は、
梱包は「鋭利なもの」「固形状のもの」「液状または泥状のもの」の
3種類に区分して行う必要があります。
　また、「鋭利なもの」は耐貫通性で堅牢な容器を、「固形状のも
の」は、丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、堅牢な
容器を、「液状または泥状のもの」は、廃液などが漏洩しない密
封容器を使用することが推奨されています。

感染性廃棄物を梱包する場合は、
他の容器に移し替えてもよい

0 5 6

正しい　　誤りである

Q

血液・体液は飛散する原因となるので、
移し替えはしない

誤りであるA

（写真提供：［左］スミスメディカル・ジャパン株式会社、
［右］株式会社ジェイ・エム・エス）
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〔 廃棄物 〕

廃棄容器の交換頻度などについては、厳格な取り決めが
必要
　CDC（米国疾病予防管理センター）は、針刺しを防ぐための包
括プログラムの中で、危険な作業の改善、環境中の危険に対する
ための管理上の変更（たとえば、シャープス・コンテナ［耐貫通
性針廃棄容器：図 9］が満杯になったら速やかに取り除くことな
ど）を推奨しています 6）。しかし、針刺しへの有効な対策として、
さらに容器の設計に関して、①小さく、②中身が飛び出さないよ
うな安全な開口部のもので、③容量の 75％以上は針を入れるこ
とができないようなデザインのものを推奨する、というような厳
格な取り決めを設けることを勧めています 7）。また、適切な廃棄
システムとして、針廃棄容器の交換頻度は、容量が満杯になって

針などの鋭利器材専用の
廃棄容器は、
満杯になってから廃棄する

0 5 7

正しい　　誤りである

Q

9：針廃棄容器の例図

（写真提供：［左］スミスメディカル・ジャパン株式会社、
［右］株式会社ジェイ・エム・エス）
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から捨てるのではなく、容量が 80％程度になったら新しい容器
に交換することを推奨しています 8）。満杯になってから捨てよう
とすると、廃棄容器からはみ出た器材で受傷してしまうことがあ
るためです。
　なお、輸液調製などで使用した針など鋭利なものについては、
非感染性であっても、感染性廃棄物と同等の取り扱いを行います。

針刺しの原因となるため、針廃棄容器は容量の
80％程度になったら廃棄する

誤りであるA
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弱毒ワクチンは、漏出により感染の危険がある
　バイアルやアンプルは、医療関係機関などから発生する主な廃
棄物のうち、産業廃棄物にあたりますが、麻しん・水痘・風しん・
ムンプスなどの生ワクチン＊1は、ウイルスが死滅していない弱
毒ワクチンであるため、漏出により感染の危険があります。その
ため、感染性廃棄物として適切に処理しなければいけません。
　ただし、施設内で焼却・溶融・滅菌し、感染性がない場合はこ
の限りではありませんので、施設の状況を確認する必要がありま
す。

生ワクチン投与後のバイアルは、
感染性廃棄物として取り扱う

0 5 8

正しい　　誤りである

Q

＊1 生ウイルス：ウイルスや細菌などの病原体を、別の宿主で継代を繰り返し、または
長期の人工培養継代などによって「弱毒化」し、生きたまま免疫に使用するワクチ
ン。弱毒されたワクチン株は、病原性は失われているが、感染力と感染防御に必
要な抗原性は保持されており、持続的で強い免疫が期待できる。

生ワクチンはウイルスが死滅していないので、
感染性廃棄物として取り扱う

正しいA
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梱包を開けることは、清掃業者の感染リスクを高める
　感染性廃棄物の収集・運搬にあたっては、感染性廃棄物によっ
て運ぶ人に健康または生活環境にかかわる被害が生じないように
行うことが定められています。そのため、一度密閉した感染性廃
棄物の梱包を開けることは、清掃業者の感染リスクを高めるばか
りか、開ける場所によっては療養環境の汚染にもつながる可能性
があるので、行ってはいけません。
　感染性廃棄物は、梱包後は密閉し、中の血液・体液が飛散・流
出しないように取り扱います。感染リスクの点からも、一度梱包
したものを開けて、ごみを追加してはいけません。
　また、感染性廃棄物は、その性状から、収集後、直接、廃棄物
焼却施設などへ運搬することになっています。作業にあたる作業
員は、感染性廃棄物による曝露事故を防止するために、作業中は
個人防護用具（ゴム手袋、保護眼鏡、マスクなど）を着用するこ
とが望ましいでしょう。加えて、万が一曝露してしまっても、直
ちに対応ができるよう、緊急連絡先などについても明示しておく
ことが必要です。

病院内の廃棄物の運搬の際に、
清掃業者が感染性廃棄物の
梱包を開け、ごみを追加してもよい

0 5 9

正しい　　誤りである

Q

感染性廃棄物は梱包後は密閉し、
中の血液・体液が飛散・流出しないように扱う

誤りであるA
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病院と診療所、訪問看護ステーションでは、廃棄物処理の
方法が異なる
　医療関係機関などの施設内における感染性廃棄物は、他の廃棄
物と分別して排出することが望ましいでしょう。
　しかし、診療所など小規模の医療施設においては、分別すると
感染性廃棄物の量が少なくなるような場合もあり、分別の結果、
長期間保管が必要となる状況も考えられます。改正された「廃棄
物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では、このよう
な場合は、鋭利なものや泥状のものに対応する容器を用いるなど
安全性に配慮すれば、感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分別しな
くてもよい、とされています 2）。

診療所や訪問看護ステーションなど
は感染性廃棄物の量が少ないので、
廃棄物の分別をしなくてもよい

0 6 0

正しい　　誤りである

Q

感染性廃棄物の量が少ない小規模医療施設では、
廃棄物の分別をしなくてもよい

正しいA
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注射器など鋭利なものは、使用後は医療機関へ持ち込む
　在宅医療に伴う家庭から排出される廃棄物の適正処理について
は、2005年 9月 8日付で、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル
対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室長名で通達が出さ
れています 9）。この中で、注射器などの鋭利なものは医療機関へ
持ち込み、感染性廃棄物として処理することとし、その他の非鋭
利なものは、区市町村が一般廃棄物として処理することになって
います。
　在宅医療廃棄物の処理の現状と問題点の把握のために 2003年
に行われた区市町村へのアンケート調査では、注射針を含め在宅
医療廃棄物すべてを受け入れている区市町村は 5か所、7.8％（ア
ンケート有効回答 64か所中）で、CAPDバッグなどを受け入れて
いる区市町村は全体の 32か所、50％である、との報告がありま
す 10）。ただし、自治体によっては、事前に相談することで個別
回収を行う場合などもあるので、確認してみるとよいでしょう。

在宅で使用したCAPDバッグは、基本的には医療機関で
処理することが望ましいが、現状では可燃ごみとして出して
構わない
　以上のことから、在宅で使用した CAPDバッグ（図 10）は、
基本的には医療機関で処理することが望ましいですが、現状では
可燃ごみの日に出しても構いません。ただし、CAPDバッグなど

在宅で使用した
CAPD（腹膜還流透析）バッグは、
可燃ごみの日に出してもよい

0 6 1

正しい　　誤りである

Q
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在宅で使用した CAPDバッグは、
現状では可燃ごみの日に出してもよい

正しいA

のビニールバッグ類やチューブ・カテーテル類などのプラスチッ
ク製品は、患者の居住区域の区市町村により可燃、不燃などの取
り扱いが異なる場合があるので、確認が必要です 11）。
　在宅医療が推進されていく中で、廃棄物の処理方法は変更され
つつあるので、今後も動向に注意しましょう。

10：CAPDバッグ図

使用後の CAPD
バッグ

CAPDバッグに記載されているリサ
イクルマーク。一般廃棄物として廃
棄されるとリサイクルできる
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床などの環境表面は微生物で汚染されている
　床にはさまざまな菌が常に存在しています。実際に床面の付着
菌検査を実施すると、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）、
緑膿菌、グラム陰性桿

かん

菌
きん

、真菌など、さまざまな菌が検出され、
当然、消毒が必要のように思われます。たしかに、消毒薬を使用
した直後は細菌数は減少しますが、2時間後にはもとの数に戻る、
といわれています。
　床に直接、傷や粘膜などが触れることはありませんし、床に落
ちたメスをそのまま手術に使うこともないので、床に存在する菌
から感染が起こる可能性はきわめて低いと考えられます。ただし、
乾燥したほこりに菌が付着し、人の動きなどにより舞い上がり、
間接的に感染が起こることも考えられます。しかし、この場合で
も、感染が発症するには一定以上の菌量が必要なので、日常の清
掃により、ほこりの除去を入念に行えば、問題はありません。

手術室などで、次のような光景をよくみかけませんか？
 ●  床に座り込む。
 ●  患者に触れる器材（マンシェット、手台など）を直接、床に置く。
 ●  床に落としたもの（身体の下に敷くタオル、ボールペンなど）
を拾って、そのまま使用する。

 ●  床に這った電源コードの配線をした後で、手指衛生をせずに患
者の処置をする。

手術室や ICUへの入室・退室の
際には、専用スリッパに
履き替える必要はない

0 6 2

正しい　　誤りである

Q
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　手術室や ICUの入室・退室の際に専用スリッパに履き替えるこ
とで、「手術室や ICUの床は清潔」だと勘違いしていませんか。
これは大きな間違いです。専用スリッパに履き替えても、床は微
生物で汚染されています。

スリッパ履き替えの必要はない
 「専用スリッパへの履き替えはしなくてよい」というと、「特別な
対策は必要ない」と誤解を受けるおそれがありますが、専用ス
リッパに履き替えても履き替えなくても、感染に対する重要な対
策は同じです。
　手術室・ICUでの重要な環境対策としては、①ドアの開け閉め
や人の出入りも含めた空調管理、②床面の清掃、③患者ケア時の
手袋使用、④手指衛生、があげられます。重要なことは、「専用
スリッパへの履き替え」ではありません。
 　「専用スリッパへの履き替え廃止」を機会に、空調管理、患者
ケア時の手袋使用、手指衛生の徹底はもちろんですが、床に直接
器材を置かない、床を掃除しやすいように器材をキャスター付き

1：院内感染を防ぐための環境対策例図

棚の下はモップで拭きやすいように
20 cmほど空ける

体位固定具などは、
直接床に置かない
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手術室や ICUの入室・退室の際には、
専用スリッパに履き替える必要はない

正しいA

や壁掛け式にする、棚の下はモップで拭きやすいように 20cm

ほど空けるなど、環境対策を強化することが重要です（図 1）。
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絨毯が感染源？
　 「2006年 12月に、東京都内のホテルにおいてノロウイルス
による集団胃腸炎が発生した。ホテルの利用客の一人が、発症者
が集中している 3階と 25階の両フロアの通路の絨毯の上に嘔吐
をしたが、その処理が、ノロウイルスの消毒に関しては不十分で
あった。このため、かなりのノロウイルスが絨毯に付着し、乾燥
して、その絨毯の上を多くの人が歩くことにより、また絨毯を掃
除機で掃除したことなどから、空中にノロウイルスが飛散し、経
口感染につながった可能性がある」1）。
　この事例からもわかるように、一般的に絨毯は、通常の床に比
べて清潔を維持することが困難であり、管理には十分な注意が必
要です。血液・体液によって床が汚染されやすいエリアや、多く
の人が頻繁に立ち入るエリアは、確実な湿式清掃が重要ですが、
絨毯を敷いていると実施するのは難しくなります。よって、感染
管理上は、できれば絨毯は使用しないほうが望ましいでしょう。

絨毯を使用する場合は、清掃がしやすいものを選ぶ
　病院内の静粛を保つため、また共有エリアや特別室などの美観
や豪華さを出すため、また患者が転倒した場合の安全性の考慮な
ど、種々の理由により、病院の床に絨毯を使用する場合が考えら
れます。

共有エリアや特別室（差額ベッド）
などの床には、美観や
転倒時の安全のために、
絨毯を使用するとよい

0 6 3

正しい　　誤りである

Q
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　前述のように、できれば絨毯は使用しないほうが望ましいので
すが、どうしても絨毯を使用しなければならない場合や、すでに
絨毯を使用している場合などは、CDC（米国疾病予防管理セン
ター）の「医療施設における環境感染管理のためのガイドライン」2）

1：絨毯などの取り扱いについてのCDC勧告
（「医療施設における環境感染管理のためのガイドライン」）

表

勧告－環境改善事業
Ⅲ　絨毯と布性備品（抜粋）
A.  医療施設の公共エリアおよび一般患者ケアエリ
アの絨毯は、ほこりの分散を最小限とするよう
に設計され、よく整備されている状態で定期的
に掃除機をかけなさい。

カテゴリーⅡ

B.  エアロゾルの発生を最小にして、かすがまった
く、またはほとんど残らない方法で、施設の方
針で決められたように、絨毯は徹底的なクリー
ニングを定期的に行いなさい。

カテゴリーⅡ

C.  患者ケアエリアで、往来が激しい場所や、水滴
で濡れるようなことがしばしば発生するところ
（たとえば熱症治療ユニット、手術室、検査室、
あるいは集中治療室）では、絨毯の使用を避けな
さい。

カテゴリーⅠC

D.  絨毯が水滴で濡れるのを管理するための適切な
方法に従いなさい。

  直ちに血液や生体物質のこぼれた部分をきれい
にしなさい。

  もし水滴による濡れがタイルカーペット上で起
こったならば、血液・体液もしくは生体物質で
汚染されたタイルカーペットを交換しなさい。

カテゴリーⅠC

カテゴリーⅠC

E.  真菌（カビ）の成長を防ぐために、濡れた絨毯を
徹底的に乾燥させ、菌類の成長を防ぎなさい。
72時間濡れたままにされた絨毯は、取り替えな
さい。

カテゴリーⅠB

G.  免疫不全患者を収容しているエリアでの通路や
病室で（たとえば防護隔離エリア）、絨毯は使用
しないようにしなさい。

カテゴリーⅠB

（Centers for Disease Control and Prevention : Guideline for environmental
 infection control in health-care facilities, 2003.

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/eic_in_HCF_03.pdf）
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（表 1）などを参考にして、病院における環境感染管理のために
適切な方法で取り扱うことが重要です。病院環境を感染管理の視
点で考えると、絨毯を使用する場合は、清潔が維持できるような
清掃管理が日常的に行われるよう、ほこりが溜まりにくく、掃除
しやすいデザイン、構造、材質のものを採用するようにしましょ
う。

感染管理上は、共有エリアや特別室などでも、
絨毯は使用しないほうがよい

誤りであるA
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〔 環境管理 〕

花瓶の水は病原体により汚染されている
　切り花の花瓶の水は、頻繁に交換しないと、病原体の生息場所
になり、病原体の数や種類は次第に増えていきます。
　花瓶の水からは、緑膿菌が最も頻回に分離されます。緑膿菌は、
キクの花や鉢植え植物から直接分離されます。また、花（新鮮花
もドライ花も）や装飾用植物にはアスペルギルスが多く、これが
空気中に散布される可能性があり、好中球数が著しく減少してい
る患者にとっては重大な問題になります。

免疫不全患者では、花瓶の水や鉢植え植物は感染源に 
なる
　CDC（米国疾病予防管理センター）の「医療施設における環境感
染管理のためのガイドライン」2）では、「免疫抑制を受けている患
者のケアエリアにおいては、生花にしてもドライフラワーにして
も、鉢植えの植物にしても許可してはならない」と述べられてい
ます。病室への植物の持ち込みは、患者の状態により許可しない
場合があります。しかし、免疫不全がなければ、花瓶の水や鉢植
え植物は感染源とはなりません。

花瓶の水や鉢植え植物は慎重に対応する
　花や植物は、患者に直接接しないスタッフが世話をするように
します。もし患者に直接接するスタッフが花の世話をしなければ

感染リスクの低い患者であれば、
鉢植えや生花などの植物は
感染源とはならない

0 6 4

正しい　　誤りである

Q
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ならない場合は、植物を扱うときに手袋を着用し、手袋を脱いだ
後は必ず手指衛生を行います。花瓶の水は毎日交換し、水は患者
のいる環境から離れた流し台に捨てるようにしましょう。
　しかし、患者自身が花や植物の世話をする場合や、上記のよう
に適切な管理が難しい場合などを考慮すると、たとえ感染リスク
の低い患者の病室であっても、鉢植えや生花などの植物は持ち込
まないほうがよいと考えられます。

感染リスクの低い患者であれば、
鉢植えや生花などの植物は感染源とは
ならないが、適切な管理が難しいため、
できれば病室には植物は持ち込まない
ほうがよい

正しいA
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滅菌水から水道水へ
　2005年 2月の医療法施行規則の一部改正では、手洗い設備に
ついて、「水道水による手洗いを行うことができる清潔な設備で
ある必要があるが、手洗い水は管理された水道水で十分であり、
あえて滅菌水を使用する必要はない」としています 3）。現在では、
滅菌水から水道水に切り替えた施設が増えています。

病院の水道水の管理
　病院の水道水は、受水槽式給水（貯水槽水道）により供給され
る水を使用している場合が多いと思います。水道法では、「受水
槽式給水」では受水槽に入るまでの水については水質の保証がさ
れますが、受水槽以降の給水施設、およびこれによって供給され
る水については、施設の設置者が責任をもって管理しなければな
りません。つまり、施設の設置者の責任において、手洗い設備や
水道により供給される水については、常時清潔に保たれるよう適
切な管理が行われている必要があります。
　水道法では、以下の管理が義務づけられています。
 ●  一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が 100以下。
 ●  大腸菌が検出されない。
 ●  蛇口から出る水道水の残留塩素濃度は 0.1mg/L以上に保つ。

水道水を使用する手洗い設備は、
常時清潔に保たれるよう
適切な管理がされていれば、
滅菌水装置のように
特別な管理は必要ない

0 6 5

正しい　　誤りである

Q
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水道水は、お湯を混合すると残留塩素濃度が低下する
　院内の水道水では、水道水とお湯を混合した場合、残留塩素濃
度が低下する可能性があります（表 2）。手洗いを行う場合は、
温度管理などに注意が必要です。

管理のポイント
　病院で使用する水道水は、清潔に保たれるよう適切な管理が行
われていれば、滅菌水のような特別な管理は必要ありません。日
常的に以下の点に注意して管理しましょう。
 ●  定期的に院内の水道水の残留塩素濃度を複数の蛇口で測定する
（最低でも 7日以内、できれば毎日）。

 ●   一昼夜使用しない手術室の手洗い水や、長い時間使用しない水
道水などは、使用する前に停滞している水が入れ替わるまで、
数分間水を流してから使用する。

 ●  シャワーヘッドは、スケール（シリカ）が付着しないよう、定
期的に洗浄する。

2：水温別の遊離残留塩素濃度測定結果表

混合栓の水温 40℃ 35℃ 30℃ 25℃ 20℃
遊離残留塩素濃度 0 0.1mg/L 0.2mg/L 0.3mg/L 0.4mg/L

（さいたま市立病院調べ）

水道水を使用する手洗い設備は、
滅菌水装置のように特別な管理は必要ない

正しいA
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〔 環境管理 〕

床の日常清掃はオフロケーション方式で行う
　従来は、モップをすすぎながら拭いていく方法で床清掃を行っ
ていました。これをオンロケーション方式と呼びます。この清掃

清掃の際は、
一定領域に使用したモップを
きれいなモップに
交換しながら作業する

0 6 6

正しい　　誤りである

Q

2：オンロケーション方式とオフロケーション方式の違い図

①

② ③

④

⑤

オンロケーション方式

① モップを水に
浸し、床を拭
く

② モップが汚れ
たら、水です
すぐ

③ すすいだモッ
プで清掃を続
ける

オフロケーション方式

① きれいなモッ
プを多数用意
する

② 清潔なモップ
で床を拭く

③  ④汚れたら、
新しいモップ
に取り替える

⑤ 新しいモップ
で清掃を続け
る

①

②

③

次第に水が
汚れていく
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方法では、モップをすすぐとすぐにバケツの水が汚れてしまうた
め、結果的には汚れた水で床を拭いていることになります。
　現在は、モップが汚れたらきれいなモップと交換する「オフロ
ケーション方式」による湿式清拭が推奨されています（図 2、表 

3）。オフロケーション方式による湿式清拭は音が静かで、ほこ
りがたつこともなく、また最初から最後まできれいなモップで拭
くことになり、非常に衛生的な方法です。

〈オフロケーション方式の手順〉
① きれいなモップを多数用意して、それぞれ水に浸し、床が濡れ
すぎない程度に絞る。
② 清拭モップは一方向に向って拭くため、長方形でフラットな形
のモップであれば、ほこりや汚れはモップの進行方向の先端に
付着し、後ろのきれいな部分で湿式清拭が行われる。
③ 使ったモップはその場ではすすがず、専用のバケツなどに入れ
る。
④ モップは、清掃終了後にまとめて洗濯機で洗う。その際、でき
ればリネンと同様、80℃で 10分以上かけて洗う。

3：オンロケーション方式とオフロケーション方式の違い表

オンロケーション方式 オフロケーション方式

方法

・ 床を拭くごとにモップをす
すいで拭く

・ 一定領域を拭いたモップを
きれいなモップに交換しな
がら拭く。清掃終了後に一
括で洗濯する

結果 ・ すすぎ水が汚れ、汚れた水
で拭くことになる

・ 常にきれいな水で拭くこと
になり、床の黒ずみを防ぐ

効果

・ 洗剤を使う場合、洗浄液が
汚れて洗浄力が低下するの
で、途中で廃棄、交換の必
要がある
・ 不経済

・ 洗剤は汚染されないので、
最後まで洗浄力の低下がな
く、補充するだけでよい
・ 経済的
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清掃の際は、一定領域に使用したモップを
きれいなモップに交換しながら作業する
オフロケーション方式で行う

正しいA

⑤ 必要があれば、消毒して乾燥させる。
⑥ モップを消毒する場合には、すすぎの水に 0.1％（1,000ppm）
次亜塩素酸ナトリウム液を入れ、30分間以上浸漬する。
⑦ その後、できれば乾燥機などを使用して、しっかり乾燥させる。
⑧ 乾燥を怠ると、モップ自体に菌が繁殖し、そのモップを使用す
ることにより院内に菌を拡散することとなるので、注意する。
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〔 環境管理 〕

床を消毒薬で清掃した直後は細菌数が減少するが、 
2時間でもとの数に戻るといわれている
　床にはさまざまな菌が常に存在していますが、床に存在する菌
から感染が起こる可能性はきわめて低いといわれています。
　環境表面は定期的に清掃することが重要です。また、血液や排
泄物などで汚れた場合は、直ちに清掃・消毒する必要があります。

床の清掃は、原則として洗浄剤を用いた湿式清掃でよい
　一般病室はもちろん、手術室や造血幹細胞移植患者の病室でも、
床などの低頻度接触環境表面は、洗浄剤を用いた湿式清掃を 1

日 1回行います。原則として、血液などによる汚染がない限り、
消毒薬を用いる必要はありません。
　重要なことは、毎日の清掃時（特に、医療者や患者の手が頻繁
に接触する環境表面の清掃時）や手洗い時などに、手指衛生を遵
守することです。

環境表面の汚れの内容が不明だったり、多剤耐性菌に 
よる汚染の可能性がある場合には、消毒薬入り洗浄剤で
清掃する
　ただし、長期間環境表面に生存しうるMRSA（メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌）や VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）などの感
染症患者の病室は、医療者や患者の手が頻繁に接触する環境表面

感染症の患者が入室していた
部屋の床の清掃には、
消毒薬を使用したほうがよい

0 6 7

正しい　　誤りである

Q
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は最低 1日 1回、また、退院時にも消毒薬入り洗浄剤を使用し、
十分な清掃を行います。
　消毒薬入り洗浄剤とは、ベンザルコニウム塩化物、ベンゼトニ
ウム塩化物などの第四級アンモニウム塩、塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシンなどの両性界面活性剤などの洗浄効果のある低水
準消毒薬入り洗浄剤のことです。
　CDC（米国疾病予防管理センター）の「隔離予防策のためのガイ
ドライン」4）や「医療環境における結核菌の伝播予防のためのガ
イドライン」5）では、「感染経路別予防策が必要な患者の病室や
ベッドサイドの器具は、感染微生物による汚染が特別の清掃を示
唆しない限り、標準予防策で行われるのと同じ方法で清掃する」
と勧告しています（CDCによる勧告では、クロストリジウム・
ディフィシルによる集団感染時は、次亜塩素酸ナトリウム液を環
境に適用すること、とされています）。

感染症の患者が入室していた部屋の床でも、
特別な場合を除き、原則として清掃に
消毒薬を使用しなくてよい

誤りであるA
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病院の床のワックスがけは、
直接的な感染予防対策にはならない

誤りであるA

〔 環境管理 〕

病院内の床はノンクリティカル（低リスク）に分類される
　感染予防上、病院内の床はノンクリティカル（低リスク）に分
類されます。しかし、床にはほこりが存在することを考えると、
清掃しやすい床の材質や構造、清掃方法などは非常に重要です。
　病室の床はハードフロアの場合が多く、その表面にすり傷がつ
くことを防ぐため、あるいは床材の保護膜として、定期的にワッ
クスを塗布しています。しかしワックスは、アルコールや次亜塩
素酸ナトリウムなどの薬品により剥がれてしまったり、ベッドや
器材の移動時に傷がついてしまうこともあります。

ワックスがけにより、清潔な環境を保つことは重要である
　病院の床をワックスがけしても、直接的な感染予防対策にはな
りません。床についた傷などにはほこりや汚れがつきやすいので、
定期的ワックスがけを行い、しっかりメンテナンスすることで、
清掃の行き届いた清潔な環境を保つことは重要です。また、ワッ
クスが剥がれないような清掃方法なども非常に重要です。ヨー
ロッパなどでは、ノーワックスで管理できる床材が普及しています。

病院の床のワックスがけは、
感染予防のうえでも重要である

0 6 8

正しい　　誤りである

Q
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〔 環境管理 〕

床が血液などで汚染された場合は、消毒薬で処理する 
必要がある
　CDC（米国疾病予防管理センター）の「手術部位感染防止ガイド
ライン」では、「手術中に表面や機器が目にみえて汚れた場合は、
次の手術の前に、EPA（米国環境保護局）承認の消毒薬入り洗浄
剤を用いて汚染箇所を清浄化しなさい」「その日の最後の手術終
了後、EPA承認の消毒薬入り洗浄剤を用いて、手術室床面のウェッ
ト ･バキューム（湿性吸引）清掃を行うこと」と記載されていま
す 6）。
　床が血液・体液などで汚染された場合、汚染箇所の処理には消
毒薬が必要です。しかし、消毒薬は血液・体液などの有機物で不
活化されるため、まず、血液・体液を拭き取る必要があります。
通常、まず「汚染箇所だけ」をピンポイントで拭き取った後に、
0.1％次亜塩素酸ナトリウム液で清拭清掃します。

次亜塩素酸ナトリウムは作業者が曝露するおそれがある 
ため、広範囲の汚染箇所には使用を控えたほうがよい
　汚染箇所が「広範囲」な場合は、次亜塩素酸ナトリウムなどの
塩素系消毒薬を使用することで、作業者が消毒薬に曝露するおそ
れがあります。また、塩素系消毒薬はワックスを剥がしてしまう
ため、床に汚れがつきやすくなってしまいます。

手術室の床は血液などで
広範囲に汚染されるので、
床全体を高濃度次亜塩素酸
ナトリウム液で消毒する必要がある

0 6 9

正しい　　誤りである

Q
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　したがって、広範囲な汚染箇所に対しては、十分に汚れを除去
した後に、0.2％塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液、0.2％
ベンザルコニウム塩化物液、0.2％ベンゼトニウム塩化物液など
の消毒薬入り洗浄剤を使用するのがよいでしょう。

作業者の曝露防止やワックスの剥落防止のため、
塩素系以外の消毒薬を使用する

誤りであるA
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〔 環境管理 〕

リネンを床などに広げて分別するような行為は、環境を汚染
する
　使用済のリネンには、髪の毛や皮膚の角質片（落

らく

屑
せつ

）などが多
く付着しています。シーツ交換の際に、リネンを種類別に分けよ
うとして、リネンを床に置いたり廊下に広げたりすると、他の患
者やリネンを取り扱う職員、環境などへ汚染を広げることになり
かねません。
　シーツや枕カバーなどのリネンの種類の違いによる分別がどう
しても必要な場合は、患者ケア区域外の換気が整った別の場所や
洗濯工場などで、マスクなどの個人防護用具を着用した状態で行
います。

患者に使用したリネンは、病棟では、血液・体液・排泄物
などの湿性生体物質で汚染されている感染性リネンと、 
それらに汚染されていない一般のリネンに分別する
　患者に使用したリネンは、感染性リネンと区別し、専用のラン
ドリーバッグや一般のリネン袋に入れて回収し、通常の洗濯をし
ます。シーツ交換時は、各病室内に専用のランドリーバッグを持
ち込み、直接回収するようにします。
　血液・体液・排泄物などの湿性生体物質で汚染されている感染
性リネンはほかのものと区別し、カラーリングしたビニール袋や

患者に使用したリネン類は、
洗濯しやすいように、
病棟でリネンの種類ごとに
分別しておく

0 7 0 

正しい　　誤りである

Q
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水溶性ランドリーバッグに入れて密閉し、感染性であることを明
記して運搬します 7）。他のものと混同しないように管理する必要
があります。この分別は、一般のリネンと感染性リネンの洗濯工
程が異なるために必要です。

使用済リネンの取り扱いのポイント
　シーツ交換時は、汚染物を周囲へ撒き散らさないよう、シーツ
の中へ包み込むように処理します。
　リネンの搬送には、清潔なリネンと患者に使用したリネンは別
の搬送用カートを使用します。また、汚染を予防するために、ど
ちらも覆いが必要です。
　適切な方法で洗濯されたリネンは、清潔に取り扱う必要があり
ます。運搬だけでなく、保管に関しても汚染を受けないよう注意
が必要です。保管場所の環境（ほこりや湿気など）、清掃状況な
どを確認し、清潔に管理することが重要です。
　感染性リネンの取り扱いに関しては、Q71を参照してください。

病棟では、シーツ交換の際に、
リネンの種類を分けるための分別は行わない

誤りであるA
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〔 環境管理 〕

血液・体液・排泄物などの湿性生体物質で汚染されている
リネンは、感染性リネンとして取り扱う
　標準予防策（スタンダード・プリコーション）の考え方では、
血液・体液・排泄物などの湿性生体物質で汚染されている場合は、
感染性があるものとして取り扱うことが基本です。したがって、
湿性生体物質で汚染されているリネンは“感染性リネン”として
取り扱います。
　感染性リネンの取り扱い時は、必ず手袋を着用して処理します。
また、感染性リネンは一般のリネンとは区別し、カラーリングし
たビニール袋や水溶性ランドリーバッグに入れ、感染性であるこ
とを明記して運搬します。

感染性リネンの消毒方法
　感染性リネンの消毒には、温水・熱湯消毒と、次亜塩素酸ナト
リウムなどの消毒薬に浸漬する方法が用いられます。
温水・熱湯消毒

　温水・熱湯消毒の場合は、汚染を水洗除去した後に、80℃・10

分間などの工程で、温水や熱湯などを使用できる洗濯機で洗濯後、
乾燥させます。
消毒薬への浸漬

　消毒薬に浸漬する方法では、次亜塩素酸ナトリウムの場合は、
すすぎの工程で次亜塩素酸ナトリウム液（0.05～ 0.1％）に 30

分間浸漬処理し、乾燥させます。色物や柄物など、塩素系の漂白

感染症患者に使用したリネンは、
感染性リネンとして取り扱う

0 7 1 

正しい　　誤りである

Q
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剤が使用できない場合は、温水・熱湯消毒、または通常の温度で
の洗濯後に、高温乾燥機にかけて熱処理を行います。
　事前に洗浄されていないリネンを消毒薬に浸漬しても、有機物
により不活化され、消毒効果が得られません。そのためにも、一
般のリネンと、血液・体液・排泄物などの湿性生体物質で汚染さ
れている感染性リネンをしっかり分別することが重要です。

“誰が使用したか”ではなく、“湿性生体物質で汚染され
ているか”により、取り扱い方法を判断する
　感染症を発症していない患者が使用したリネンであっても、血
液・体液・排泄物などの湿性生体物質で汚染されている場合は、
「感染性リネン」として取り扱うことが重要です。また逆に、た
とえ感染症の患者が使用したリネンであっても、ただ寝ていただ
けで湿性生体物質による汚染のないリネンは、感染性リネンとし
て扱う必要はありません（感染症法による指示がある場合は除く）。

「感染症患者に使用したリネンだから
感染性リネン」と考えるのは間違いである

誤りであるA
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〔 環境管理 〕

病院で使用するリネンは、洗剤と温水による洗濯によって
十分に清浄化をしたうえで再利用する
　病院で使用するリネンは、通常は、洗剤と温水による洗濯によっ
て十分な清浄化をしたうえで、再利用します。ただし、病院でリ
ネン処理を依頼している業者などが、リネン処理の許可を受けて
おり、日本において勧告されているリネンの洗濯処理条件を満た
しているかどうかを確認することが必要です。
　80℃・10分以上の温水・熱湯による洗濯などの基本条件で処
理されていれば、問題はありません。また、温水・熱湯による洗
濯処理ができない場合でも、0.05～ 0.1％次亜塩素酸ナトリウム
液などの消毒薬（表 4）を加えた洗濯方法や、高温乾燥・アイロ
ンがけによる加熱処理は、微生物減少に効果があります。これら
の方法で洗濯処理されたリネンは、消毒されたリネンとして取り
扱うことができます。

新生児でも、通常の場合、消毒されたリネンを使用しても
問題ない
　新生児の皮膚は生体防御機構が未成熟なため、感染リスクがあ
ると考え、新生児に使用するリネンを滅菌している場合がありま
す。しかし、リネンに直接、創傷などが触れない限りは、消毒さ
れたリネンであれば問題ありません。
　ただし、以下の内容に関しては確認が必要でしょう。
 

新生児に使用するリネンは、
滅菌したほうがよい

0 7 2 

正しい　　誤りである

Q
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 ●  洗濯処理方法が適切であるか。
 ●  洗濯後のリネンの保管・運搬方法が適切であるか。
 ●  リネンの保管に関して、リネン室や病棟では専用のリネン庫や
キャビネット、保管専用の覆い付きのカートなどを使用するな
ど、病院内でのリネンの保管方法が適切であるか。

　また、せっかく清潔に保管されているリネンですから、取り扱
い時にはむやみに触らない、などの注意が必要です。

4：温水・熱湯による消毒ができない物品に用いる消毒薬表

  ● 0.05～ 0.1％次亜塩素酸ナトリウム液
  ● 0.1～ 0.2％ベンザルコニウム塩化物液
  ● 0.1～ 0.2％ベンゼトニウム塩化物液
  ● 0.1～ 0.2％塩酸アルキルジアミノエチルグリシン液

新生児に使用するリネンだからといって、
滅菌する必要はない

誤りであるA
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〔 環境管理 〕

水で濡らした清拭用タオルには、細菌が繁殖する
　水で濡らしたタオルをビニール袋に入れて経過日数ごとに細菌
培養調査を行ったところ、翌日には約 500cfu/mLの細菌が検出
されました（表 5）。
　タオルポット（タオルウォーマー）内のタオルがくさかったこ
とはありませんか？ 水で濡らしたタオルは、3日目には臭うよ
うになりました。特にタオルポット内は、扉を開けたときに臭い
ます。これは、清拭用タオル自体やタオルポットの庫内に細菌が
繁殖しているためと考えられます。

清拭用タオルとタオルポットは適切に管理する
　清拭用のタオルは、清潔に管理する必要があります。
　タオルポットの庫内温度は、通常、65～ 80℃程度です。この
温度は一般細菌の多くを死滅させる温度ですが、不適切な管理で
は細菌の繁殖が起こります。清拭用タオルは下記の点に注意し、
清潔に管理しましょう。
 ●  清拭用タオルは洗濯後、清潔に保管する。
 ●  タオルは、できるだけ使用直前に濡らす。

清拭用タオルは、タオルポットで
加温されていれば、
衛生上は問題ない

0 7 3 

正しい　　誤りである

Q

5：水道水で作成した清拭用タオルの細菌培養結果表

経過日数 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
細菌数（cfu/mL） 476 796 1,208 1,432 1,476 無数 無数

（さいたま市立病院調べ）
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 ●  清拭車（タオル蒸し器）を使用する場合は、蒸しあげたタオル
をビニール袋などに入れ、タオルポットで保温する。

 ●  24時間で使用しなかったタオルは、洗濯へ出す。
 ●  タオルポットや清拭車は、1日 1回は必ず庫内を乾燥させる。

　タオルポットや清拭車は、電源を切った後に温度が低下し、ま
た水分があるので、細菌の繁殖が起こりやすい環境といえます。
水垢がこびりついていたり、ヌルヌルしていませんか？ 1日 1

回は必ず電源を切った後に扉を開け、庫内を清掃した後に乾燥さ
せましょう。また、濡れたタオルを直接入れて使用していると、
庫内が錆びる原因になります。必ずビニール袋などに入れた状態
で保温します。

清拭用タオルは、タオルポットによる
加温では殺菌されない

誤りであるA
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頻繁に手が接触する環境表面は、最も汚染されている
　患者間の微生物の伝播や、長期間環境表面に生存している微生
物の伝播に関して、最も注意する必要があるのは、頻繁に手が接
触する環境表面です。
　CDC（米国疾病予防管理センター）の「隔離予防策のためのガイ
ドライン」では、病原体が感染または定着している患者が入って
いた病室に新たに入院してきた患者は、ベッド柵、床頭台、ドア
ノブなどの環境表面やベッド周辺の器具や物品が適切に清掃され
なければ、感染リスクが高くなる、と指摘しています 4）。

清拭清掃のポイントと注意点
　病原体が感染または定着している患者が入室していた病室は、
退院時に十分に清掃するだけでなく、日常から、医療者や患者の
手が頻繁に接触する環境表面を最低 1日 1回、清拭清掃する必
要があります。この場合の清掃には、洗浄剤を使用します。
　しかし、接触感染する微生物による汚染が考えられる場合は低
水準消毒薬やアルコールなどを用いて、血液・体液による汚染が
ある場合は次亜塩素酸ナトリウム液を用いて、1日 1回以上清拭
清掃します（図 3）。特に細菌検査陽性患者が増え続けている場
合などは、日常的に実施している清掃やベッドサイドの環境表面
の清拭清掃などが手順どおり適切に行われているかどうかを確認
する必要があります。

日常的な清掃では、
手が触れる環境表面の
清拭清掃が重要である

0 7 4

正しい　　誤りである

Q
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　清拭清掃に環境消毒薬を使用する場合は、アルコールには可燃
性があるので、広範囲に用いないよう注意が必要です。また、ア
ルコールはプラスチックなどの表面を変性させるので、注意して
使用します。
　清拭清掃が困難な器材などは、ドレープなどのカバーをかけ、
そのカバーを定期的に洗浄し、必要に応じて消毒します。

患者周辺の環境に手が触れた場合は、手指衛生を行うこと
が基本
　医療関連感染の発生率は、一般的に、空気や環境表面の細菌汚
染とは関係がないと考えられているので、環境の細菌検査を定期
的に行う必要はないとされています。CDCの「医療施設における
環境感染管理のためのガイドライン」でも、「医療機関は、空気、
水、および環境表面の無作為な目的の不明確な微生物検査はする
べきではない」としています 2）。また、CDCの「手術部位感染防
止ガイドライン」は、手術室における日常的な環境微生物検査の
必要はない、としています 6）。環境の微生物検査が必要な場合と
は、医療関連感染のアウトブレイクが、疫学的に環境汚染が原因

3：環境表面の清拭清掃方法図

●  医療者・患者の手が
頻繁に触れる環境表
面

●  接触感染する微生物
による汚染が考えら
れる環境表面

●  血液・体液による汚
染がある環境表面

 最低 1日 1回、洗浄剤
による清拭洗浄

1日 1回以上、低水準
消毒薬やアルコールに
よる清拭洗浄

 1日 1回以上、洗浄剤
で汚れを落とした後
に、アルコールなどに
よる清拭洗浄

ベッド柵

ドアノブ 血液が付着
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であると疑われた場合です。
　患者への微生物の伝播に関して最も重要なことは、患者周辺の
環境に手が触れた場合には、手洗いなどの手指衛生を遵守すると
いうことです。これが基本であることを忘れてはなりません。

日常的な清掃では、手が頻繁に触れる
環境表面の清拭清掃が、
感染防止のうえからも重要である

正しいA
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〔 環境管理 〕

血液・体液・排泄物などの湿性生体物質に汚染された 
リネンは、感染性がある
　標準予防策（スタンダード・プリコーション）では、MRSA感
染症患者に使用したリネンだから感染性があると考えるのではな
く、血液・体液・排泄物などの湿性生体物質に汚染されたリネン
は、感染性があるものとして取り扱います。感染性リネンの取り
扱いについては、Q71（p.161）を参照してください。

家庭で洗濯する場合も、通常の洗濯方法でよい
　MRSA感染症患者に使用したリネン類を家庭で洗濯する場合、
次のような指導をしていませんか。
 ●  洗濯前に、家庭用漂白剤で消毒する。
または、
 ●  洗濯前に、温水や熱湯に浸漬する（80℃の温水に 10分間浸漬
など）。
有機物などが付着したリネン類をそのまま消毒薬に浸漬して

も、消毒効果は十分に得られません。また、家庭用漂白剤は、色
物・柄物のリネンには使用できません。血液や体液などの湿性生
体物質による汚染がある場合、洗濯前に温水や熱湯に浸漬すると、
タンパク質が固まり、汚れを落とすことができません。
リネン類を家庭で洗濯する場合でも、通常の洗濯方法で適切な
保管管理が行われていれば、感染リスクは低いと考えられます。

MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）
感染症患者に使用したリネンは、
消毒してから洗濯する

0 7 5

正しい　　誤りである
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家族が感染を心配するようであれば、下記のように指導しましょ
う。
 ●  漂白剤が使用できるリネン類は、通常の洗濯のすすぎの工程で
家庭用漂白剤を使用する。

 ●  漂白剤が使用できないリネン類は、特に血液・体液などの湿性
生体物質で汚染されている場合は、水で予洗した後に温水で洗
濯するか、通常の洗濯後に温水や熱湯に浸漬する（80℃の温水
に 10分間浸漬など）。
　一般に、65～ 100℃の温水・熱湯による処理は、感染が問題
となるほとんどの微生物を死滅させることができると考えられま
す。日本では、温水によるリネンの消毒は、「80℃・10分間浸漬」
と勧告されています。
　また、天日に干すよりも、通常の洗濯後に、高温乾燥やアイロ
ンがけによる加熱処理を行うと、微生物の減少に効果的です｡

MRSA感染症患者に使用したリネンであっても、
消毒の必要はない

誤りであるA
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〔 血液媒体感染対策 〕

血液媒介病原体とは
　血液媒介病原体には、HBV（B型肝炎ウイルス）、HCV（C型肝
炎ウイルス）、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）などがあります。
　病院で働く医療者、清掃関係者、廃棄物取り扱い業者などは、
血液・体液と接触する機会（血液・体液曝露と呼びます）が多いた
め、感染の危険が非常に高い職種です。血液・体液曝露の場面と
しては、主に、針刺しや、メス・ガラス片などの鋭利物による切
創があげられます。また、処置中に血液・体液の飛散を受けたり、
清掃や器材取り扱い時、感染性廃棄物取り扱い時に、血液・体液
が粘膜や傷のある皮膚へ接触したりする可能性も考えられます。
　しかし、血液・体液曝露を受けた人がすべて感染を起こすわけ
ではありません。たとえば、1回の針刺しによる感染の確率は、
HBVの場合は約 30％です 1）。感染を起こすには、接触した血液・
体液の量や傷の深さ、またウイルスそのものの感染力などが影響
します。

血液・体液曝露予防の実際
　血液・体液の曝露予防の最も基本となるのが標準予防策（スタ
ンダード・プリコーション）です。血液・体液に触れる可能性が
ある場合は、職種・業務内容を問わず、適切な個人防護用具を着
用することが望まれます。
　その他の具体的な対応策を以下に示します。
① 針や鋭利なものを廃棄する場合は、耐貫通性で、かつ液漏れし

血液媒体病原体は、性感染が
唯一の感染経路である

0 7 6

正しい　　誤りである
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ない感染性廃棄物容器を使用する。また、容器を廃棄する際は、
最終廃棄処理までの間、容器が密閉できるものがよい。
② 感染性廃棄物容器は、廃棄物が容量の 80％程度になったら、
新しい容器に交換する。
③ 針やメスなど鋭利器材の使用後は、すぐに廃棄ができる環境を
整える。
④ 針は、どのような針でもリキャップをしない。
⑤ 適切な器材選択と使用方法を統一化する（安全装置付き器材の
導入、手術室におけるハンズフリーテクニックなど）。

鋭利器材は直接受け渡ししない
　手術中の鋭利器材の受け渡し時に受傷するケースは少なくあり
ません。1996～ 2010年のエイズ拠点病院における針刺し・切
創報告によると、「手術部」においての針刺しは全体の 27％を占
めており、病室の 32％に次いで第 2位になっています。また、
原因器材では、縫合針が全体の 17％を占めており、注射針に次
いで第 2位となっています 2）。介助中に、台の上に置いてあった
縫合針を手で引っかけてしまい、切創するといったケースもあり
ます。

1：ハンズフリーテクニック図

鋭利器材は直接手渡し
せず、中間ゾーンやト
レイの上で受け渡しを
行う
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　これらのことから、術野で使用する鋭利器材は直接手渡しをせ
ず、中間ゾーンやトレイの上で受け渡しを行うハンズフリーテク
ニック（図 1）が推奨されています。また、介助者は、術者から
直接受け取った縫合針などの鋭利器材を台の上に無造作に置か
ず、専用容器や専用シートに回収することも、針刺し・切創防止
対策の一つです。
　最近では、縫合針の安全器材として鈍針が普及してきており、
手術室内の針刺し・切創の減少に非常に効果がある、という報告
もあります 3）。また、こうした対応に加え、手術室では接触する
血液量も多いことから、術者や介助者は二重手袋をして自分の身
を守るといった姿勢も必要です。

血液媒介病原体は、医療の現場で、
針刺し・切創などによる
血液・体液との接触により、感染を引き起こす

誤りであるA
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HBV（Ｂ型肝炎ウイルス）感染の危険性
　Ｑ 76で、血液媒介病原体の中でも HBVは、1回の針刺しで感
染する確率が非常に高い 1）と示しました。1回の針刺しによる感
染の確率が 30％というのは、HBVで汚染した針を 100人の人が
刺した場合、30人が感染してしまうということです。ある研究
では、HBV感染を起こした医療者の 1/3は、Ｂ型肝炎患者のケ
アをしたことはおぼえているものの、明らかな針刺し・切創を起
こした記憶がない、と報告されています 4）。
　このことから、HBVは針刺し・切創以外に、粘膜や傷のある皮
膚への血液 ･体液接触によっても感染する可能性が高いことがわ
かります。よって、HBV対策の基本は、針刺し・切創後に始める
のではなく、事前の策から始めることが重要です。
　HBV曝露後の予防策を表 1に示します。

HBVワクチンの必要性
　HBVは他の血液媒介病原体に比べて感染の危険が高い一方、
唯一ワクチンで予防することができるウイルスです。よって、血
液や体液、それらに汚染されたものを扱うすべての職種の人は、
医療職に限らず学生も含めて、HBVワクチンを接種し、HBVに

対する免疫を獲得しておく必要があります。HBVワクチン接種
を行い、抗体が陽性になれば、HBV感染の危険はありません。
　HBVワクチンを接種し、数年後に抗体が陰性化する場合があ
りますが、これは、HBVワクチンによって誘導された抗体産生が、

HBV（Ｂ型肝炎ウイルス）は、
ワクチンで予防が可能である

0 7 7
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1：HBV曝露後予防策表

曝露した職員
のワクチン接
種状況と抗体
応答状況

治　療
接触した血液・体
液がHBs抗原陽
性

接触した血液・
体液がHBs抗原
陰性

接触した血液・体
液が誰のものが不
明、あるいは検査
していない

ワクチン
未接種

・ HBIG　1回接種
とHBVワクチ
ンコース開始

・ HBVワクチン
コース開始

・ HBVワ ク チ ン
コース開始

ワクチン接種
あり、抗体あり
（≧10mlU/mL）

・ 予防治療不要 ・ 予防治療不要 ・ 予防治療不要

抗体なし
（＜10mlU/mL）

・ HBIG　1回接種
とHBVワクチ
ンコース開始
あるいは
・ HBIG　2回接種

・ 予防治療不要 ・ 接触した血液・
体液がHBV抗原
陽性の可能性が
高 い 場 合 は、
HBV抗原陽性と
して扱う

抗体不明

・ 曝露した職員の
抗体検査を行う
1.抗体が十分
（≧10mlU/mL）
ならば予防治
療不要

2.抗体が不十分
（＜10mlU/mL）
ならばHBIG 
1回 接 種 と
HBVワクチン
を追加

・ 予防治療不要 ・ 曝露した職員の
抗体検査を行う
1. 抗体が十分（≧

10mlU/mL）
ならば予防治
療不要

2. 抗体が不十分
（＜10mlU/mL）
ならばHBIG　1
回接種とHBV
ワクチンを追
加、1 ～ 2か
月後再検査

時間が経つにつれて検査で検出されないレベルまで減弱してしま
うからです。しかし、免疫機能には HBVに対する記憶は残って
いるため、感染を起こすことはない、といわれています 5）。

（Beltrami, E.M. et al. : Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the management of 
occupational exposure to HBV, HCV, and HIV and recommendations for

 postexposure prophylaxis, MMWR Recomm Res, 50（RR‒11） : 1‒52, 2001）
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　ワクチン接種計画としては、1クール 3回接種（1回目接種後
1か月、6か月）が推奨されています。まれに 1クール 3回接種
しても抗体が陽性にならない人がいますが、再度 2クール目 3

回接種で反応する可能性は 30～ 50％であるといわれていま
す 5）。「どうせ陽性にならないから」と中断せず、ワクチン接種
をしましょう。

HBV免疫がない職員が針刺しをした場合
　HBVワクチン未接種あるいは接種後も抗体が陽性にならない
人や、HBV免疫がない人が HBV血液・体液に曝露した場合は、
曝露後 24時間以内（遅くとも 48時間以内）に HBIG（HBV免疫
グロブリン）を 1回接種し、HBVワクチン接種コースを開始し
ます。

HBVワクチン接種を行い、免疫を獲得すれば、
HBV感染を予防することができる

正しいA
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〔 血液媒体感染対策 〕

針刺し・切創報告の必要性
　針刺し・切創を起こした際、なぜ報告をしなければならないの
か、その理由の一つは、自分の身を補償するためです。
　勤務中に針刺し・切創を起こし、万が一肝炎が発症した場合、
「労働者災害補償保険」（以下、労災保険）の適応となります。こ
れは「労働者災害補償保険法」という法律で定められた保険制度
です。労災保険では、業務中に生じた針刺し・切創をはじめとす
る血液・体液曝露により発症した肝炎は、就業形態が派遣、パー
トであっても、すべての従業者が補償対象となります。また、雇
用と同時に発生する強制保険でもあります。ですから、針刺し・
切創後にきちんと報告をしていないと、肝炎など健康上の障害が
発生しても職業上の感染とは扱われず、労災とは認められません。
つまり、労災保険の補償が受けられなくなってしまいます。
　針刺し・切創を起こした後、患者の検査データを確認し、HBV、
HCV、HIVが陰性だから上司に報告しなかった、ということはあ
りませんか？　労災保険の補償を受けるためには、血液・体液曝
露発生時の詳細な記録が必要です。加えて、曝露とその後発症し
てしまった健康上の障害との因果関係を証明しなければなりませ
ん。ですから、曝露直後に検査を行い、その時点で血液病原体感
染は起こしていないということを明確にしておく必要がありま
す。その時点で感染がないということを証明することは、後々肝

針刺し・切創後の報告は、
血液媒介病原体保有患者に
使用した器材で針刺し・
切創をした場合だけでよい

0 7 8

正しい　　誤りである

Q
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炎が発生した場合に、それが針刺し・切創等の後に発生した感染
であり、その事由により感染したということを示すことができる、
という意味です。その証明をするために、曝露後は健康管理医や
産業医などを受診し、血液媒介病原体ウイルス検査を行うように
します。必要な書類は各所属施設や設置体によって異なるので、
所属施設に確認してください。
　二つ目の理由は、同じことを繰り返さない、より安全な労働環
境を確立するためです。どのような器材で、どのような状況で発
生したのか、その実態を正確に把握し、どうすれば防げたのか、
などの予防対策の発展のためには、個々の報告が非常に重要にな
ります。これらの報告は施設によって報告先が異なると思います
が、まずは自分の直属上司に報告しましょう。

血液媒介病原体のウインドウピリオド
　それでは、なぜ血液媒介病原体の場合だけに限って報告するの
ではだめなのか、ということについて考えてみましょう。
　血液媒介病原体の HCV（C型肝炎ウイルス）や HIV（ヒト免疫不
全ウイルス）は、発見からまだ 50年も経っていません。今後、
さらにこうした血液媒介病原体が出現する可能性もあります。
　また、血液媒介病原体には、ウインドウピリオド（空白期間）（表 

2）があります。ウインドウピリオドとは、感染後、血液中に産
生させる抗原や抗体の量が十分になるのに時間がかかるため、す
でにウイルスが血液中に侵入し感染しているものの、検査ではわ

2：ウインドウピリオド（抗原抗体検査）表

病原体の種類 期間
HBV（B型肝炎ウイルス） 59日

HCV（C型肝炎ウイルス） 82日

HIV（ヒト免疫不全ウイルス） 22日
（岡田 淳：免疫・血清検査，看護技術，50（12）：59，2004より改変）
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からない期間のことをいいます。血液中ではウイルスがどんどん
増えている最中なので、感染力をもっているため、検査ではウイ
ルスが検出されなくても、その血液に曝露すれば、当然感染する
危険があります。
　これらのことから、血液媒介病原体の有無にかかわらず、針刺
し・切創を起こしたら、報告する必要があります。

針刺し・切創を起こしたら、
血液媒介病原体の有無にかかわらず、
報告が必要である

誤りであるA
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〔 血液媒体感染対策 〕

HIV職業感染の危険性
　HIV感染血液で針刺し・切創をした場合、感染のリスクは 0.3％
程度です。粘膜への血液曝露においては 0.09％といわれていま
す 6）。
　また、HIV感染の危険性は、血液の量と傷の深さ、HIVの量によっ
て影響する、と報告されています 7）。曝露した血液量が多かった
場合や、浅い傷よりも深い傷の場合、内腔のない器材よりも中空
針の場合、HIVが増える病期が末期である患者の血液であった場
合などに、リスクが高くなることが示唆されています。

予防薬服用は迅速に
　HIV感染の予防には 3種類の薬を服用し、4週間の継続が推奨
されています（表 3）。いずれも非常に副作用が強い薬です。また、
妊娠初期においては、胎児への安全性の確認はされていないので、
服用前に妊娠の有無を確認する必要があります。
　HIV感染の血液・体液曝露後は、可能な限り迅速に予防薬の服
用を開始する必要があります。最適な予防効果を得るための投与
開始のタイミングについて明らかに示されたデータはありません
が、動物実験では、曝露後すぐに予防薬の投与を開始することの
重要性が示され、かつ 24～ 36時間以上経過しての投与では効
果が低くなる、と報告されています 8）。

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染患者に
使用した注射針で針刺しした場合、
予防措置の方法がないため、
経過観察するしかない

0 7 9

正しい　　誤りである

Q
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3：推奨されるHIV予防投与開始時の選択薬表

［基本投与］以下のいずれかの組合せの抗HIV薬を内服する
　● 　AZT（レトロビル）＋3TC（エピビル）
あるいは上記2剤の合剤である AZT/3TC（コンビビル）

　●　TDF（ビリアード）＋FTC（エムトリバ）
あるいは上記2剤の合剤である TDF/FTC（ツルバダ）

［拡大投与］上記の基本投与に以下のいずれかを選択して加える
　● 　LPV/RTV（カレトラ）
　●　DRV（プリジスタナイーブ）＋RTV（ノービア）

（東京都エイズ診療協力病院運営協議会編：HIV感染防止のための予防服用マニュアル̶
医療事故緊急対応用，東京都保健福祉局健康安全室感染症対策課，

平成 23年 8月改訂版，2011）

　一方、ヒトでの効果については明確になっていないため、たと
え曝露後 36時間を超えていたとしても、必要と判断された場合
には投与を開始したほうがよい、ともいわれています 8）。

発生時の緊急対応
応急処置

　血液・体液曝露が発生した場合は、曝露された部位を流水で十
分に洗浄します。
担当医（血液・体液曝露を担当している医師）への報告

　発生時刻・状況・程度、原因となった患者の病状などを、担当
医に直ちに報告します。担当医が状況を確認し、HIV陽性が強く
疑われる場合も含めて、担当医が予防薬投与の効果と副作用につ
いて説明をします。
予防薬の投与開始

　予防薬についての説明を担当医から聞き、服用については最終
的には自己決定をしなければなりません。投与を受ける場合は、
書面での同意書が必要です。女性の場合、予防投与前に妊娠の有
無を確認し、可能な場合は妊娠反応検査を実施します。
　予防薬の投与、継続的治療、経過観察などは、HIV診療協力病
院で定期受診をすることになります。
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HIV感染患者に使用した注射針で
針刺しした場合は、数時間以内の
できるだけ早い時期に HIV予防薬の
服用を開始することが推奨されている

誤りであるA
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〔 血液媒体感染対策 〕

針刺しの実態
　1996～ 2010年のエイズ拠点病院における針刺し・切創調査
では、注射針、翼状針、縫合針、静脈留置針が 4大原因器材で
あると報告されています 2）。発生時の状況としては、「使用中」「数
段階の処理中」が増加傾向にある一方で、「リキャップ時」は減少
してきています。リキャップ時の減少は、注射針や翼状針などの
安全器材の導入による効果であると考えられます。

安全な作業環境を確保する
　注射針や翼状針においては、針刺し・切創予防のため、各メー
カーからさまざまな工夫をした安全装置付き器材が開発されてい
ます。安全装置を正しく使いこなすことで、針刺し・切創を減ら
すことができます。
　安全装置とは、使用後に針刺し・切創を防止する装置が付いた
ものです。プラスチックカニューレ型静脈内留置針には、二つの
タイプがあります（図 2）。一つは「自己鈍化型」といい、内針を
抜針すると同時に針にカバーがかかるタイプです。もう一つは、
安全装置を作動すると針がグリップ内に収納される「収納型」で
す。
　針刺し・切創を防ぐためには、手順書の作成、手技の統一、注
意喚起だけでは限界があります。構造上、針刺し・切創が起きな
いような器材が望ましく、率先して安全装置付き器材を導入する
ことが必要です。

針刺し・切創対策の一つとして、
安全装置付き器材が有効である

0 8 0

正しい　　誤りである

Q
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　価格の高い器材の導入は、管理者側からすると抵抗があり、な
かなか導入に至らない施設があるかもしれません。購入価格その
ものは、安全装置が付いている場合と付いていない場合では、安
全装置付きのほうが若干高いかもしれません。しかし、たとえば
プラスチックカニューレ型静脈内留置針では、安全装置付きを使
用したほうが償還価格が高くなる（特定保険医療材料請求価格
は、標準型 90円に対し、針刺し事故防止機構付加型は 108円 9））
ため、結果的には大きな損失にはなりません。

安全装置付き器材選択のための評価項目
　プラスチックカニューレ型静脈内留置針一つとっても、どの製
品を採択したらよいか悩むところです。採択時の指標を表 4に

示します。安全装置そのものについての評価はもちろんのこと、
安全装置が付いたために発生するデメリットが増えないか、とい
うことも評価する必要があります。

2：プラスチックカニューレ型静脈内留置針図

〈通常の静脈内留置針〉

外針であるプラスチックカ
ニューレを患者に留置すると、
左図のように内針だけが残る

〈自己鈍化型〉 〈収納型〉

内針を引き抜くと、ハブ内に装着さ
れたセーフティクリップが自動的に
針先をカバーする

ボタン（安全装置作動スイッチ）を
押すと、内針がグリップ内に収納さ
れる

内針
外針

セーフティクリップ 内針が
収納される

ボタンを押す
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　また、安全装置付き器材でも、正しく適切に使用されていなけ
れば事故は発生します。導入にあたっては、正しい使用方法の教
育とトレーニングが基本となります。

4：プラスチックカニューレ型静脈内留置針採択時の指標表

①購入価格
②針の挿入しやすさ
③患者の苦痛や不快感がない
④血管確保時にミスが増えない
⑤操作に時間がかからない

⑥ 接続するその他の器材とマッチし
ている

⑦手の大きさや熟練度に影響しない
⑧安全装置が操作しやすい
⑨安全装置が確実に作動する

安全装置付き器材を正しく使用することで、
針刺しは予防できる

正しいA
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〔 血液媒体感染対策 〕
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〔 接触感染対策 〕

接触感染は、直接接触と間接接触によって伝播する
　接触感染は、正常な皮膚を含め、感染源となる患者に直接触れ
た場合（直接接触）や、感染源となる患者に使用した器材や部屋の
環境表面に触れた場合、もしくは汚染した器材を介して（間接接
触）の経路で伝播します 1）。よって、これらの接触を遮断するこ
とが重要です。これらの伝播を遮断するには、標準予防策（スタ
ンダード・プリコーション）だけでは十分ではありません。その
ため、標準予防策に付加して、接触予防策が必要となります。

接触予防策は、感染している、あるいは保菌・感染が 
疑わしい患者に適応される
　接触予防策は、感染が発生している場合はもちろんのこと、病
院感染に重要な多剤耐性菌などの病原体が定着している場合（保
菌）、あるいは感染が疑わしい場合にも適応となります。
　感染は、微生物の侵入に伴い、発熱・悪寒戦

せん

慄
りつ

・血圧低下など
の全身性反応や、発赤・熱感・腫脹などの局所的反応、検査所見
での炎症反応亢進などが生じます。一方、保菌は、微生物が住み
ついていますが、病態変化は起こしません。
　カテーテルやドレーンなどの異物の挿入が長期化すると、その
部分に病原体が定着することが多くあります。

接触予防策は、
標準予防策に追加して
行うものである
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接触予防策の代表的な適応疾患・病態
　接触予防策は、アデノウイルスによる急性ウイルス性結膜炎、
乳幼児・小児における急性呼吸器感染症（RSウイルス、パライン
フルエンザウイルスなど）、クロストリジウム・ディフィシル下
痢症、ロタウイルスやノロウイルス感染症（便失禁やおむつ着用
者の場合）などの感染症や疫学的に重要な病原体が対象となりま
す 1）。
　疫学的に重要な病原体には、多剤耐性菌（MRSA［メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌］、VRE［バンコマイシン耐性腸球菌］、
ESBLs［基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ］、MDRP［多剤耐性
緑膿菌］や MDRA［多剤耐性アシネトバクター］などの多剤耐性
グラム陰性桿菌）があります。多剤耐性菌は、感染を起こしてい
る場合だけではなく、胃・腸管、呼吸器、皮膚、創部、熱傷部に
定着している場合も、接触予防策が必要となります。

接触予防策とは、感染経路別予防策の一つで、 
標準予防策に付加して適応される予防策である

正しいA
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同じ病原体が検出されている患者同士を同室にする
　接触予防策が必要な患者は、他の患者との接触を制限するため、
可能な限り個室管理が原則です。しかし、病院の構造上、個室病
床数には限界があります。
　個室が不足している場合、同じ病原体が検出されている患者同
士を一つの部屋にまとめることが可能です。たとえば、MRSA（メ
チシリン耐性黄色ブドウ球菌）感染症が集団発生した場合は、
MRSA感染症患者を集め、同じ部屋に収容します。この方法を
コホーティング（集団隔離）といいます。

コホーティングができない場合の対応
　MRSAが検出されている患者と、その他の多剤耐性菌が検出
された患者では、同一病原体ではないので、コホーティングはで
きません。そのような場合で個室が不足しているときは、まず個
室対応が必要か否かをアセスメントしてみてください。
　検査でMRSAが検出されたからといって、すぐに個室に収容
しなければならない状況ではない場合もあります。たとえば、
「MRSA検査で病変のない鼻腔から検出された場合」と、「気管切
開をしており、かつ気管内吸引を要する患者の喀痰から検出され
た場合」では、伝播のリスクが異なります。前者の場合は伝播の
リスクは低いので、多床室（いわゆる大部屋）でも可能です。後者

MRSA感染症が集団発生して
病棟での個室管理が難しい場合は、
MRSA感染症患者同士ならば
同じ部屋に収容してもよい

0 8 2
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1：伝播するリスクが高い患者表
　●　喀痰や喉頭粘膜から菌が検出され、かつ呼吸器症状がある
　●　 創部から菌が検出され、滲出液が多く、被覆材などで覆いきれない、
あるいは創処置が多い

　●　 ドレーンから菌が検出され、ドレーンからの排液や洗浄などの処置
が多い

　●　便や尿から菌が検出され、おむつを着用している
　●　便から菌が検出され、下痢をしており、自己管理ができない、など

2：伝播を促進する可能性がある患者表
　●　免疫不全患者（免疫抑制薬使用を含む）
　●　抗がん薬、放射線、手術などの治療後で、易感染状態にある患者
　●　高齢者、新生児
　●　ドレーンなどを留置している重症患者、あるいは開放創のある患者
　●　長期入院患者、など

の場合は、医療者の手を介して伝播のリスクが高くなるので、す
ぐに個室に移さなくてはなりません。また、ウイルス性結膜炎な
ど感染力の強い病原体や、排菌量が多く、かつ排菌部位を覆えな
い創部から MRSAが検出されている場合も、個室優先あるいは
コホーティングが不可欠です。伝播するリスクが高い患者例を表
1に、伝播を促進する可能性がある患者例を表 2に示します。
　個室の確保あるいはコホーティングができない場合は、同室と
なる患者のアセスメントも重要です。伝播を促進する可能性のあ
る患者とは同室にしないことが原則です。さらに、多床室に収容
する場合は、ベッドの間隔を 1m以上離す 1）、カーテンを引く、
などの対応が最低限必要となります。

個室確保が困難な場合は、MRSA感染症
患者同士を同室にすることが可能である

正しいA
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接触予防策における個人防護用具（手袋・ガウン）の 
必要性
　標準予防策（スタンダード・プリコーション）では、血液・体液・
粘膜などの湿性生体物質に触れる可能性がある場合、個人防護用
具の着用が原則となっています 1）。
　一方、接触予防策では、直接および間接接触を遮断するため、
正常な皮膚または患者周囲の環境表面に接触する場合も個人防護
用具の着用が必要です。接触予防策は、患者の部屋もしくは区域
に入室するときから、手袋とガウンを着用することを推奨してい
ます。着用を、患者に触れるとき、あるいは環境に触れる可能性
があるときに限定してしまうと、常に接触の場面を予測してケア
をしなければなりません。
　通常、患者の部屋に入室したときに、いつ何時、接触の場面に
遭遇するか、まったく予測ができないため、あらかじめ入室時に
手袋とガウンを着用し、部屋もしくは区域に入ります。また、患
者の病室内環境そのものも汚染している可能性があります。よっ
て、部屋あるいは区域に入室する前に、必ず個人防護用具を準備
しておく必要があります。

接触予防策では、
湿性生体物質（血液・体液・粘膜など）に
触れるときだけ
手袋を着用すればよい

0 8 3
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汚染部位から清潔部位にケアが変わるときは、新しい 
個人防護用具に交換する
　では、接触予防策として、部屋もしくは区域に入室する前に手
袋とガウンを身に付ければ、部屋の中での交換は不要かというと、
そうではありません。そこは標準予防策に戻って、汚染部位から
清潔部位にケアが変わるときは、室内ですべて新しい個人防護用
具に交換してください。たとえば、おむつ交換を行った手袋やガ
ウンのまま、ガーゼ交換をするということがあってはいけません。
一つの処置が終わったら、すべて交換するのが原則です。
　部屋もしくは区域から出るときは、着用した手袋やガウンを除
去します。室外や区域外に、使用した手袋やガウンを持ち出さな
いことも重要です。その場で脱いで廃棄できるよう、個人防護用
具の準備と同時に、感染性廃棄物容器を準備しておくことが必要
です。

接触予防策では、患者周囲の環境や正常な皮膚に
触れる可能性があるときも、手袋の着用が必要である

誤りであるA
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物品は可能な限り、患者個々の専用にする
　体温計や血圧計、聴診器など患者の皮膚に接触する物品は、可
能な限り、患者個々の専用にします。やむを得ず、他者と共有し
なければならない場合は、適切な洗浄消毒が必要です。
　浸漬消毒が可能な物品は、洗浄後、塩化ベンザルコニウムや両
性界面活性剤などの低水準消毒薬（ほとんどの細菌、ある種のウ
イルス、真菌は殺滅するけれども、結核菌や芽胞などは殺滅しな
い消毒薬）で消毒を行います。
　浸漬消毒ができない物品は、アルコールで清拭消毒をします。
ただし、ウイルスによる感染性胃腸炎やクロストリジウム・ディ
フィシル下痢症は、アルコールに対して抵抗性を示す病原体なの
で、アルコール清拭消毒は効果がありません。その場合は、次亜
塩素酸ナトリウム液を使用しますが、次亜塩素酸ナトリウム液は
金属腐食性作用があるので、銅製小物（鑷

せ っ し

子や抜糸剪
せん

刀
とう

などの金
属製品）を消毒するときは注意が必要です。次亜塩素酸ナトリウ
ム液で清拭消毒をした後に、アルコールや低水準消毒薬などで拭
き取るとよいでしょう。
　また、感染症患者の部屋から物品を持ち出すときは、室外の環
境に病原体を撒き散らさないよう、専用容器あるいはビニール袋
などに密閉してから室外に出すことも重要です。リネンなども、
部屋の中でビニール袋などに密閉して、室外に出しましょう。

接触感染対策が必要な患者に
使用する血圧計や体温計は、
他の患者と共有してよい

0 8 4
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接触感染対策が必要な患者の病室清掃
　毎日の部屋の清掃は、感染症の有無にかかわらず、洗浄剤ある
いは両性界面活性剤を用いての湿性清拭で十分であり、特別な消
毒は不要です。清掃は、ほこりをたてないこと、汚れを落とすこ
とが基本です。
　ただし、医療者や患者が頻繁に触れる環境表面（ドアノブや
ベッド柵、テーブル、トイレなど）は間接接触の原因となるので、
通常の清掃後に、アルコール清拭消毒を行います。感染性胃腸炎
やクロストリジウム・ディフィシル下痢症の場合は、次亜塩素酸
ナトリウムを用います。

血圧計や体温計など頻繁に使用するものは、
他の患者と共有しない

誤りであるA
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MRSA感染症患者が使用した浴室の清掃
　MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）感染症患者だからと
いって、特別な消毒は不要です。病原体が浴室内に付着したとし
ても、温水で流してしまえば、病原体も流れてしまいます。よっ
て、通常の浴室清掃と同様で構いません。
　浴室床および浴槽は、洗浄剤もしくは両性界面活性剤を用いて
洗浄するだけで十分です。共同浴室の場合は、MRSA感染症患
者の使用後に清掃します。温水での洗い流しが困難な浴室のドア
や、頻繁に手が触れる水道の蛇口は、清掃後にアルコールで清拭
消毒をするのがよいでしょう。また、脱いだ衣類などは、すぐに
ビニール袋に入れ、周囲に広がらないようにしておくことが必要
です。

MRSA感染症でも、可能な限り、入浴はしたほうがよい
　MRSA感染症だから入浴を控えるというのではなく、可能な
限り、入浴あるいはシャワー浴をすることをお勧めします。
　たとえば、会

え

陰
いん

部、肛門などから MRSAを検出している場合、
入浴もしくはシャワー浴を行い、検出部位をていねいに洗浄しま
しょう。便から検出している場合も同様です。なぜ入浴、シャワー
浴が好ましいかというと、排泄後は必然的に会陰部や肛門部は汚
染するので、石鹸と温水でしっかり洗い流すことで MRSAも洗
い流せ、定着している菌も減っていくからです。褥

じょく

瘡
そう

や創部から
MRSAを検出している場合でも、医師の指示のもと、可能な限

MRSA感染症患者が使用した浴槽は、
厳重に消毒しなければならない

0 8 5

正しい　　誤りである

Q



199

P
a

r
t

3

接
触
感
染
対
策

りシャワー浴を行い、付着している滲出液や膿などを洗い落とす
とよいでしょう。物理的に洗い流すことは、皮膚の清浄化を図る
うえで重要です。

MRSA感染症患者の使用した浴槽は、
通常の浴室清掃と同様に、
洗浄剤か両性界面活性剤などで洗浄する

誤りであるA

　MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌：Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus ）とは、抗生物質メチシリンに対する薬剤耐
性を獲得した黄色ブドウ球菌の意味ですが、実際は多くの抗生物質に
耐性を示す多剤耐性菌です。黄色ブドウ球菌はグラム陽性球菌の一種
で、環境やヒトの皮膚、鼻腔、消化管などに常在しています。
　MRSAは 1961年に英国で最初に報告され、米国では 1970年代、
国内では 1980年代に報告されるようになりました。薬剤の使用が多
い病院でみられることが多く、入院中の患者に発症する院内感染の起
炎菌として注目されています。免疫力が低下した患者が感染すると、
通常は引き起こすことはないような日和見感染を起こすことがあり、
注意が必要です。いったん発症すると、ほとんどの抗生物質が効かな
いため、治療は困難となります。MRSA出現の背景には、医療現場
での抗生物質の乱用が指摘されています。
　院内で MRSAの感染者が判明したら、感染を広げないことが重要
です。MRSAは医療者の手指や医療器具などによって接触感染する
ため、標準予防策および接触予防策に基づく適切な感染管理が必要と
なります。
　代表的な治療薬には、バンコマイシン塩酸塩、テイコプラニン、ア
ルベカシン硫酸塩、リネゾリドがあります。

MRSAC olumn
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移送・移動時の制限
　感染症患者の病室外への移送・移動は、治療・検査上やむを得
ない場合のみに制限する必要があります。X線検査や放射線治療、
他科診療など、その部門に移動しないと治療や検査が遂行できな
い場合に限ることが望ましいでしょう。

移送・移動時の注意点
　MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）感染症患者の移送・移
動時の注意点を表3に示します。MRSAが検出されたといっても、
感染症を起こしている人から、スクリーニングで保菌が発見され
た人まで、さまざまです。鼻腔に保菌しているような伝播のリス
クが低い患者の場合は、病室外への移動を制限する必要はありま

感染症患者の病院内の移動は
必要最小限とし、移動が
必要な場合は感染部位を覆う

0 8 6
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3：MRSA感染症患者の移送・移動時の注意点表

症状・部位 対応方法

喀痰 　●　患者にマスクを着用してもらう

創部 　●　ガーゼ交換を済ませ、しっかりと覆う

ドレーン 　●　移動前にドレーンを排液する

便 　●　特に覆う必要はない

尿
　●　特に覆う必要はない
　●　 留置カテーテルが挿入されている場合は、移動
前にバッグ内の尿を廃棄する
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せんが、感染症を起こしている場合は、可能な限り移送を制限し、
移動時も注意しましょう。
　接触することで伝播するため、接触予防策では、医療者の手洗
いと使用した器材・物品の消毒を基本としています。

〈流れ〉
①患者にマスクを着用してもらい、X線検査室に移動する。
② 放射線技師は、撮影台に患者を載せる。あるいは撮影台の前に
患者を立たせて撮影する。このとき患者は、撮影台の安全グリッ
プを握る。
③検査が終了し、患者は病棟に戻る。
④ 撮影室では次の患者が待っている。放射線技師は、次の患者を
撮影台に案内する。

〈感染・伝播予防のポイント〉
 MRSA感染症患者の撮影終了後、次の患者の介助に入る前に、
手指消毒をする

　喀痰から MRSAが検出されている場合、マスクを装着してい
ればよいかというと、そうではありません。日常、患者は口や鼻
に触れており、患者の手にも MRSAが付着し、手から身体に付
く可能性があります。よって、介助した放射線技師に伝播する可
能性があることから、次の患者の撮影に移る前に、放射線技師は
手指消毒することが必要です。
使用後の器材は、消毒する

　MRSA感染症患者は、安全グリップを握り、撮影台の周囲に
触れているので、使用後は撮影台周囲をアルコールで清拭消毒す
る必要があります。

喀
かく

痰
たん

からMRSAが検出されている患者が、
X線撮影のため移動する場合

応用例題
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次の患者は、感染リスクが高い状態か確認する
　次の患者が免疫力が低下した易

い

感
かん

染
せん

状態だった場合、わずかな
量の病原体が伝播しただけでも、感染を起こす可能性があります。
よって、Q82の表 2（p.193）に示した「伝播を促進する可能性が
ある患者」との交差は避けるような工夫が必要です。

MRSA感染症患者の移動が必要な場合は、
感染部位を覆い、伝播を防ぐ

正しいA
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〔 接触感染対策 〕

患者にMRSA感染症について理解してもらう
　ここ数年、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）をはじめ
とする多剤耐性菌の院内感染に関する内容が報道されています。
このような社会情勢から、MRSAと聞いただけで患者は不安に
なるかもしれません。あるいは、院内感染をすぐに連想する人も
いるかもしれません。
　患者にはわかりやすい言葉で説明し、正しい情報を提供する必
要があります。まず、MRSAは健康な人や正常の免疫力をもっ
ている人を脅かす病原体ではないことを理解してもらいます。
MRSAが検出されたからといっても、身体に影響を及ぼしてい
るのか、あるいは保菌しているだけの状態なのかは、人によって
さまざまです。現在、患者はどのような状態にあり、治療が必要
なのか、個室管理が必要なのか、ということを説明しなければな
りません。
　患者によっては、医療者からMRSAを移されたのではないか、
と追求する人もいるでしょう。その場合は、わかる範囲のことを
正しく伝えましょう。憶測や仮定で不明確なことは告げてはいけ
ません。現時点でわかること、わからないこと、今後調べたうえ
で説明することなどを正しく伝え、理解してもらう必要がありま
す。

患者が不安になるので、
MRSA感染症であることを
説明しないほうがよい

0 8 7

正しい　　誤りである

Q
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患者の協力を得る
　接触予防策では、MRSA感染症患者には個室管理や行動制限
が伴います。また、患者自身へ手指消毒などの清潔行動を指導す
ることも必要になります。
　個室管理、行動制限、清潔行動などは、その必要性を十分に説
明し、患者が納得したうえで初めて確実に実施できることです。
よって、人権を尊重しつつ、協力を求める姿勢が求められます。
　特に、行動が制限されることは、患者にとってこのうえない苦
痛が伴うため、精神面のケアも重要です。また、日々状況をアセ
スメントし、行動制限の必要性を継続する必要があるかどうか、
考えましょう。

患者には、MRSA感染症についての正しい情報を
提供しなければならない

誤りであるA
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〔 接触感染対策 〕
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〔 空気感染対策 〕

空気感染は、比較的近い場所で接触した人が感染を 
受けやすい
　空気感染とは、患者が咳やくしゃみ、会話などで飛散させた飛
沫（しぶき）の中に含まれる微生物を、感受性のある人が吸入して
起こる感染です。飛沫の中の水分が蒸発し、粒径5µm以下（1µm：
1mmの 1,000分の 1）の粒子に付着した微生物は、非常に軽く、
長時間空気中に浮遊します。それが空気の流れによって広く撒き
散らされるため、同じ部屋だけでなく、遠く離れた場所でも感染
が起こる可能性があります。ただし、実際には患者から離れると、
空気中の菌の密度は減少するので、比較的近い場所で接触した人
が感染を受けやすくなります 1, 2）。

空気感染する疾患
　空気感染する疾患には、結核以外に、麻しん（はしか）、水痘（み
ずぼうそう）などがあります 1, 2）。
結核

　結核の感染源は、喀
かく

痰
たん

の塗
と

抹
まつ

検査で陽性の肺結核患者、喉頭結
核患者、気管・気管支結核患者で、患者の咳、くしゃみとともに
飛散した結核菌が原因で感染が起こります。
麻しん・水痘

　麻しん・水痘の感染源は、患者の気道・水疱内液中のウイルス
で、空気中に飛散したウイルスを経気道的に吸入することにより
感染が起こります。

空気感染対策の実施が必要な
疾患は、結核だけである

0 8 8

正しい　　誤りである

Q
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レジオネラ症について
　環境から一次感染するものには、レジオネラ症もあります。レ
ジオネラは、自然界では水系や土壌に分布し、20℃以上の水が
停滞したり循環したりする人工環境に、高い頻度で存在します。
加温に対しても強いため、温泉や 24時間風呂などを介した集団
発生もみられます。
　病院で問題となるのは、冷却塔、給水給湯設備、循環式浴槽な
どです。これらの設備の水流が停滞する場所に付着し、増殖した
レジオネラは、シャワーや給湯栓などで発生する微細なエアロゾ
ルに内包されやすくなります。そのエアロゾルを吸入することで
感染が起こるため、空調を介した集団感染の発生が問題となって
います。また、ネブライザーや人工呼吸器の加湿水を介した感染
も起こることがあります。ただし、レジオネラは、ヒトからヒト
に感染することはありません。

空気感染対策が必要な疾患は、
結核だけではない

誤りであるA

　1976年に米国で在郷軍人の集会が開かれた際、参加者と周辺住民
221人が原因不明の肺炎にかかり、34人が死亡しました。このとき、
新種のグラム陰性桿菌レジオネラ・ニューモフィラ（Legionella 
pneumophila）が患者の肺から多数分離されたことから、この名前が
付きました。レジオネラは環境中に普通に存在する菌であり、通常で
は感染症を引き起こすことは少ないのですが、高齢者など抵抗力の低
下している人が感染すると肺炎を引き起こし、重篤な場合は死に至る
ケースもあります。レジオネラ症は新興感染症で、2003年の感染症
法改正の際に四類感染症に指定されました。

レジオネラ症（在郷軍人病）C olumn
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〔 空気感染対策 〕

空気感染する疾患の患者は、個室に配置する
　結核など、空気感染する疾患の患者は、菌の飛散を最小限にす
るため、個室に配置します。患者を収容する個室は、ドアの閉鎖
により陰圧になり、開閉時に室内の空気流出を防ぐ設計が理想的
です。陰圧室の設備がない場合は、廊下側のドアを閉め、外気に
向かって窓を開けて、空気を外に向けて排出します 3, 4）。
　室内は、換気も独立していることが望ましいですが、他の部屋
との共通換気である場合、他の部屋に循環する換気を切ることが
必要です。排気口に HEPAフィルター（high e¨ciency partic-

ulate airの略で、0.3µm以上の微粒子を 99.97%捕集する能力
をもつフィルター）が設置されている場合、再循環される換気で
も対応することができます。
　室内は、原則的に患者が室外へ出ることがないように、トイレ
や洗面設備、浴室などを整備し、病室の出入口のドアは出入りの
際以外は常に閉めておきます。また、患者には、原則として部屋
から出ないよう指導します。

病室は十分な換気が必要
　空気感染する病原体の感染性は、空気中に排出される菌やウイ
ルスの数に左右されるため、十分な換気を行うことによって、病
室内の病原体の密度を低下させることが重要です。部屋の換気
は、1時間に 6～ 12回以上行うことが必要とされています 3, 4）。

空気感染する疾患の患者は、
空気圧が陰圧に管理された個室に
隔離することが必要である

0 8 9

正しい　　誤りである

Q
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1時間の換気回数が 12回の場合、12分で 90%、23分で 99%、
35分で 99.9%の菌が除去できます（表 1）3–5）。換気の間、他の
病室に病原体が流れ出るのを防ぐため、病室のドアは閉めておく
ことが必要です。

1：1時間の換気回数別、室内空気中の菌除去に必要な時間表

1時間の換気回数
菌の除去に必要な時間

90% 99% 99.9%

2回 69分 138分 207分

3回 35分 69分 104分

4回 23分 46分 69分

10回 14分 28分 41分

12回 12分 23分 35分
（引用文献 3–5を参考に筆者作成）

空気感染する疾患の患者は、感染防止の
ために、空気圧が陰圧に管理された個室に
隔離することが必要である

正しいA
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〔 空気感染対策 〕

結核を判断するため、喀痰検査を行う
　結核かどうかを診断するためには、喀

かく

痰
たん

の検査を行います。喀
痰検査の方法には、①塗

と

抹
まつ

検査、②培養検査、③ PCR法などが
あります。
塗抹検査

　患者の喀痰に抗酸菌（結核菌は酸に対して抵抗力があるため、
抗酸菌と呼ばれます）が含まれているかどうかを、顕微鏡で観察
する検査方法です。ガフキー号数とは、この検査で肉眼的に観察
された菌の数を表す数値のことで、数の少ないほうから 0～ 10

号で表されます。しかし、この表記方法は細かいため、最近は 5

段階（－、±、1＋、2＋、3＋）で表されるようになってきまし
た。
　塗抹検査が陽性であっても、結核菌かどうかを確定することは
できません。なぜなら、抗酸菌には、結核菌と非結核性抗酸菌が
あり、非結核性抗酸菌でも塗抹検査が陽性になるためです。非結
核性抗酸菌は土壌など自然環境にある菌で、ヒトからヒトへは感
染しません。したがって、喀痰検査の結果がガフキー 3号であっ
ても、結核であるとは限らないのです。また、塗抹検査では、検
出された菌が生きていて感染力があるのか、死んだ菌なのかもわ
かりません。

喀痰の検査結果が
ガフキー 3号の患者は、
結核の専門病院に
転院させなければならない

0 9 0

正しい　　誤りである

Q
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培養検査
　塗抹検査で検出された菌を専用の培地で増殖させ、結核菌かど
うかを調べる検査方法です。結核菌は一般的な細菌に比べて、増
殖するのに時間がかかります。以前は固形培地（小川培地）によ
る培養を行い、結果判明まで 4～ 8週間かかっていました。現
在は液体培地（MGIT : Mycobacteria Growth Indicator Tube）の
使用により 1～ 3週間程度で結果がわかるようになりました。

PCR法
　PCR法も培養検査と同様に、結核菌かどうかを調べる検査方
法です。培養検査に比べて迅速に（およそ 1日～数日で）結果が
判明します。この方法の欠点は、塗抹検査と同様に、生きている
菌か死んだ菌かがわからないことです。
　
　抗酸菌陽性者が結核である割合は約 7割で、残りの 3割は非
結核性抗酸菌症です。これは、結核に感染している人のほうが多
いことを示しています。塗抹検査が陽性だった場合、まず結核を
疑い、空気感染対策をとる必要がありますが、結核かどうか確定
するまで、結核の専門病院に転院させる必要はありません。

喀痰の検査結果がガフキー 3号となっても、
結核に感染しているとはいえない

誤りであるA
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〔 空気感染対策 〕

麻しんは一度感染すると、終生免疫が得られる
　麻しんは、空気感染と飛沫感染の両方によって、水痘（みずぼ
うそう）は、直接接触や空気感染によって伝播します。結核と異
なり、麻しんや水痘は一度感染すると、終生免疫が得られます。
そのため、感染者と接することがあっても、再感染するおそれは
ありません（まれに、抗体の取得不全で再感染が起こる場合もあ
ります）。
　また、感染したことがなくても、予防ワクチン接種の実施で抗
体価が陽性となっていれば、N95微粒子防護用マスク（以下、
N95マスク；図 1）を着用する必要はありません。しかし、標準
予防策（スタンダード・プリコーショ
ン）の実施は必要なので、注意しま
しょう。抗体の有無は、個人の記憶
では不明確な場合も多いので、検査
による確認も必要となります。

抗体をもたない人は、N95微粒子
防護用マスクの着用が必要
　一方、抗体をもたない人は、麻し
んや水痘に感染している患者の部屋
に入室する際に、N95マスクの着用

麻しん（はしか）患者の部屋に
入る際は、抗体をもたない
職員や面会者は、N95微粒子
防護用マスクを着用する

0 9 1

正しい　　誤りである

Q

1： N95微粒子防護用
マスク

図

（写真提供：スリーエム
ヘルスケア株式会社）
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が必要です。N95マスクを着用するタイミングは、病室に入る
前です。N95マスクをはずすタイミングは、病室から出て部屋
のドアを閉めた後になります。
　N95マスク着用の際に、気をつけなければならないことが二
つあります。一つはサイズの選択で、もう一つは正しく装着する
ことです（図 2）。マスクが大きかったり小さかったりすると、
顔とマスクの間にすき間ができてしまいます。すき間があると、
マスクを着用していても病原体を防ぐことができず、感染してし
まう可能性があるので、自分の顔にフィットするサイズを選択す
ることが重要です。

① マスクの鼻あてを指側に
して、ゴムバンドが下に
たれるようにカップ状に
持つ

② 鼻あてを上にして、マス
クが顎を包むようにかぶ
せる

③ 上側のゴムバンドを頭頂
部近くに、下側のゴムバ
ンドを首の後ろにかける

④ 両手で鼻あてを押さえな
がら、指先で押さえつけ
るようにして鼻あてを鼻
の形にあわせる

（資料提供：スリーエムヘルスケア株式会社）

2：N95微粒子防護用マスクの着用方法図
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3：ユーザー・シール・チェック図

N95微粒子防護用マスクを着用して両手でマスクを覆い、強く息
を吐いて、マスクがフィットしているかどうかを確かめる（a）
マスクがフィットしていない場合は、マスク周辺から息が漏れてく
るので、その場合はマスクの鼻の部分の針金を圧迫し（b）、さら
に頬の周辺のゴムの位置や長さを調節して（c）フィットさせる

麻しんの抗体をもたない人は、感染予防のため、
麻しん患者の部屋に入る際は、
N95微粒子防護用マスクの着用が必要である

正しいA

　また、N95マスクを装着する際は、毎回ユーザー・シール・
チェック（フィットチェック）を行い、正しく装着できているか
どうかを確認することが必要です（図 3）。

a b c
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〔 空気感染対策 〕

N95微粒子防護用マスクとは
　N95微粒子防護用マスク（以下、N95マスク）とは、空気中に
漂う空気感染を起こす病原性微生物の外部からの進入を阻止する
機能をもつマスクのことです 3, 4）。「N95」とは、マスクがもつ微
粒子の濾過性能の規格を示すもので、NIOSH（米国労働安全衛生
研究所。米国を代表する労働安全衛生に関する政府の研究機関）
の呼吸器防護具の規格基準である N95の規格に合致し、その認
定を受けたことを意味します。「N」は“not resistant to oil”の
略で、耐油性がないことを示し、「95」は、0.3μm（1µm：
1mmの 1,000分の 1）以上の大きさの微粒子を 95%以上濾過
（カット）できるということを示しています。
　しかし、N95マスクには、患者の咳やくしゃみによって飛散
する水分を含む飛沫を吸着する機能はほとんどありません。また、
N95マスクは呼吸のときに抵抗があるため、結核などに感染し、
肺の機能が低下している患者が着用すると、呼吸困難を生じるこ
とがあるので、使用は適していません。

サージカルマスクとは
　一方、サージカルマスクは、マスクを着用している人の呼吸器
からの分泌物が空気中に飛散するのを防ぐようにつくられている
ため、結核患者にはこちらを着用してもらいます。ただし、サー

結核に感染した患者には、
結核菌が周囲に飛び散らないように、
N95微粒子防護用マスクを
着用してもらう

0 9 2

正しい　　誤りである

Q
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ジカルマスクを着用したことで呼吸困難が生じる場合は、患者の
移送は避け、往診にするか、呼吸状態が安定してから移送するな
どの対応が必要です。

結核患者と医療者では、着用するマスクが異なる
　結核患者にはサージカルマスクを着用してもらい、医療者や面
会者は N95マスクを着用します。
　N95マスクは、明らかな汚染や変形がなく、装着時のフィッ
ト性に問題がない限り、繰り返し使用することができます。しか
し、マスクを介して病原性微生物の伝播が起こる可能性がある場
合は、使い捨てにすることが必要です。

結核患者に装着してもらうのは、
サージカルマスクである

誤りであるA
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〔 空気感染対策 〕

病原体の伝播は、環境表面に接触した手を介して起こる
　病床の床などの環境表面は無菌ではなく、環境の常在菌やヒト
から飛散する菌で汚染されています。たとえ消毒薬を使用して病
室を清掃したとしても、消毒の効果は一時的なもので、すぐにも
との菌数に戻ります。
　一般に、環境から医療者や他の患者に病原体が直接感染するこ
とはほとんどなく、病原体の伝播は、環境表面に接触した手を介
することがほとんどです。このことから、特別な場合を除き、環
境表面を消毒する必要はなく、日常のほこりや汚れをきれいに取
り除き、手洗いを徹底することのほうが大切であるといえます。

結核患者の退院後は、室内の換気が必要
　結核の場合は、空気感染によって伝播するため、換気により空
気中の菌の密度を低下させることが重要です。結核患者が退院し
た後の部屋は、室内の空気の入れ替えのため窓を開け、30～ 60

分ほど換気を行います 3, 4）。

消毒薬の噴霧は、作業者に対する危険性がある
　以上のことから、結核患者が入院していた病室でも、特別な消
毒を行う必要はなく、通常の洗浄剤による清掃で十分です。消毒
薬の噴霧は、消毒効果が不確実であるだけでなく、作業者に対す
る危険性などから、行うことは望ましくありません。患者の使用

結核に感染した患者が退院した後の
病室は、消毒薬の噴霧による
環境消毒が必要である

0 9 3

正しい　　誤りである

Q
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していたベッドや病室のカーテン、床頭台、オーバーテーブルな
ども、通常の清掃で十分です。

結核は環境表面からは感染しないため、
消毒薬の噴霧は不要である

誤りであるA
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麻しんは空気感染する
　外来においては、不特定多数の患者が受診していることや、待
合スペースが区切られていないことから、患者と職員、または患
者同士が、無防備に接触する機会が多くなります。また、患者は
一般的に健康上の問題を抱えていることが多いことから、感染す
るリスクが高い状態にあるといえます。
　麻しんは空気感染するため、感染の疑いのある患者を長時間待
合室で待たせることは、他の患者への感染拡大につながります。
そこで、待合室などでの病原体の飛散時間をできるだけ短くする
ため、なるべく早く問診することが大切です。問診では、患者の
症状（発熱、咳、発疹など）をもとにトリアージし、優先的に診
察することが必要です。また、診察室の構造によっても異なりま
すが、優先診療の際に、他の患者への接触を必要最小限にするた
め、別の個室で診察を行うなどの対応も必要となります 6, 7）。

迅速なトリアージのために
　患者をトリアージするためには、外来の総合案内や受付窓口に、
患者の感染症状の有無を確認したり、優先診療が必要だというこ
とを患者に説明できる専用の担当者の配置が望まれます。それが
できない場合でも、患者自身から感染症を疑う症状があることを

麻しん（はしか）感染の疑いのある
患者が外来受診したときは、
他の患者への感染予防のため、
待合室を別にするか、
優先的な診察を行う

0 9 4

正しい　　誤りである

Q
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自主的に申し出てもらうよう、その旨を掲示することが必要です。
掲示物の内容は、感染症の症状をわかりやすく説明したものにし
ます。

受付職員の感染を防ぐために
　また、受診受付の職員の感染を防ぐためにも、外来の受付に、
マスク、手袋、ガウンなど個人防護用具のセットをすぐに使用で
きるよう準備し、受付の職員に使用方法などを指導しておきます。
外来で感染患者と接触する機会のある職員は、麻しんや水痘（み
ずぼうそう）、風しん（三日はしか）、流行性耳下腺炎（おたふく
かぜ）に対する免疫を獲得していることが望ましいでしょう。

麻しん感染の疑いがある患者の場合、
他の患者に感染が伝播しないよう、
個室などで優先的な診察を行う必要がある

正しいA
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結核患者が痰を取ったティッシュペーパーは、 
感染性廃棄物として取り扱う
　医療機関などから発生する医療廃棄物は、「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律（廃棄物処理法）」で規制されており、一般廃棄
物と産業廃棄物に分けられています。産業廃棄物をさらに分類す
ると、①感染性廃棄物、②非感染性廃棄物（医療行為などで発生
する廃棄物のうち、感染性廃棄物以外のごみ）、③非医療廃棄物
（紙くず、厨芥など）に分類されます。
　ティッシュペーパーは紙くずなので、本来は一般廃棄物として
廃棄します。しかし、結核患者が痰を取ったティッシュペーパー
は、感染性廃棄物として廃棄することが必要になります。

結核は二類感染症に分類される
　結核は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（感染症新法）」で、二類感染症に分類される感染症です。
結核患者の痰の中には、結核菌が多量に含まれているため、痰が
乾燥すると中の結核菌が空気中に飛散し、他者に感染する危険が
あります。
　「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」8）では、
感染性廃棄物は、「形状」「排出場所」「感染症の種類」によって分
別するようになっています（Q48 図 2［p.117］参照）。結核患者
の痰は、二類感染症患者の体液という分類にあてはまるため、感

結核に感染した患者が痰を取った
ティッシュペーパーは、
一般廃棄物として取り扱う

0 9 5

正しい　　誤りである

Q
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染性廃棄物として廃棄することが必要になるのです。

患者に、痰の適切な廃棄方法を指導する
　患者には、痰を出すときは必ずティッシュペーパーに取り、洗
面所やごみ箱に直接喀出しないように指導します。また、痰を取っ
たティッシュペーパーは、所定の袋（ビニール袋など）に入れ、
一般ごみと分けてもらうことが必要です。そして、それらのごみ
はまとめて密閉し、橙色のバイオハザードマーク（p.131 

Column参照）の付いた感染性廃棄物用のごみ箱に捨てるように
指導します。
　また、結核患者が使用しているおむつも、同様に感染性廃棄物
として廃棄します。

結核に感染した患者が痰を取った
ティッシュペーパーは、
感染性廃棄物として処理する

誤りであるA
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麻しんや水痘の感染力は非常に強い
　麻しんは感染力が非常に強いので、免疫をもたない人が麻しん
患者に接触した場合、およそ 90％以上の割合で感染が起こりま
す 9）。また、水痘は麻しんの次に感染力が強く、家族内での接触
による感染率は 90％といわれています 10）。
　免疫をもたない人がこれらの患者と接する際には、N95微粒
子防護用マスクの着用など、空気感染予防策を実施することで、
感染を予防できます。しかし、それだけでは万全とはいえません。
医療者がこれらの疾患に感染するリスクは、一般の人の 13倍に
も及ぶ、といわれています 11）。そのため、予防ワクチン接種を
受け、免疫を獲得しておくことが必要です。

予防ワクチンは効果的である
麻しん

　麻しんは、予防ワクチンを接種すると、95％以上の人が十分
な免疫を得ることができます 12）。また、免疫の持続期間も長く、
ほぼ一生持続する免疫が得られます。
　ただし、ワクチンで得られる免疫と、感染によって得られる自
然免疫では、自然免疫のほうが免疫力は高くなります。現在は麻
しんに不顕性感染（感染しても発病しないこと）する機会が減っ
ており、ワクチン接種をしても終生免疫は得られにくく、免疫が
維持できなくなっています。このため、1回の予防接種では流行

麻しん（はしか）や水痘（みずぼうそう）は、
予防接種を実施することで、
感染を予防することができる

0 9 6

正しい　　誤りである

Q
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を抑えきれないため、2回目の接種を行います。予防接種 1回目
の効果が残っているうちに追加接種する 2回目のことを、ブー
スターと呼びます。ブースターの効果により、免疫の維持期間や
反応性を高めることが可能となります。
水痘

　水痘の場合、ワクチン接種で得られる免疫効果は 85～ 90％
と麻しんより低いのですが、ワクチン接種後に水痘ウイルスに感
染し発病しても、発疹の数が少なく、軽症ですみます 11）。
麻しんや水痘に免疫をもたない人の場合

　麻しんや水痘に免疫をもたない人でも、病原体ウイルスに接触
してから、麻しんは 72時間以内、水痘は 120時間以内に緊急の
ワクチン接種をすれば、発病の防止または症状の軽減が可能です。

麻しん、水痘の予防には、
予防接種の実施が有効である

正しいA

　北里研究所の長井正昭氏は、ワクチン類は「生物学的製剤」と呼ば
れ、生きたタンパク質、多糖類といった比較的不安定な物質を主成分
としているものが多く、取り扱いに注意を払わないと、本来の効果が
十分に期待できない場合があると述べています。
　近年、職員の職業感染対策プログラムで、麻しんや風しん、水痘、
ムンプスなどの抗体陰性者に対して、集団接種を行っている施設も多
くなってきました。生ワクチンは 5℃以下、遮光下での保存という指
示があるため、接種の際は、箱から出して長時間放置しないように注
意しましょう。

ワクチンC olumn
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飛沫感染する病原体は多い
　飛沫感染する病原体には、細菌、ウイルス、マイコプラズマな
どがあり、インフルエンザと流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）以
外にも、多数の疾患があります 1, 2）。飛沫感染する病原体と疾患
を表 1に示します。

感染の疑いのある患者や、ケアにあたった医療者、 
面会者にも飛沫感染予防策を実施する
　飛沫感染する感染症の中には、診断に時間を要する疾患がある
ため、入院後数日経過してから感染に気づく場合があります。そ
の場合、感染の診断が確定した患者にだけ対策を行っていても、
感染の伝播を予防できないことがあります。そこで、感染の疑い
のある患者や、感染患者のケアにあたった医療者、面会者も含め
た飛沫感染予防策の実施が必要になります。

飛沫感染する疾患は、
インフルエンザと
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
のみである

0 9 7

正しい　　誤りである

Q

飛沫感染する疾患は、インフルエンザと
流行性耳下腺炎のみではない

誤りであるA
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1：飛沫感染予防策の対象となる病原体表

種類 病原体 疾患

細菌

B型インフルエンザ菌
（Haemophilus influenza 
typeB）

インフルエンザ菌の中で最も
病原性が強いB型菌によって
引き起こされた髄膜炎、肺炎、
咽頭炎、敗血症が対象

 髄膜炎菌
（Neisseria meningitidis）

髄膜炎、肺炎、敗血症

ジフテリア菌
（Corynebacterium 
diphtheria）

喉頭ジフテリア

百日咳菌
（Bordetella pertussis）

百日咳

ペスト菌（Yersinia pestis） 肺ペスト

A群溶血性レンサ球菌
（Streptococcus pyogenes）

乳幼児の咽頭炎、肺炎、猩紅熱

ウイ
ルス

インフルエンザウイルス
（ influenza virus）

インフルエンザ

ムンプスウイルス
（mumps virus）

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

風しんウイルス
（rubella virus）

風しん

アデノウイルス
（adenovirus）

乳幼児の肺炎、咽頭炎

パルボウイルスB19
（parvovirus B19）

伝染性紅斑

その
他

マイコプラズマ
（Mycoplasma pneumonia）

マイコプラズマ肺炎
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飛沫感染とは
　飛沫感染とは、粒径 5µm以上（1µm：1mmの 1,000分の 1）
の大きい飛沫粒子に付着した微生物による感染で、咳やくしゃみ、
会話、気道内の吸引など、患者とおよそ 1mの距離で接する際に
伝播され、感染する危険性が生じます。
　飛沫する病原菌は、空気中を浮遊せず、通常は短い距離を飛散
するだけなので、結核菌のような特別な換気や空調管理などは必
要ありません。

インフルエンザ患者は、可能な限り個室に収容することが
望ましいが、その限りではない
　インフルエンザは、インフルエンザウイルスにより起こる感染
症で、主な感染経路は飛沫感染です。そのため、インフルエンザ
ウイルスに感染した患者は、可能な限り個室に収容することが望
まれます。しかし、何らかの理由により個室に収容できない場合、
同じ微生物による感染症を発病している患者と同じ部屋で集団隔
離することも可能です。
　集団隔離も困難である場合は、他の患者とのベッドの間隔を約
1m以上あけるといった対応も可能です。同じ病室内で、患者の
ベッド間隔を十分にとれない場合は、撥水性カーテンやパーテー
ションなどの遮

しゃ

蔽
へい

物
ぶつ

を活用し、飛沫の伝播を防ぐことが必要です。
いずれの場合も、病室のドアは開けたままで構いません。ただし、

インフルエンザウイルスに
感染した患者は、どんな場合でも
個室に隔離しなければならない

0 9 8

正しい　　誤りである
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免疫力が著しく低下している患者と、飛沫感染する疾患の患者を
同室にすることは、望ましくありません。
　インフルエンザは、接触感染によっても感染が伝播する可能性
があります。そのため、飛沫の飛散が多いと考えられるベッド周
囲の環境にも、注意が必要です。患者の周辺環境の清掃の際は、
個人防護用具（サージカルマスク、手袋など）を着用し、接触感染
を予防します。患者に手洗いを指導することも重要です。

3～ 7日間はウイルスを排出するので、その期間は 
飛沫感染予防策を継続する
　インフルエンザウイルスに感染した患者は、3～ 7日間はウイ
ルスを排出するといわれています。そこで、その期間は飛沫感染
予防策を実施し続けることが必要になります。

インフルエンザウイルスに感染した患者でも、
必ずしも個室隔離する必要はない

誤りであるA
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インフルエンザワクチンには、重症化や合併症の予防効果
がある
　インフルエンザワクチンの効果は、インフルエンザウイルスの
感染を完全に予防するものではありません。しかし、ある程度の
感染予防効果に加え、重症化や合併症に対する非常に高い予防効
果が証明されているため、ハイリスクの患者や医療者に対する予
防接種の実施が強く勧められています 3）。
　インフルエンザワクチンの予防効果に関するデータでは、65

歳以上の健常な高齢者については約 45%の発病を阻止し、約
80%の死亡を阻止する効果があった、とされています 4）。また
別の研究では、施設に入所している高齢者のインフルエンザ発病
の防止効果は 23%であり、肺炎や入院の防止効果は 50%である、
というデータが出ています 5）。

インフルエンザワクチンの接種時期
　インフルエンザワクチンの効果は、年齢、本人の体調、そのシー
ズンのインフルエンザ流行株とワクチンに含まれている株の一致
状況などによって左右されます。ワクチンは、そのシーズンに流
行するウイルス株を予測してつくられていますが、流行するウイ
ルスの種類は毎年変化するため、効果が減少します。毎年ワクチ
ンを接種する必要があるのは、このためです。
　また、ワクチンは接種してから抗体が上昇するまで 2週間ぐ

インフルエンザの予防ワクチンは
あまり効かないので、接種する
必要はない

0 9 9

正しい　　誤りである
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らいかかります。インフルエンザの流行時期は 12月中旬以降な
ので、接種時期は 11月から 12月下旬が望ましいといえます。
　インフルエンザワクチンの接種回数について、厚生労働省は
2000年度から、「接種は 1回でも有効」としています。しかし、
1回の接種では十分な抗体上昇が得られない小児や高齢者、免疫
機能が低下している人の場合は、2回の接種が望まれます。

　前述のとおり、インフルエンザワクチンを接種することで予防
効果を期待できますが、完全に感染を予防できるものではないた
め、ワクチンを接種した人も、インフルエンザウイルスに感染し
た患者と接触するときには、飛沫感染予防策の実施が必要です。

インフルエンザワクチンの接種は、
インフルエンザの予防に有効である

誤りであるA
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流行性耳下腺炎は飛沫感染するので、ケアの際は 
個人防護用具を着用する
　流行性耳下腺炎は、飛沫感染する疾患です（Q97 表 1［p.228］
参照）。飛沫感染は、患者から飛散した飛沫粒子が、結膜・鼻粘膜・
口腔粘膜などに付着して引き起こされます。患者の 2～ 3m以
内に接近するときや、ケアを行う際は、個人防護用具としてサー
ジカルマスク（外科用マスク）、ゴーグルなどを着用し、粘膜へ
の病原体の曝露を予防します 1, 2）。

N95微粒子防護用マスクには、飛沫の飛散防止効果は 
ほとんどない
　N95微粒子防護用マスクは、空気感染予防の際、医療者や面
会者が感染を予防するために着用するマスクです。外部からの微
生物のフィルター機能には優れていますが、飛沫の飛散防止効果
はほとんどありません。
　飛沫感染を防ぐためには、サージカルマスクを着用します。着
用の際は、マスクが口と鼻を十分覆うように注意してください。
臨床現場で、鼻を出してマスクを着用している姿をよく見かけま
すが、それではマスクによる飛沫の防護機能を発揮することがで
きないので、気をつけましょう。
　サージカルマスクのサイズ、形状、素材はメーカーによりさま
ざまです。どのようなマスクが自分の施設で採用され、どのサイ

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の
患者の清拭をする際は、
N95微粒子防護用マスクを着用する

1 0 0

正しい　　誤りである
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ズが自分に適しているのかなど、事前に確認しておきましょう。

移送時は、患者にもサージカルマスクを着用してもらう
　流行性耳下腺炎患者の病室外への移動・移送は必要最小限と
し、検査や治療のためにやむを得ず移動する場合は、飛沫の飛散
を防ぐため、患者にもサージカルマスクを着用してもらいます。
ただし、呼吸困難のある人や、酸素吸入中の患者などに無理にマ
スクを着用させることで、呼吸症状を悪化させてはいけません。
患者の全身状態や状況に応じた対策を実施しましょう。
　また、患者には、咳やくしゃみをする際にはティッシュペーパー
などで口を覆うことなども、あわせて指導するとよいでしょう。

流行性耳下腺炎の患者に濃厚に接する際は、
サージカルマスクを着用する

誤りであるA
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